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1 事例 1・東京地方裁判所平成 3 年 3 月 20 日判決(判例タイムズ 772 号 284-288) 

 

1-1 事故の概要 

 

 ＹまたはＳは、酒気帯びの状態でＹ車を運転し、信号のある交差点を右折するとき、対

向車線を直進してきたＥ車に衝突し、Ｅ車運転者に傷害を負わせた。ＹとＳは同じ車に同

乗していた（Figure 1-1）。 

 

Figure 1-1 事例１の事故概要図  

  

1-2 裁判の内容 

 

 ＹがＹ車を運転していたとして、Ｙが業務上過失致傷罪で起訴された。  

 争点：Ｙ車をＹとＳどちらが運転していたか 

 

1-2-1 当事者の主張 

 

検察：Ｙが運転していたと主張した。  

弁護人：運転者はＳであり、Ｙは身代わりと主張した。  

 

1-2-2 判決 

 

弁護側の主張を認め、運転者はＳで、Ｙは無罪とした。  
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1-3 チェックリストによる事実関係の判定  

 

1-3-1 敗訴側の主張・証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき、VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］で番号を付けた（Figure 1-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は Table 1-1 のとおりである。 

 



 

 

3 

事例1【検察主張】
判決日付：平成3年3月20日　　　　　裁判所：東京地裁　
事件番号：平成2年（わ）第225号　　事件名：道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件

前提条件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：あり
車線：不明
速度規制：不明
道路形状：交差点
発生時刻：H2.2.6　2:30
　　　　

運転者：性別　男
車　種：普通乗用車

Ｙ Ｓ Ｅ

同乗者：性別　男 運転者：性別　男
車　種：普通乗用車

スナックで飲酒

1:00 スナックを出る

車内で酔いを冷ます

車を運転してＳ宅へ向け出
発

パッシングをしてそのまま
走行

30分

右折車線を走行

60～70km/hで走行

右折の合図をしない
Ｙ車両が止まってくれる

と思う

交差点に差し掛かる
交差点に差し掛かる

同乗

スナックまで車を運転

右折開始 急ブレーキ

衝突

再発進

約100m走行

停止

Ｙ車の所へ行く

(17)Ｅ法廷証言:Ｓはｸﾞﾘｰﾝの、Ｙは茶色の皮ｼﾞｬﾝﾊﾞｰを着ていたのが
わかった。Ｓが運転席、Ｙが助手席にいた。

110通報

警察官とＹ車の所へ行く運転していたことを認める

2/26 起訴

3/19

運転していたことを検察官
に申告

(10)Ｅ法廷証言：
　衝突の時、助手席に座っていたのはＳだった。　　
　運転していた人は見ていない。

(6)Ｓ，眼鏡をかけていた。

(9)Ｅ警察官証言:衝突の瞬間、運転していたのは茶色のｼﾞｬ
ﾝﾊﾞｰを着たＹだったのを見た。

(11)Ｅ：ＹとＳはなんとなく雰囲気が違うので見分けられ
た。

(8)Ｅ：衝突の瞬間、ＳがＥの方を睨む様にしたのを見た
が、そのときＳが眼鏡をかけているのは見ていない。　

車外に出る 車外に出る

助手席に座る 運転席に座る

(13)Ｙ2/6証言：怖くなって助手席に乗った

(15)Ｙ2/21証言：車の内側から助手席ドアの壊れ方を見る
ため、助手席に乗った

(12)Ｙ車両、助手席ﾄﾞｱ及びｾﾝﾀｰﾋﾟﾗｰ部分が内に向かって数十
センチ凹み、助手席ﾄﾞｱは開かない。
　助手席はｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙ部までずれ、逆くの字に曲がる。

(4)Ｙ2/6証言:酔っていて、Ｓとどんな会話したか記憶
にない

(5)Ｙ2/11,15証言：ＳがＹより酔っているようだったの
で、Ｙが運転することになった

(16)Ｅ公判証言：Ｓの方がしっかりしていた。

(7)ここまでの運転経路不明

頸部捻挫、左前胸部打撲傷 左膝下部を負傷

(18)Ｙ2/15証言:左側頭部、左肩をﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ等に打ち付けた

(19)Ｙ2/21証言:左肩と左胸をハンドルあたりに打ちつけた

(14)Ｙ2/17証言：車の破損状況やＳの怪我が心配になって
停車したと述べるのみ。運転交替にはふれず

逃げようと思った

(1)Ｙトラック運転手。当時の勤務先は入社して約3ヶ月。
Ｓ51に無免許運転で有罪判決を受けた他、交通関係の罰金
前科、行政処分を受けたことあり。
　内妻がスナック経営

(3)Ｓトラック運転手。自己所有車で仕事を貰う形で仕事を
している。約1年前に罰金刑受けた。
　妻子を1人で養っている

(2)家族ぐるみのつきあい

逮捕 (20)内妻に電話し運転していたのはＳである旨話す

15km/hで走行

頭頸部捻挫

H2/2/6

運転していたのはＳとの主
張をはじめる

(22)身代わりの経緯につき、Ｓに頼まれた

(25)Ｙの方から身代わりになる旨言い出した、詳しいこと
は覚えていない

Ｂｃ6

(23)Ｓの子供たちのことを考えるとかわいそうで、裁判の
ことなど考えずに身代わりになった

(21)1分程度沈黙の後、運転していたのはＹである旨話す

Ｙの内妻に自首する旨言う
2月末

Ｙの弁護士に「誰が運転し
ていたかわからない｣と言

う
3/2

Ａｄ2

Ａｄ3

(1) (2)

(4)(5)

Ｂｃ6

(6)

Ａｄ1

(8)～(11)

(12)

(13)～(15)

Ｂｃ10

(16)

(18)(19)

Ｙの内妻に電話
(21)

(22)

(3)

(23)

Ｃａ12

Ａｄ2

Ａｄ1

Ａｄ2

Ｂｃ9

Ａｄ2

Ａｄ2

Ａｄ1

Ａｄ1

Ｃａ2

Ｂｃ2　

Ｂｃ11

(7)

Ａｄ1

(24)一度引き受けた以上、Ｓが本当のことを言い出すま
では身代わりを引き受けるつもり

Ｂｃ9

Ｂｃ10

Ｂｃ10
(24)
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Figure 1-2 事例１・検察側主張に基づくＶＴにチェックリストを適用した結果  
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Table 1-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの番

号  

チェックリスト該当

の項目番号と項

目名  

関係する証

言等  

具体的内容  

[1] 
Ｂ ｃ 11  目撃者と

当事者との関係  

(2) ＹとＳは家族ぐるみの付き合いのある友人。このため、友人

を庇うために虚偽の証言をする可能性あり。 

[2] 
Ａｄ3 当事者証言

内容の具体性  

Y(4)証言 Ｙが飲酒後Ｓと運転を替わった経緯に関し、Ｓと交わした

会話を覚えていないなど証言があいまい。 

[3] 

Ａｄ2 

当事者証言の一

貫性  

Ｙ (4)(5) 証

言 

ＹがＳと運転を交替した経緯に関し、 (4)「会話の内容を覚

えていない」、(5)「ＳがＹより酔っていたのでＹが運転するこ

とにした」と証言が変わっていて、一貫性がない。 

[4] 
Ａｄ1 当事者  

不自然な証言  

Ｙ(7)証言  Ｙは自分で車を運転したのに、事故があった交差点までの

道順がわからない。 

[5] 

Ｃａ12  

物証と証言との整

合性･その他 

Ｅ(6)証言  Ｓは衝突時に助手席に座っていて眼鏡をかけていた。 

争いのない事実：事故当時、Ｓは眼鏡をかけていた。 

争いのない事実と証言が合致する。 

[6] 
Ａｄ７（当事者）  

証言の不一致  

Ｙ (5)証言Ｅ

(16)証言  

事故当時、ＳがＹより酔っていた。 

Ｓのほうがしっかりしていた。    

[7] 
Ａｄ4（当事者）  

対象の視認可能

性 

Ｅ (8)～ (10)

証言  

Ｅが相手車両に乗っていた人を目撃したのは、衝突の瞬

間という非常に短い時間であった。 

[8] 

Ａｄ2（当事者）  

証言の一貫性  

Ｅ 証 言

(9)(10)(17) 

 

警察官への説明（証言 (9)）：運転者は茶色のジャンパーを

着たＹだった。 

法廷 (10)証言：助手席に座っていたのはＳだが、運転者は

見ていない。 

→運転者を直接目撃したか否かに関し、変遷あり。 

法廷 (17)証言：事故後 (100ｍほど走ってから)、Ｙ車の所に

行って初めてＳ,Ｙが何を着ていたかわかった。 

→衝突時にＹが着ていた服に関して、変遷があり。 

[9] 

Ａｄ3（当事者）  

証言内容の具体

性 

Ｅ(11)証言  ＳとＹの違いに関し、｢なんとなく雰囲気が違う｣という程度

のあいまいな見分け方である。 

[10] 

Ａｄ2（当事者）  

証言の一貫性  

Ｙ(13)証言  事故後、運転していたはずのＹが助手席にいた理由に関

し、①怖かったから助手席に移った、②逃げようと思った、

と一貫しない証言をした。 

[11] 
Ａｄ1  

不自然な供述  

Ｙ(14)証言  助手席に行った理由を述べない。 

[12] 

Ａｄ1  

不自然な供述  

 

Ｙ(15)証言  ドアの壊れ具合を見るために助手席に行った。 

：事故による損傷のため助手席のドアはあかず、助手席に

行こうとすると中央コンソールを越えて移る必要があり、印

象的な出来事のはずなのに、その事情には触れていな

い。 

[13] 
Ａｄ2 供述の一貫

性 

Ｙ (13) ～

(15)証言  

Ｙが助手席に移った理由は、[10]～[13]のとおり一貫性が

ない。 

[14] 

Ａｄ1（当事者） 

行動の不自然性  

 

Ｙ 車 100m

現場から走

行 

Y 車の運転者は、事故後すぐに停車せず、停車できない

理由もないのに約 100ｍ現場から走行したのは不自然。 

[15] 
Ａｄ1（当事者） 

行動の不自然性  

Ｙが助手席

にいた 

事故後、運転していたはずのＹが助手席にいるのは不自

然。 

[16] 
Ａｄ2（当事者） 

証言の一貫性  

Ｙ (18)証言

Ｙ(19)証言  

Ｙが衝突で打撲した箇所に関し、Ｙ (18)証言｢左側頭部･

左肩｣、Ｙ(19)証言｢左肩･左胸｣と変遷した。 
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[17] 

Ｂｃ6  

目撃証言と当事

者証言の不一致  

Ｙ (20)証言

Ｓ(21)証言  

事故直後、ＹとＳがＹの内妻に電話した際の通話内容に

関し、Ｙ (20)証言「Ｓが運転していた」、Ｓ (21)証言「Ｙが運

転していた」と食い違った。 

[18] 

Ｃａ2  

客観的状況と主

張の 

整合性なし 

Ｙが重傷  

Ｓが軽傷  

検察主張：Ｙが運転していた。 

客観的状況：Ｅ車は助手席側に衝突したので、助手席に

座っていた人の方が重症となる。 

→運転席にいたというＹのほうが重症（頸部捻挫、左前胸

部打撲）、助手席にいたはずのＳは軽症（左膝下部の負

傷）。 

[19] 

Ａｄ19（当事者） 

証言の一貫性  

Ｙ証言 事故直後～Ｓが自首するまで 

：「自分が運転していた。」 

Ｓが、自分が運転していたと検察官に申告した後  

：「身代わりだった。」 

[20] 

Ｂｃ10  

証言内容の具体

性 

Ｓの弁護士

への発言  

ＳがＹの弁護士に話した時：「誰が運転していたかわからな

い」とあいまいな証言をした。 

[21] 

Ｂｃ9 

証言の一貫性  

Ｓ証 言 ･ 行

動 

①自首した（自分が運転していたことを認めた） 

②その後、｢誰が運転していたかわからない｣。 

③さらにその後、検察官に自首。 

[22] 

Ｂｃ5  

目撃証言と当事

者証言の不一致  

Ｓ(25)証言  

Ｙ(22)証言  

 

身代わりを頼んだ経緯に関し、Ｓ(25)証言「Ｙから言い出し

た」、Ｙ(22)証言「Ｓに頼まれた」と食い違った。 

「ＹがＳの身代わりになる」という重要部分は一致。 

[23] 
Ｂｃ10  目撃者証

言内容の具体性  

Ｓ(25)証言  身代わりになる経緯をよく覚えていない。 

[24] 

Ａｃ1 当事者の主

張内容からみて自

然な行為か  

Ｓ自白 Ｙの起訴後も、Ｙは自分が運転していたことを認めており、

それを前提にＹを被告人として裁判が進行していた。 

それにもかかわらず、Ｓが運転していたことを認めるというこ

とは、家族を抱えるＳが身に覚えのない不利益を自ら被る

ことになる。 
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1-3-2 主張が事実に合致しているかの判定  

  

これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するか判定した（Table 1-2）。 

 

Table 1-2 事例 1・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具 体 的
な争点 

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙが 
運転  

Ｙ 全般  全般   [1][4]  × 
(7)    

Ｙが運転するこ
とになった経緯  

(5)  [2][3][6]  △ 
(4)(16)  [2]  

Ｙが助手席に
行く理由  

(13)(14)(15)  [10][11] 
[12][13] 

 × 

    

衝突時の衝撃  (18)(19)  [16]  × 
    

Ｓ 全般  全般   [24]  × 
    

事故直後の 
電話内容  

(21)  [17]  × 
    

Ｅ Ｙが運転  (8)～(11)  [5][7][8][9]  × 
(6)    

Ｓが運転  Ｙ 全般  全般  [18] [19] (23)(24) ○ 
    

事故直後の電
話内容  

(20)  [17]  × 
    

身代わりの経緯  (22)(23) [22]   ○ 
    

Ｓ 身代わりの経緯  (25) [22] [23]  △ 
    

自首の経緯  全般   [20][21]  × 
    

 

 1) 「Ｙが運転していた」に関するＹ証言  

 

  ① Ｙ証言全般の信用性  

ＹとＳは家族ぐるみのつきあいで、ＳのためにＹが虚偽の証言をする可能性があるとい

う信用性否定要素［1］、運転経路の再現ができないという消極証拠 (7)とそれに伴う信用性

否定要素［4］があり、信用性が低い。  

 

  ② Ｙが運転するに至った経緯  

「ＳがＹより酔っていたから運転をかわった」という積極証拠 (5)に対し信用性否定要素

［2］［3］［6］があり、消極証拠(4)「Ｓとの会話覚えていない」、(16)Ｅ証言「Ｓの方がし

っかりしていた」があるが、信用性否定要素[2]がある。このためいずれとも判定できない。 
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  ③ Ｙが助手席に行く理由 

運転していたはずＹが助手席にいた理由として積極証拠 (13)～(15)があるが、信用性否

定要因［13］がある。(13)証言には一貫性を欠くという信用性否定要素［10］がある。(14)(15)

は不自然であり、同否定要因［11］［12］がある。以上よりＹ証言は信用性が否定された。  

 

  ④ 衝突時に受けた衝撃  

衝突により打った体の部位につき、(18)証言「左側頭部、左肩」、(19)証言「左肩と左胸」

と一貫しない証言を行っており、信用性否定要因[16]となるため、信用性が否定された。  

 

 ⑤ よって、いずれの点についても信用性が否定された。  

  

 2) 「Ｙが運転していた」に関するＳ証言  

 

① S 証言全般 

本当はＹが運転者なら、Ｓが自首するということは、Ｓの生活状況、裁判の進行状況か

らみて不自然という信用性否定要因［24］が存在する。  

 

② 事故直後の電話内容  

ＳがＹの家族に「Ｙが運転していた」旨話したという積極証拠(21)には信用性否定要素

［17］がある。よって、信用性が否定された。  

  

3) 「Ｙが運転していた」に関するＥ証言 

  

① Ｙを目撃したときの状況  

Ｙが運転者であることに関し、積極証拠Ｅ(8)(11)証言がある。しかし、(8)証言「助手席

のＳは眼鏡をかけていなかった」には、消極証拠 (6)「Ｓは眼鏡をかけていた」と信用性否

定要素［5］がある。 

ＥがＹ車の運転者を目撃したのは、衝突の一瞬である（信用性否定要因[7]）。 

積極証拠Ｅ証言(9)(10)(17)は、目撃の対象、対象者の着衣に関し一貫性を欠く（信用性

否定要因［8］）。 

積極証拠(11)証言は、ＹとＳの区別につき｢なんとなく雰囲気が違う｣とあいまいである

（信用性否定要因［9]）。 

 以上より、Ｙが運転者であるとのＥ証言の信用性は否定された。  
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4) 「Ｓが運転していた」に関するＹ証言  

 

① Ｙ証言全般  

車の助手席側に他車が衝突した場合、助手席の人のけがの方が重いが、ＹのけがはＳよ

り重症で、Ｙが助手席にいたことの信用性強化要因［18］となる。 

なお、ＹはＳの自首までは自分が運転者と認めており、上記Ｙ証言には信用性否定要因

[19]がある。しかし、Ｙが身代わりを引き受けた理由につき、「Ｓの子供のことを考えた」

(23)証言、「Ｓの自首すまでは身代わりになるつもりだった」（(24)証言）とし、証言が変

遷する合理的理由がある。よって、信用性は肯定された。 

 

  ② 事故直後の電話内容  

Ｙが内妻に電話した際、「運転者はＳ」と話した積極証拠（20）証言は、Ｓ(21)証言「運

転者はＹ」と矛盾する（信用性否定要因[17]）。よって、信用性が否定された。  

 

  ③ 身代わりの経緯 

積極証拠Ｙ(22)証言「身代わりはＳに頼まれた」とＳ (25)証言「身代わりはＸから言い

出した」は矛盾するが、「Ｙが身代わりになる」という主要な点は一致するため、身代わり

があったことについて信用性強化要因[22]が存在する。  

 

5) 「Ｓが運転していた」に関するＳ証言   

 

 ① 身代わりの経緯  

積極証拠Ｓ(25)証言には信用性強化要素［22］があるが、あいまいで、同否定要因[23]

がある。このため、いずれとも判定できない。  

 

  ② Ｓの自首の経緯 

 信用性否定要因[20][21]があるため、信用性は否定された。  

 

6) まとめ 

「Ｙが運転していた」主張を裏付けるＹ・Ｓ・Ｅ証言の信用性は、判断不能の１項目を

除き否定された。このため、この主張は事実に合致しない。 

「Ｓが運転していた」主張に関し、その旨のＹ証言は信用できた。ただ、事故直後に電

話で話した内容の信用性は否定された。「身代わり」自体の証拠には信用性があった。Ｓ証

言に関し、「身代わり」については判定不能で、自首の経緯の信用性は否定された。  

以上総合すると、「Ｓが運転していた」が事実と合致すると判定した。
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1-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

 裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 1-3 のとおりである。  

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 1-3 のとおりである。  
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事例1【判決】
判決日付：平成3年3月20日　　　　　裁判所：東京地裁　
事件番号：平成2年（わ）第225号　　事件名：道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件

前提条件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：あり
車線：不明
速度規制：不明
道路形状：交差点
発生時刻：H2.2.6　2:30
　　　　

運転者：性別　男
車　種：普通乗用車

Ｙ Ｓ Ｅ

同乗者：性別　男 運転者：性別　男
車　種：普通乗用車

スナックで飲酒

1:00 スナックを出る

車内で酔いを冷ます

車を運転してＳ宅へ向け出
発

パッシングをしてそのまま
走行

30分

右折車線を走行

60～70km/hで走行

右折の合図をしない Ｙ車両が止まってくれる
と思う

交差点に差し掛かる
交差点に差し掛かる

同乗

スナックまでＹ車を運転

右折開始 急ブレーキ

衝突

約100m走行

停止

Ｙ車の所へ行く

(17)Ｅ法廷証言:Ｓはｸﾞﾘｰﾝのｼﾞｬﾝﾊﾞｰ、Ｙは茶色の皮ｼﾞｬﾝﾊﾞｰ
を着ていたのがわかった。
　Ｓが運転席、Ｙが助手席にいた。110通報

警察官とＹ車の所へ行く運転していたことを認める

2/26 起訴

3/19

運転していたことを検察官
に申告

(10)Ｅ法廷証言：
　衝突の時、助手席に座っていたのはＳだった。　　　　　　　　　　
運転していた人は見ていない。

(6)Ｓ，眼鏡をかけていた。

(9)Ｅ：警察官証言:運転していたのは、茶色のｼﾞｬﾝﾊﾞｰを着た
Ｙだった

(11)Ｅ：ＹとＳの違いは、なんとなく雰囲気が違う。

(8)Ｅ：衝突の瞬間、ＳがＥの方を睨む様にしたのを見た
が、そのときＳが眼鏡をかけているのは見ていない。　

(13)2/6証言：怖くなって助手席に乗った

(15)2/21証言：Ｙ、車の内側から助手席ドアの壊れ方を見
るため、助手席に乗った

(12)Ｙ車両、助手席ﾄﾞｱ及びｾﾝﾀｰﾋﾟﾗｰ部分が内に向かって数十セン
チ凹み、助手席ﾄﾞｱは開かない。
　助手席はｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙ部までずれ、逆くの字に曲がる。

(4)Ｙ2/6証言:酔っていて、Ｓとどんな会話したか記憶にな
い

(5)Ｙ2/11,15証言：ＳがＹより酔っているようだったので、Ｙ
が運転することになった

(16)Ｅ公判証言：Ｓの方がしっかりしていた。

(7)Ｙに当該交差点までの運転経路を指示させた所、経路
を思い出せない

頸部捻挫、左前胸部打撲傷 左膝下部を負傷

(18)Ｙ2/15証言:左側頭部、左肩をﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ等に打ち付けた

(19)Ｙ2/21証言:左肩と左胸をハンドルあたりに打ちつけた

(14)2/17証言：車の破損状況やＳの怪我が心配になって停車し
た。席交替の理由にはふれず

逃げようと思った

(1)Ｙ：トラック運転手。当時の勤務先は入社して約3ヶ月Ｓ51に
無免許運転で有罪判決を受けた他、交通関係の罰金前科、行政処
分を受けたことあり

(3)Ｓトラック運転手。自己所有車で仕事を貰う形で仕事をして
いる
約1年前に罰金刑受けた

妻子を1人で養っている

内妻がスナック経営

逮捕

(20)内妻に電話した際、運転していたのはＳで身代わりに
なった旨話す

15km/hで走行

頭頸部捻挫

H2/2/6

運転していたのはＳとの主
張をはじめる

(22)身代わりをＳに頼まれた

(25)Ｙの方から身代わりになる旨言い出した、詳しいことは
覚えていない

(21)内妻に対し、一分程度沈黙の後、運転していたのはＹで
ある旨話す

Ｙの内妻に自首する旨言う
2月末

Ｙの弁護士に「誰が運転し
ていたかわからない｣と言

う3/2

再発進

Ｙが身代わりになることを
合意

Ｙが身代わりになることを
合意

あいま
い

不一致

目撃時
間

一貫性
なし

不自然

一貫性な
し

一貫性な
し

不自然

あいまい

一貫性な
し

不自然

一貫性な
し

事故と負傷の
位置関係

不一致

(23)Ｓの子供たちのことを考えるとかわいそうで、裁判のこと
など考えずに身代わりになった

あいまい

現在までの
経過

自白による
不利益の影
響

不自然

(24)一度引き受けた以上、Ｓが本当のことを言い出すま
では身代わりを引き受けるつもり

一貫性
なし

不一致

Ｙの内妻に電話

(1)
(3)

(4)

(5)(6)

(8)ないし(11)

(12)

(13) 運転席に着席助手席に着席
(14) (15)

(18)

両者の関
係 [1]

(2) (2)家族ぐるみのつきあい

[2]

[3]

[4]

[5]

(7)

[7]

[8]

[10]

不一致

[6]

[12]

[11]

[13]

[14]

[16]

[17]

証言の際の
言動

行動の時
期

行動の時
期

[19]

[20]

あいまい

一貫性なし

[21]

[22]

[23]

[25]

[24]

(16)

(17)

(19)

(20) (21)

(22)(23)(24)

(25)

［26］

［28］

［9］

不自然

［18］

不自然

[15]

[27]

[29]

 

Figure 1-3 VTA-B・判決判断結果  
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Table 1-3  判決が判断に用いた要素  

要因の 

番号  

判決が判断する

のに用いた要素  

関係する

証言等  

具体的内容  

※（）内の番号は、ＶＴ右側欄外の証言／状況に付した番

号 

[1] 目撃者と事故当

時者との関係  

(2) 判決は、判断するのに用いなかった。 

[2]  当事者の証言内

容の具体性  

(4)証言  チェックリスト適用結果と同様、証言内容があいまいとし

た。 

[3] 当事者証言の一

貫性  

Ｙ (4)(5)証

言 

 (4)と (5)で証言内容が変わっており、一貫性がないとし

た。 

[4] 当事者の不自然

な証言 

Ｙ （ 7 ） 証

言） 

Ｙは運転者なのに運転経路がわからないとしている点、不

自然と判断した。 

[5] 物証と証言との整

合性･その他 

Ｅ(6)証言  眼鏡の有無に関する当事者Ｅの(6)証言が、Ｅの客観的状

態に合致しないということを、信用性を否定する要素と判

断した。 

[6] 当事者証言の不

一致  

Ｙ(5)証言  

Ｅ(16)証言 

Ｙの（5）証言とＥの（16）証言との不一致を指摘した。 

[7] 当事者の視認可

能性  

(8)(9) Ｅの目撃時間はきわめて短時間であり、対象をよく見てい

たとはいえない旨判断した。 

[8] 当事者証言の一

貫性  

Ｅ (9) （ 10 ）

（17）証言  

Ｅの（9）証言と（10）証言、および（17）証言につき変遷を指

摘した。 

[9]  当事者証言内容

の具体性  

Ｅ (11) 証

言 

ＳとＹの違いに関するＥ(11)証言につき、あいまいと指摘し

た。 

[10] 当事者証言の一

貫性  

Ｙ (13) 証

言 

Ｙが助手席にいる理由に関するＹ(13)証言は、一貫してい

ないとした。 

[11] 不自然な証言  Ｙ

2/17(14)

証言  

Ｙの 2/17(14)証言では助手席に行った理由に触れていな

い点、不自然とした。 

[12] 不自然な証言  Ｙ (15) 証

言 

Ｙ(15)証言で、同人が助手席に行った際の状況につき、

中央コンソールを越えるという印象的な事項に触れていな

い点、不自然とした。 

[13] 証言の一貫性  [10] ～

[13] 

Ｙが助手席に移った理由は、[10]～[13]でみたとおり、一

貫性がないとした。 

[14] 当事者行動の不

自然性  

100m 走

行 

判例では触れていない。 

[15] 当事者行動の不

自然性  

Ｙ助手席に

着席  

同上。 

[16] 当事者証言の一

貫性  

(18)(19)証

言 

Ｙが衝突で打撲した箇所に関する (18)(19)証言の変遷を

指摘した。 

[17]  目撃証言と当事

者証言の不一致  

(20)(21)証

言 

事故直後に、Ｙ、Ｓ両者が、Ｙの内妻に電話した内容が

(20)(21)で食い違っていた旨指摘した。 

[18] 客観的状況と主

張の整合性なし 

Ｓ Ｙ の 受

傷 

受傷部位･程度からすれば、Ｙが助手席に座っていた可

能性が高いと判断した。 

[19]  当事者証言の一

貫性  

Ｙ証言（身

代 わ り 関

連） 

Ｙは、Ｓが自首するまでは自分が運転していた旨証言して

いたが、Ｓの自首後に身代わりであるとの証言を始めた。 

[20]  証言内容の具

体性  

Ｓ の 弁 護

士への発

言 

運転者が誰かに関し、ＳがＹの弁護士に話した際、あいま

いな供述を行った。 

[21] 当事者証言の一

貫性  

Ｓ 証 言 一

般 

Ｓは、一旦は自首するといったものの、自首までに一貫し

ない証言をした。 
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[22] 目撃証言と当事

者証言の不一致  

(22)(25)証

言 

身代わりを頼んだ経緯につき、Ｓは「Ｙから言い出した」

（（25）証言）、Ｙは「Ｓに頼まれた」（（22）証言）旨、証言が

食い違った。 

[23] 目撃者証言内容

の具体性  

(25)証言  身代わりになる経緯につき、Ｓがあいまいな証言をした。 

[24] 当事者の主張内

容に照らして自然

か  

Ｓの検察官

への申告  

Ｙが実際は運転していたとすれば、通常とらない行為であ

るとした。 

[25] 証言の際の言動  (20)証言  ＳがＹの内妻に電話した際、Ｙが運転していたという前に約

1 分間沈黙しており、この証言態度はＳが事実を述べてい

ないことを推認させるとした。 

[26][27]  行動の時期  (20)(21)証

言 

Ｓ、ＹがＹの内妻に電話したのが、事故直後であった。 

ただ、それのみで直ちに信用性の有無の判断には結びつ

けていない。 

[28] 自白による不利

益の影響  

Ｓ自白 Ｓの証言が、身代わりの経緯についてあいまいになり、また

自白の経緯についてもあいまい、一貫性がなかった理由

につき、自白したことによる自分や家族への影響を想像し

て逡巡するなかで、事故に関する証言があいまいになった

り、一貫性を欠くことがあるのは、合理的理由があるとし

た。 

[29] 現在までの経過  Ｓ自白 上記と同様に、Ｙを被告人として訴訟まで起こり、ここまで

事件としてもつれてしまった以上、自白する際には相当迷

いが生じても不自然ではないため、あいまい、一貫性を欠

くということがあっても合理的理由があるとした。 
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1-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 1-4 に示す。  

Table 1-4 判決の判断結果  

具 体 的
な争点 

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙが 
運転  

Ｙ 全般  全般   [1][4]  × 
(7)    

Ｙが運転するこ
とになった経緯  

(5)  [2][3][6]  × 
(4)(16)  [2]  

Ｙが助手席に
行く理由  

(13)(14)(15)  [10][11] 
[12][13] 

 × 

    

衝突時の衝撃  (18)(19)  [16]  × 
    

Ｓ 全般  全般   [24]  × 
    

事故直後の 
電話内容  

(21) [27] [17][25]  × 
    

Ｅ Ｙが運転  (8)～(11)(17)  [5][7][8][9]  × 
(6)    

Ｓが運転  Ｙ 全般  全般  [18] [19] (23)(24) ○ 
    

事故直後の電
話内容  

(20) [26] [17]  ○ 
    

身代わりの経緯  (22)(23) [22]   ○ 
    

Ｓ 身代わりの経緯  (25) [22] [23] [28][29] ○ 
    

自首の経緯  全般   [20][21] [28][29] ○ 
    

 

1) 「Ｙが運転していた」主張への判断  

   

  ① Ｙ証言の信用性 

いずれもチェックリストによる判定結果と同じであり、信用性を否定した。  

  

 ② Ｓ証言の信用性  

 全般についてはチェックリスト判定結果と同じ。  

事故直後の電話に関し、「Ｙが運転者」との積極証拠 (21)証言と信用性強化要素[27]があ

るが、同否定要素[17][25]があり信用性を否定した。  

  

  ③ Ｅ証言の信用性 

 チェックリストによる判定結果と同じ。  
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④ 以上より、信用性を否定した。 

 

 2) 「Ｓが運転していた」主張への判断  

 

  ① Ｙ証言の信用性 

全般はチェックリストによる判定結果と同じ。  

事故直後の電話内容に関し、「Ｓが運転者」とのＹ (20)証言は、信用性否定要素[17]はあ

るが、同強化要因[26]と証言の際のＳの言動（[25]に関連）から信用できるとした。この

点で、信用性を否定したチェックリストによる判定結果と異なる。  

身代わりの経緯はチェックリストによる判定結果と同じ。  

 

② Ｓ証言の信用性  

身代わりの経緯に関し、Ｓ (25)証言には信用性否定要因[23]がある。しかし、あいまい

になること、時期が裁判開始後になることに合理的理由があり [28][29]、Ｓは身代わりを

依頼したこと自体は認めているとして信用性を肯定した。  

自首の経緯に関し、信用性否定要因[20][21]があるが、自白の影響を考えるとためらい

が生じ、あいまいになるのは合理的理由あり[28][29]として信用性を認めた。  

以上に関し、結論はチェックリストによる判定結果と同じだが、判断に用いた要素が異

なった。 

 

3) 全体の判断  

 

  判決は、運転者はＳと判断した。  

  結果は、チェックリストによる判定結果と同じである。しかし、個別の争点をみると、

判決がチェックリストにない要因を用いて判定結果と異なる結論を出した争点、チェッ

クリストでは判定できず判例は判断を出した争点、結果は同じだが判例はチェックリス

トにない要素を用いた争点があった。  
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2 事例 2・大阪高等裁判所平成 3 年 4 月 26 日判決(判例タイムズ 770 号 257-266) 

 

2-1 事故の概要 

 

 約 70ｋｍ/ｈで走行していたＹ車が、信号機が設置されている交差点内で、交差道路か

ら交差点に進入してきたＳ車と衝突し、Ｓ車運転者が死亡、同車同乗者が負傷した。  

 交差点の信号機は、22 時に定周期信号表示（青→黄→赤）から夜間閃光表示（Ｙ車線側

が黄色点滅、Ｓ車線側が赤色点滅表示）に切り替わる。事故は、21：57 頃発生。 

 

Figure 2-1 事例 2 の事故概要図  

 

2-2 裁判の内容 

 

 Ｙが、業務上過失致死傷罪で起訴された。  

争点：Ｙ車が交差点に進入した当時、信号機は夜間閃光表示に切り替わっていたか否か。 

 

2-2-1 当事者の主張  

 

検察：夜間閃光表示に切り替わっておらず、Ｙ車が交差点に進入した時対面信号は赤。 

 弁護側：夜間閃光表示に切り替わっており、Ｙ車進入時に対面信号は黄色点滅だった。 

 

2-2-2  判決 

 

 被告人は無罪。 夜間閃光表示に切り替わっており、Ｙ車進入時、対面信号は黄色点滅。 
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2-3 チェックリストによる事実関係の判定  

 

2-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］出番号をつけた（Figure 2-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は、Table 2-1 のとおりである。  
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事例2【検察】
判決日付：平成3年4月26日　　　　　 裁判所：大阪高裁
事件番号：平成2年（う）第866号　  事件名：業務上過失 致死傷被告事件

前提条件：東西道路の左側の見通しは悪い(同道路沿いに車道端から7.8mの所に植え込みがある)　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　
事情
信号：あり
　　　22:00までは定周期信号 表示(東西道路は青20秒、黄3秒、全赤2秒、赤23秒、全赤2秒）
　　　22:00に東西道路が黄色点滅、南北道路が赤色点滅に切り替わる(1)～(4)。
車線：2車線/2車線(東西道路 )、交差道路左 側は幅員8m、同右側は幅員4.8m
道路形状：交差点
発生時刻：S62/10/19　21:57

運転者：年齢
　　　　　性別　男
車　種：普通乗用

Ｙ Ｓ

運転者：年齢　28歳
　　　　　
車　種：普通乗用

70km/hで東進

交差点に差し掛かる

南へ向け走行

Ｙ対面信号は赤

交差点に進入

赤信号を看過

青信号で交差点に進入Ｓ車両を発見
19.8m

急ブレーキを かける

右にハンドル を切る

Ｓ車右側面にＹ車左前部が衝
突

(13)10/20,21証 言：交差点のかなり手前で対面信号が黄色
になった。その後信号を見ていないの で、事故を起こした
とき赤だったかも しれない

夜間閃光表 示に切り替わ
る

22:00:03

(11)事 故当日の実況見分時 のＹ証言:黄色点滅

(14)11/20,63/7/7証言:黄色点滅 に訂正。
勝手に取調官がＹの言い分に反して記載した

(15)公 判段階:黄色点滅

①地点では信号視認せず

②地点で黄色信号を視認
227.5m
11.7秒

221.9m

(8)事故翌日の実況見分時 の説明、11/20、 S63/7/7、公判
段階の各証言：①地点で黄信号を見た

(9)事故翌日の実況見分時 の説明、公判段階の証言

(7)Ｙ公判証言：｢チラッと見ただけ｣で、実際見ていない

定周期信号 表示

10･20
15:30頃

警察官Ａによる信号点検

(2)内蔵時計は、レバー操作によって簡単に修正が可能な
構造

(26)Ｙ 勤務会社の上司と同僚がＹの兄に頼まれ、信号を見張っ
ていて発見した

H1/6/1
22:06過ぎ

夜間閃光表 示に切り替わ
る

6/20
22:06過ぎ 夜間閃光表 示に切り替わ

る

(4)Ａ，Ｉ証言：同種の信号時計は、遅れることは よく
あったが、進んだことは あまりない

(3)信号等機器の設計者証言 :外 的刺激により信号の内蔵時
計が狂うことはあ る。時計が遅れることは あっても進むこ
とはないと はいえない。

以後信号確 認せず

(10)Ｏ との交際のことで悩んで考え事をしていた

(19)S63/7/7Ｙ証言：救急車を呼ぶよう頼んだ女性Ｆ
に、信号が｢点滅だった｣と話した。

(17)S63/5/13Ｏ証言：ＹがＦに救急車を呼ぶよう頼んだ
とき、点滅だったと話していた

(6)事故当時、Ｙと交際していたＯが同乗。S63末頃から
交際はなくなっ た。

(21)証 人Ｆ:信号が点滅だったと聞いていない

(20)以 降の証言：Ｆ以外の人に話した可能性あり、話した
のは野次馬みたいな人である

10/21
11:24'30

警察官による信号点検
(28)3秒遅 れていた

ﾌﾟﾛｸ゙ ﾗﾑ閃光ﾃｽﾄ (29)22:00から22:00'49の間に閃光信号に変わる

(23)管 轄区域内の信号改良工 事竣工検査立会の途中で行っ
た。

(24)信 号機内蔵時計の表示、閃光表示に切換える制御機の作動
状況を確認。操作担当官 の指示はなし

(25)Ｉ を同行したが，Ｉは同確認作業 に従事せず

(22)Ａ の業務内容は信号機の設置、運用、管理

S63/2/17
信号定期点 検

(30)正 常に作動

S62/2/10 信号の定期点検

(5)信号の調整等を業務とする会社社員Ｉが実施。正常に
作動していた

車両転覆、死亡負傷

(27)実 況見分：時間はほぼ正確

(1)内蔵時計：誤差が生じた場合、修正されない限り誤差
は継続する。
　前後3分以内の誤差なら正常と判定される。

Ａｄ2

Ｃａ1

Ａｄ2

(16)S63･2･23Ｏ証言：この話なし　
Ｂｃ9
Ｂｃ4

(18)Ｙ 、S63/7/7まで(19)証言せず

Ａｄ2

Ｂｃ6

Ａｄ6

(5)

(6)

(7) (8)

(9)

(16)～(21)

(28)

(12)捜 査員が情理を尽くして説得した結果、(6)から証言が
変わった

Ａｄ6

(11)～ (15)

(29)

(30)

(27)

10/19

21:57

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8] Ｂｃ11

[9]

Ａｄ1

[10]

(10)

(22)～ (26)

Ｃａ12

[11]

 

Figure 2-2 事例 2･検察側主張に基づく VT にチェックリストを適用した結果  
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Table 2-1  証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの

番号  

チェックリスト該

当の項目番号と

項目名  

関係する証

言等  

具体的内容  

[1] Ad2  

当事者証言の一

貫性  

Ｙ(7)(8)証言  ①地点で黄信号を見たか否かに関し、Ｙ (7)証言は見てい

ない、Ｙ(8)証言は見たとしており、一貫性を欠く。 

[2] Ca1  

信号サイクル、①

②地点間の距離

と黄信号視認と

の関係 

信号サイクル

と交差点間の

距離  

定周期信号表示の場合の信号サイクルは、黄信号 3 秒、

全赤（交差点内の信号全部が赤の状態）2 秒、赤 23 秒、

全赤 2 秒、青 20 秒。 

①②地点間の距離が 227.5ｍ。Ｙが 70ｋｍ/ｈで走行してい

た場合の、①②地点間を移動するのにかかる時間は 11.7

秒。 

Ｙが①②両方の地点で黄信号を見ていたとすれば、信号

サイクル上、信号表示が定周期信号表示であることはあり

得ない。 

[3] Ad6  

証言の時期  

Ｙ(11)証言  Ｙは、交差点進入時の信号の色につき、事故当日、記憶

の新しいうちに黄色点滅であった旨証言した。 

[4] Ad1  

不自然  

(12)証言  Ｙ証言が、当初、交差点進入時の信号の色につき、黄色

点滅としていたのが、捜査官からの働きかけがあった後、

赤だったと変遷したのは、変遷の理由がＹの自発的なもの

ではない点、不自然である。 

[5]   Ａｄ２ 一貫性  

 

Ｙ

(10)(13)(14)(

15)証言  

交差点進入時の信号の色につき、Ｙは、事故当日（(10)証

言）、11/20、63/7/7（(14)証言）、公判段階（ (15)証言）で

は黄色点滅と証言しているのに対し、捜査員からの働きか

けを受けた 10/20，21（(13)証言）には赤となっていて、一

貫性を欠く。 

[6] Bc11  目撃者と

当事者との関係  

(6) O は、妻子あるＹと交際していたが、S63 末ころから交際が

絶えたという関係にある。 

[7]  Bc4  証言の時

期  Bc9  証言の

一貫性  

Ｏ (16)(17)証

言 

事故後、ＹがＦに救急車を呼ぶよう頼む際、Ｆに対し、黄色

点滅だった旨話したか否かという争点につき、O は事故に

近いＳ63/2/23 の段階ではそれに関して何も触れず（(16)

証言）、同年 5/13 に至って初めてその旨聞いたと証言し

た（(17)証言）。各証言に一貫性がない。 

[8] Ad6  証言の時

期 

Ｙ

(18)(19)(20) 

[7]で問題となった争点につき、Ｙは最初証言しておらず

（(18)証言）、S63/7/7 に初めてその旨Ｆに話したとの(19)

証言をし、さらにその後、Ｆ以外の人に話した可能性があ

る旨の(20)証言した。 

[9] Ad2 一貫性  Ｙ

(18)(19)(20) 

[8]で述べたＹの証言には、いずれも一貫性がない。 

[10]   Bc6 目撃者証

言と当事者証言

の不一致  

(19)(21)証言   Ｙは、(19)のように証言するが、Ｆはそのようなことは聞い

ていない旨証言しており（(21)証言）、一致しない。 

[11] Ca12  証言と信

号の作動状況と

の整合性  

(27)～ (29) と

時刻  

 本件信号は、事故時（信号内蔵時計に異常がないとさ

れた時期）から約 8 ヶ月経過した時点で早くも約 6 分の遅

れが出ていた。このことと、事故前の直近の信号点検が 8

ヶ月前に行われており、点検時は異常がなく、事故直後も

全く異常がないということとは整合しない。 
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2-3-2 主張が事実に合致しているかの判定  

 

 これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するかを判定した（Table 2-2）。 

 

Table 2-2 事例 2・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

①地点で 

黄 信 号 視

認 

Ｙ 見た (8)  [1]  × 
    

見ていない (7)  [1]  × 
    

Ｙの交差点

進入時の信

号の色  

Ｙ 黄色点滅  (11)(14)(15) [2][3] [5]  △ 
    

赤 (13)(27) 
～(30) 

 [4][5][11]  × 

(12) [4]   

信 号 内 蔵

時計の誤差  

Ｙ 進む・遅れいず
れもある 

(3)    ○ 
    

Ａ 進まない (4)    ○ 
    

事故後の
Ｙの言動  

Ｙ 事故後、Ｆに黄
色点滅だったと
話す 

(17) 
(19) 

 [6][7] 
[8][9][10] 

 × 

(16)(18)(20) 
(21) 

   

 

 1) ①地点でのＹの黄信号視認  

 

「視認した」Ｙ(8)証言、「視認していない」Ｙ(7)証言いずれも信用性否定要因しかない

（［1］）ため、信用性は否定される。このため、いずれとも判断できない。  

  

2) Ｙが交差点に進入したときの信号の色  

 

① 黄色点滅 

その旨のＹ証言(11)(14)(15)には、信用性強化要因［2］［3］と否定要因［5］があるため、

いずれとも判断できない。  

 

② 赤 

その旨の(13)証言は、捜査官による働きかけ（消極証拠・(12)証言）、証言の変遷過程が

不自然という信用性否定要素［4］［5］がある。また、本件信号の内蔵時計が事故直後は

正常に動いていた状況（積極証拠(27)～(30)）は、事故から約 8 ヶ月経過した時点で 6 分

の遅れが出ていたという事実からみて不自然（信用性否定要因［11］）であることから、
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信用性は否定される。  

 

③ 両者を比較し、相対的に黄色点滅の方が事実に合致すると判定される。 

 

3) 信号内蔵時計の誤差 

 

信号内蔵時計の遅れに関する専門家 2 人の証言（積極証拠(3)(4)）は信用性の強化要因、

否定要因ともない。このため、いずれも信用できるという結果になった。  

  

4) 事故後のＹの言動  

 

Ｙが事故後、Ｆに「黄色点滅だった」と話したというＹ(19)証言には、信用性否定要因

［8］～［10］、消極証拠(18)(20)(21)があるため、信用性が否定された。  

また、その旨聞いたというＯ(17)証言は、信用性否定要因［6］［7］、及び消極証拠(16)

があるため、信用性は否定された。  

 

 5) まとめ 

 

1)3)争点はいずれとも判断できず、4)は信用性が否定された。2)では、「交差点進入時の

信号が赤」との証言の信用性は否定される反面、交差点進入時は黄色点滅であったことが

事実と合致する。よって、Ｙの交差点進入時の信号は、黄色点滅と判定した。  
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2-3-3  判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 2-3 のとおりである。 

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 2-3 のとおりである。  
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事例2【判決】
判決日付：平成3年4月26日　　　　　 裁判所：大阪高裁
事件番号：平成2年（う）第866号　  事件名：業務上過失 致死傷被告事件

前提条件：東西道路の左側の見通しは悪い(同道路沿いに車道端から7.8mの所に植え込みがある)　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　
事情
信号：あり
　　　22:00までは定周期信号 表示(東西道路は青20秒、黄3秒、全赤2秒、赤23秒、全赤2秒）
　　　22:00に東西道路が黄色点滅、南北道路が赤色点滅に切り替わる。(1)～(4)
車線：2車線/2車線(東西道路 )、交差道路左 側は幅員8m、同右側は幅員4.8m
道路形状：交差点
発生時刻：S62/10/19　21:57

運転者：年齢
　　　　　性別　男
車　種：普通乗用

Ｙ Ｓ

運転者：年齢　28歳
　　　　　
車　種：普通乗用

70km/hで東進

交差点に差し掛かる

南へ向け走行

Ｙ対面信号は黄色点滅信
号

交差点に進入

赤色点滅信 号で交差点に進入Ｓ車両を発見
19.8m

急ブレーキを かける

右にハンドル を切る

Ｓ車右側面にＹ車左前部が衝
突

(13)10/20,21証 言：交差点のかなり手前で対面信号が黄色になっ
た。その後信号を見ていないの で、事故を起こしたとき 赤だった
かもしれな い

夜間閃光表 示に切り替わ
る22:00:03

(11)事 故当日の実況見分時 のＹ証言:黄色点滅

(14)11/20,63/7/7証言:黄色点滅 に訂正。
　　赤との証言は、取調官がＹの言い分に反して記　
　載した

(15)公 判段階:黄色点滅

②地点で黄色信号を視認

227.5m
11.7秒

221.9m

(8)事故翌日の実況見分時 の説明、11/20、 S63/7/7、公判段階の
各証言：①地点で黄信号を見た

(7)Ｙ公判証言：「チラッと見ただけ」で、実際見ていない

21:57より 前に夜間閃光表
示に切り替わる

10･20
15:30頃

警察官Ａによる信号点検

(2)内蔵時計は、レバー操作によって簡単に修正が可能な
構造

(26)Ｙ 勤務会社の上司と同僚がＹの兄に頼まれ、信号を見張って
いて発見した

H1/6/1
22:06過ぎ

夜間閃光表 示に切り替わ
る

6/20
22:06過ぎ 夜間閃光表 示に切り替わ

る

(4)Ａ，Ｉ証言：同種の信号時計は、遅れることは
よくあった が、進んだことは あまりない

(3)信号等機器の設計者証言 :外 的刺激により信号の
内蔵時計が狂うことはあ る。時計は遅れることも 進
むこともあ り得る。

(10)Ｏ との交際のことで考え事をしていた

(19)S63/7/7Ｙ証言による

(17)S63/5/13Ｏ証言：ＹがＦに救急車を呼ぶよう頼んだと
き、点滅だったと話していた

(6)事故当時、Ｙと交際していたＯが同乗。
S63末頃から交際なくなった 。

(21)証 人Ｆ:信号が点滅だったとは 聞いていない

(20)以 降のＹ証言：Ｆ以外の人に話した可能性あり、話し
たのは野次馬みたいな人である

10/21
11:24'30

警察官による信号点検
(28)3秒遅 れていた

ﾌﾟﾛｸ゙ ﾗﾑ閃光ﾃｽﾄ
(29)22:00から22:00'49の間に閃光信号に変わる

(23)管 轄区域内の信号改良工 事竣工検査立会の途中で行った。

(24)信 号機内蔵時計の表示、閃光表示に切換える制御機の作動
状況を確認。操作担当官 の指示はなし。

(25)Ｉ を同行したが，Ｉは同確認作業 に従事せず

(22)Ａ の業務は信号機の設置、運用、管理

S63/2/17
信号定期点 検

(30)正 常に作動

S62/2/10
信号の定期点検

(5)信号の調整等を業務とする会社社員Ｉが実施。正常に
作動。

車両転覆、死亡負傷

(27)実 況見分：時間はほぼ正確

①地点で黄色信号を視認

(1)内蔵時計：誤差が生じた場合、修正されない限り誤差は継
続する。
　前後3分以内の誤差なら、正常と判定される。

付近にいた女性Ｆに救急車を
呼ぶよう頼む

Ｆに｢信号が点滅だった｣旨話
す

(12)取 調官、情理を尽くして説得した結果、証言が変わった

一貫性

一貫性
なし

証言相互の関連
性

(16)S63/2/23Ｏ証言：(17)証言せず

(18)Ｙ 、S63/7/7まで(19)証言せず

Ｙ証言の信用
性を左右せず

信号周期と目撃
した信号との整
合性

不自然

(6)

(11)～(15)

(22)～(26)

(7)

(9)事故翌日の実況検分時 の説明、公判段階の証言

(8)

［1］

［3］

不自然

［2］

証言の時
期

［4］

［5］

(16)～ (21)

前提が
不公正

前提が
不公正

不一致

(28)

(29)

(30)

前提が
不公正

不自然

(27)

［6］～［10］

事故関係
者との関
係

[12]

[13]

(5)

[14]

[15]

[16]

[17]

[11]

(9)

(10)

［18］

 

Figure 2-3  VTA-B・判決判断結果  

 



 

 

23 

Table 2-3 判決が判断に用いた要素  

要因

の 

番号  

判決が判断す

るのに用いた

要素  

関係する証言

等 

具体的内容  

 

[1]   一貫性なし Ｙ(7)(8)証言  ①地点で黄信号を目撃したか否かについてのＹ (7)(8)証

言は、一貫性を欠く。 

[2] 事故当時現時し

ていた信号の色

と①②地点での

黄信号視認との

関係  

信号サイクルと

交 差点間 の距

離 

Ｙが①・②地点両方で黄信号を目撃していたとすれば、信

号サイクルとの関係上、信号表示が定周期信号表示であ

ることはあり得ないと判断した。 

[3] 供述の時期  (11) 判決はこの点にはふれなかった。 

[4]  不自然  (12)証言  Ｙの証言の変遷が (12)捜査官の働きかけによる点、不自

然と判断した。 

[5] 一貫性  Ｙ

(10)(13)(14)(1

5)証言  

交差点進入時の信号の色につき、Ｙ (10)(13)～ (15)証言

は一貫性を欠く点指摘した。 

[6] 目撃者と当事

者との関係  

(16)～(21) 事故後、ＹがＦに救急車を呼ぶよう頼む際、Ｆに対し、黄色

点滅だった旨話したか否かという争点に関する［6］ないし

［10］の要因につき、判決は、Ｙ証言の信用性を左右しな

いと判断した。ただし、そのように判断した明確な理由は述

べていない。 

[7] 証言の時期  

[8]  証言の時期  

[9] 一貫性  

[10] 目撃者証言と

当事者証言の

不一致  

[11] 証言と信号の

作動状況との

整合性  

(27)～ (29)と時

刻 

信号の作動状況の不自然性を指摘した。 

[12] 専門事項に関

する証人証言

相互の不一致  

(3)(4)証言 証人であるＡおよび信号機器の設計者Ｉの、信号時計に

関する知識を内容とする証言（ (3)・(4)証言）に齟齬がある

旨指摘した。目撃した内容そのものではなく知識を内容と

する点、Ｂｃ7 と異なる。 

[13] 事故関係者と

の関係 

警察官Ａの立

場 

ＡはＹの取調官ではないが、同じ警察組織に属し、利害関

係が共通するという立場にある点を指摘した。  

[14]  証言相互の関

連性  

 

(8)(9)証言 同一当事者の証言が複数あり、相互に矛盾せず、また、

特段片方だけ信用性を否定するような事情もない場合、

証言の一つ（ (9)証言）を信用できるとしたら、特段の事情

がない限り、もう一方（(8)証言）も信用できると判断した。 

[15] 不自然性  (22)～(24)(26)  Ｙ担当捜査担当官と同じ職場の別の部署のＡ（(22)）が、

担当官の指示もなく（(24)）、また、係争中の事件の証拠物

件（信号）を操作するのに、公正担保のための立会人も連

れずＡのみが作業を行い（ (25)）、信号の時計の点検を行

うのは不自然である旨指摘した。さらに、このＡの行為は、

Ｙに依頼された者が本件信号を見張っていて初めて発覚

したものである（(26)）点も不自然とした。 

[16] 前提が不公正  (27)～ (30)とＡ

の行為 （時計

の操作） 

 信号がほぼ誤差なく作動しているという調査･点検結果

（(27)ないし (30)）は、[15]で示したＡの疑義を持たせる行

為（Ａが本件信号の内蔵時計を操作した可能性がある）を

前提とするもので、信用性は否定されると判断した。 

[17] 前提が不公正  

[18]  前提が不公正  
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2-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 2-4 に示す。 

 

Table 2-4 判決の判断結果  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

①地点で 

黄 信 号 視

認 

Ｙ 見た (8) [14] [1]  ○ 
    

見ていない (7)  [1]  × 
    

Ｙの交差点

進入時の信

号の色  

Ｙ 黄色点滅  (11)(14)(15) [2] [5]  ○ 
    

赤 (13) 
(27)～(30) 

 [4][5] 
[11] 
[15]～[18] 

 × 

(12) [4]   

信 号 内 蔵

時計の誤差  

Ｙ 進む・遅れいず
れもある 

(3)  [12]  ○ 
    

Ａ 進まない (4)  [12][13]  × 
    

事故後の
Ｙの言動  

Ｙ 事故後 、Ｆに黄

色点滅だったと

話す 

     
    

 

1) ①地点での信号の視認  

  

① Ｙが見たとの主張  

積極証拠(8)証言は信用性強化要素[14]により信用性肯定。  

 

 ② Ｙが見ていないとの主張  

チェックリストによる判定結果と同じ。  

 

2) 交差点進入時の信号の色 

 

 ① 黄色点滅との主張 

チェックリストによる判定結果と考慮した要因は同じだが、信用性を肯定した。  

 

 ② 赤との主張 

積極証拠Ｙ(13)証言についてはチェックリストによる判定結果と同じ。  

「信号が正常に作動していた」という積極証拠(27)～(30)に関し、チェックリストにな
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い要素[15][18]を用いて信用性を否定した。  

 

3) 信号の内蔵時計の遅れ  

  

証言(3)(4)に関し、いずれも信用性否定要素[12]があるが、Ａより設計者証言の方が信用

できると判断した。理由は明確でないが、当事者との利害関係[13]の影響が考えられる。

この点で、いずれも信用できると判定したチェックリストによる判定結果と異なる。  

 

4) 事故後のＹの言動  

   

Ｙ証言全体の信用性には関わらないと判断した。この点で、信用性を否定したチェック

リストによる判定結果と異なる。  

 

5) 全体的な結論  

 

判例は、交差点進入時の信号は黄色点滅とし、チェックリストによる判定結果と結論は

一致した。 

しかし、争点によっては、信用性強化要素・否定要素両方があっても信用性を肯定する

争点、チェックリストにない要素を考慮した争点、チェックリストで考慮した要素を考慮

しなかった争点があった。 
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3 事例 3・東京地方裁判所平成 4 年 3 月 27 日判決(判例タイムズ 805 号 226-233) 

 

3-1 事故の概要 

   

横断歩道上に停車したトラックが、発進するとき横断歩道横断中の歩行者を轢いて、そ

のまま逃走した。  

 

Figure 3-1 事例 3 の事故概要図  

3-2 裁判の概要 

 

 Ｙが、業務上過失致死傷罪で起訴された。  

 争点：歩行者を轢いた車両はＹかＭか。 

 

3-2-1 当事者の主張  

 

検察：Ｙが運転するＹ車両 

 弁護人：Ｍが運転するＭ車両  

 

3-2-2 判決 

 

 轢いたのはＹ車両である。  
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3-3 チェックリストによる事実関係の判定 

 

3-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］で番号をつけた（Figure 3-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は、Table 3-1 のとおりである。  
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事例3【被告人】
判決日付 ：平成4年3月27日　　　　 　　裁判所：東京地裁 　
事件番号 ：平成1年（わ）第2928号　　事件名：業務上過 失致死事件

前提条件 ：　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　
事情
信号：あり
車線：2車線/2車線
速度規制 ：
道路形状 ：交差点
発生時刻 ：H1.10.27　11:20

Ｙ

歩行者：年齢　77歳
　　　　　 性別　　女

被害者Ａ

路面に脳漿の周期
痕が印象

Ｋ道路を東方へ走行

(16)Ｙの倒れた位置から東方へ、歩道寄りの車線から第
2車線に進路変更 したよう に付着

運転者：年齢
　　　　　性別　男
車　種：大型貨物

運転者：不明
　　　　
車　種：大型貨物

Ｍ車

横断歩道 をまたぐ 形で
停車

Ｙ車直後を走行

Ｍ車を追い越す

(8)Ｓ：両手を肩の辺りに広げ、体を左側に捩るよう
にして頭を東側にして倒れ、車体の下に引き込まれる
※

(17)ＳＮ：Ａを轢いた後、ﾀﾞﾝﾌ ｶ゚ｰは歩道寄り車線から
第2車線に車線変更 し、渋滞最後 尾に停車※、※2

(9)Ｓ：ﾀﾞﾝﾌ ｶ゚ｰの特徴・飾りを付け、前部と荷台の枠が
濃緑色、ﾌﾛﾝﾄﾊ゙ ﾝﾊﾟｰが角張ったｽﾚﾝﾚｽ様、後輪がﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲ
ﾔ、ﾅﾝﾊﾞ がー 左側※

(23)Ｓ：警察に出頭し証言。ﾅﾝﾊﾞ のー 平仮名文 字以外を確認
した。

Ａの血液や脳漿が付着
せず

10/30

裁判開
始

(25)Ｓ：法廷で目撃状況 を図示した際、ルームミ ラーに
映ったＡが押し倒される場面を図示する際、左右を取り
違えた図面を作成

(12)Ｂ：Ｓから聞いた内容を十分記憶 していな い

(24)Ｓ：Ｂに話したとき は興奮していて 、中間の番号をはっ
きり話していな い。その後、落ち着いて思い出したら具体的
な記憶が明確になった 。

Ｙ車走行車 線の反対車
線側にある店舗で勤務

(7)Ｎ：ﾀﾞﾝﾌ ｶ゚ｰとＡとの間に車両はなかっ た

(5)ＳＮ：れき過当時、ﾀﾞﾝﾌ ｶ゚ｰ後方交差 点の信号は赤

(10)Ｎ：ﾀﾞﾝﾌ ｶ゚ｰは緑色、積載量が10t前後、荷台が高
く、土砂を運んでいる よう※2

(19)Ａの身体、着衣に残ったﾀｲﾔ痕はﾀｲﾔ周期痕と同一のも
の1種類のみ

(20)Ｙ車の特徴、ﾀｲﾔ痕に合致するﾀｲﾔを装着した車両、事
故当時現 場を走行した車両という条件をいずれ も備えるの
はＹ車

Ｙ車を追い越してＹ車
前方で停車中、ルーム
ミラーで 事故を目撃

Ｋ道路上に停車

Ｋ道路の歩道寄り車線
を走行

3車線になる
Ｙ車を左側から追い

越すＭ車に追い越される

Ｙ車の後ろに停車

Ａをれき過

発進

歩道に向かって脳
漿が飛び散るＹ車直後を走行

発進
(15)Ｓ：青信号に変化後、Ｋ道路への進入車両 に大型ト
ラックは なかった※

異常を感じない

(21)Ｙ：ﾁﾗｼを配って事故の目撃者を捜す
　気づかない まま人をれき過すること があるか自車で確
認する

(4)「Ｍ」の文字がついて いる会社の保有車両 に、加
害車両の特徴に合致する車両なし

(3)Ｍ車：「Ｍ」 という文字の電光掲示 板がついて い
た

(26)Ｎ：呈示されたＹ車両の写真と目撃車両 との同一性を
正確に断言できない

実況見分
時

11/1,3
Ａの血液や脳漿が付着

せず

(22)実験：乗用車に牛脳をれき過させ、ﾀｲﾔ側面に牛脳を付着
させた上、走行実験 をしたと ころ、約430kmしたとこ ろでﾀｲﾔか
ら血液反応 が出なくなっ た

同日までに750km走行11/1

雨

横断開始

頭を西側に向けうつぶ
せ状態になる

Ａに接触

発進

頭を東側に向けて倒れ
る

交差点進 入 渋滞

交差点進 入

雨

歩行者信 号青

歩道寄り車線を走行

(11)Ｓ：同僚Ｂに事故を目撃した旨話す。
「ﾅﾝﾊﾞ のー 3桁の数字のうち、中間の1つは分からない 」

仕事継続

起訴

(14)Ｎ：青信号に変化後、進行してきた 車両はＡを避け
ていた。※2

(6)Ｓ：停車していた 最前列の車両は2車線とも乗用
車。※

Ｂｃ11

Ｃａ12

Ｂｃ6

Ｂｃ6

Ｂｃ6

Ｂｃ7

Ｂｃ7

Ｂｃ7

Ｃａ6

Ｃａ6

Ｃａ12

Ｂｃ8

Ｂｃ10

Ｃａ12　

(1)

(21)

目撃者Ｓ 目撃者Ｎ

Ｙ対向信号 赤

(15)

(16)

(17)(18)

(23)(24)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Ｃａ12

[7]

[8]

[12]

[18]

[17]

[20]

[21]

(1)砂利、軽石等運 搬作業に従事
　車体：飾りを付け、前部・荷台の枠が濃緑色、ﾌﾛﾝﾄﾊ゙ ﾝ
ﾊﾟｰが角張ったｽﾚﾝﾚｽ様、後輪がﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾔ、ﾅﾝﾊﾞ がー 左側に
ついてい る。

(2)Ｙ証言による

(13)Ｙ証言による

(18)Ｙ証言による

(2)～(7)

(8)

(9)～(14)

交差道路 信号赤

(19)(20)

(22)

(25)(26)

Ａｃ1
[16]

Ｃａ12

[6]

Ｂｃ10※
2

[9]

Ｂｃ
10※

(11)との関
係でＢｃ9

Ｂｃ4

[19]

[13]

[10]

[11]

[14]

[15]

 

Figure 3-2 事例 3・弁護人主張に基づく VT にチェックリストを適用した結果  
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Table 3-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの番

号  

チェックリスト該

当の項目番号

と項目名  

関係する証言

等 

具体的内容  

 

[1] Bc11 目撃者

と事故当事者

との関係  

目撃者の立場  目撃者Ｓは停車中にたまたま事故を目撃した者であり、同

Ｎは車線沿いの店舗から事故を目撃した者であり、いずれ

もＹと利害関係を持たない。 

[2] Ca12  

物証と証言と

の不整合  

(3)(4) Ｙが証言する、被害者Ａをれき過した車両の外観を有する

車両（(3)証言）は、捜査の結果存在しなかった（(4)）。 

[3] Bc7  

目 撃 証 言 相

互の一致  

(5)  れき過車両がＡをれき過した当時の交差点の信号の色

につき、赤ということでＳＮの証言が一致している（(5)）。 

[4] Bc6  目撃者

証言と当事者

証言との不一

致 

(2)(6)(7)  Ｙ車の後ろにダンプカーが存在したかという争点につき、

Ｙは後ろにＭ車がいたと証言する（ (2)証言）が、目撃者Ｓ

Ｎ証言では、倒れたＡとＹ車との間に車両はなく（Ｎ (7)証

言）、また、交差点で赤信号で停車していた車両はいずれ

も乗用車であり（Ｓ(6)証言）、食い違いが見られる。 

[5] Ca12  

物証と証言の

不整合  

(8) Ａがれき過される際、頭を東側にして倒れたというＳ (8)証

言と、頭を西側に向けて倒れていたというれき過後の状況

とは整合しない。 

[6] Ca12  

物証と証言の

整合性  

(1)(9)(10) ＳＮが証言するれき過車両の特徴（(9)(10)）と、Ｙ車両の特

徴（（1））とが一致している。 

[7]  Bc7  

目 撃 証 言 相

互の一致  

(9)(10) ＳＮが証言するれき過車両の特徴（ (9)(10)）が、いずれも

一致している。 

[8] Bc6  目撃者

証言と当事者

証言との不一

致 

(14)(15)  Ｙ主張によると、Ｙ車に続いてＭ車が発進したということ

だが、青信号でＹ車に続いて進行してきた車両はいずれも

Ａを避けており（Ｎ(14)証言）、青信号に変化後、本件道路

への進入車両に大型トラックはなかった（Ｓ(15)証言）。 

[9] Ｂ ｃ 10  具体

性 

(10)(14)(17) 証

言 

Ｎ証言は、いずれも具体的である。 

[10] Ca6 証言とタ

イヤ痕・スリッ

プ痕との関係  

(17)とタイヤ痕 ＳＮの証言するれき過車両の進行方向（(17)証言：歩道寄

り車線から第 2 車線へ車線変更）と、Ａの脳漿をれき過車

両が路面に刻印した跡とが一致する。 

[11] Bc7  

目 撃 証 言 相

互の一致  

(17)と車両の進

行方向  

れき過後のれき過車両の進行方向につき、上記のとおりＳ

証言とＮ証言とが一致する。 

[12] Bc6  目撃者

証言と当事者

証言との不一

致 

(17)(18) Ｙは、歩道寄り車線を車線変更せず走行していたと証言

する（(18)証言）が、ＳＮの目撃したれき過車両の進行方向

とは一致しない（(17)証言）。 

[13] Bc10  

目 撃 証 言 の

具体性  

(6)(8)(9)(15)(17)

証言  

Ｓ証言はいずれも具体的である。 

[14] Ca6 証言とタ

イヤ痕・スリッ

プ痕との関係  

(19)とタイヤ痕  Ａの身体等に残ったタイヤ痕は、タイヤ周期痕と同一の

もの１種類のみであった（(19)）ことから、タイヤ周期痕と同

一のタイヤを装着している車両がれき過車両であり、か

つ、Ａが 2 台に轢かれたという可能性は否定される。 

[15] Ca12  物証と (20)と車両の特  Ｙ車の特徴、タイヤ痕に合致するタイヤを装着した車両、
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証言との整合

性 

徴、タイヤ痕  事故当時現場付近を走行した車両という条件をいずれも

満たすのがＹ車であり（(20)）、Ｍ車の存在や同車によるれ

き過は否定される。 

[16] Ac1  

当 事 者 の 行

動 の 不 自 然

性 

(21) Ｙがれき過車両の運転手であったとしたら、事故後も仕事

を継続したり、チラシを作って目撃者を発見するよう努める

（(21)）のは不自然な行動である。 

[17] Ca12  

物証と証言と

の整合性  

Ｙ 車 両 の状 態

（血液など付着

せず） 

れき過により、Ａの脳漿が飛び散ったはずなのに、Ｙ車両

にはＡの脳漿や血液が付着していないのは不自然であ

る。 

[18] Bc9  

証 言 の 一 貫

性 

Ｓ(11)(23)証言  事故目撃直後：ナンバーの三桁の数字のうち１つはわから

ない（(11)証言） 

事故の 3日後警察に出頭したとき：ナンバー部分はすべて

覚えていた（(23)証言）。→一貫性なし。 

[19]  Bc4  

目 撃 証 言 を

行った時期  

(23)  Ｓが警察に対して目撃証言を行ったのは、事故の 3 日後

でまだ記憶が新しいうちである。 

[20] Bc8  

目 撃 証 言 の

不自然性  

(25) Ｓが、法廷で目撃状況を図示した際左右を取り違えてお

り、実際に目撃した者の説明として不自然である。 

[21]  Bc10  

目 撃 証 言 の

具体性  

(26) Ｎは、法廷において、Ｙ車両とれき過車両との同一性を正

確に断言できず、あいまいな証言をしている。 
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3-3-2 主張が事実に合致しているかの判定 

 

 これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するかを判定した（Table 3-2）。 

 

Table 3-2 事例 3・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｍ車の 
存在  

Ｙ Ｙ車の後ろに
いた 

(2)(13)  [4][8]  × 
(6)(7) [1][9][13]   

検察  存在しない (5)～(7) 
(14)(15) 

[1][3][9] 
[13] 

  ○ 

    

れき過車両

の外観  

Ｙ Ｍ車の外観
である 

(3)  [2]  × 
(4)    

検察  Ｙ車と一致  ① (1)(9)(10)  [1][6][7][9]
[13] 

  △ 

(26) [21]   

② (23) [1][14][19] [18] (12)(24) ○ 
(11)   (12)(24) 

れき過後の

車両の動き 

Ｙ 歩道より車線
のみ走行  

(18)  [12]  × 
(16)(17) [10][11]   

検察  歩道より車線
か ら 追 越 車
線へ変更  

① (16)    ○ 
    

② (17) [1][9][10] 
[11][13] 

  △ 

(25) [20]   

れ き 過 車
両とＹ車の
同一性  

Ｙ 同一性なし ① Ｙ車 にＡの血

液等付着せず 

[17]   △ 

(22)    

② (8)とれき過後
のＡの体勢 

[5]   ○ 

    

検察  同一性あり (19)(20) [14][15]   ○ 
    

 

1) Ｍ車の存在 

 

  ① Ｙ主張「Ｙ車の後ろにいた」 

その旨の証言（(2)(13)）は、信用性否定要因（［4］［8］）、消極証拠（(6)(7)）とその信

用性強化要因（［1］［9］［13］）があり、信用性は否定される。ただし、Ｙが事故後も仕事

を継続し、目撃者を捜すなど加害者であるとすれば不自然な行動をとっていたという点

（(21)）は、信用性強化要因があるため（［16］）信用性が認められる。 

  

 ② 検察側主張「Ｍ車は存在しなかった」 

積極証拠（ＳＮ(5)～(7)(14)(15)証言）とその信用性強化要因（［1］［3］［9］［13］）があ
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るため、信用性が認められる。  

 

③以上より本争点は、検察側証人の方が事実と判定した。  

 

2) れき過車両の外観  

 

① Ｙ主張「Ｍ車の外観」  

積極証拠(3)があるが、信用性否定要因（［2］）、消極証拠（(4)）があるため、信用性は否

定される。 

 

② 検察側主張「Ｙ車と一致」 

Ｙ車の外観とれき過車両の目撃証言が一致する点（ (1)(9)(10)）は、信用性強化要因があ

る（［1］［6］［7］［9］［13］）ものの、消極証拠(26)とその信用性強化要因がある（［21］）

ため、いずれとも決することができない。  

目撃者Ｓが覚えていたＹ車両と一致するナンバーの点（(23)）は、信用性強化要因があ

り（［1］［14］［19］）、信用性否定要因はあるものの（［18］）それを合理的に説明できる

（(12)(24)）こと、消極証拠（(11)）はあるものの、この点も合理的に説明できる（(12)(24)）

ことから、信用性ありと判定した。 

 

③ 本争点は、検察側証人証言の方が事実と判定した。 

 

 3) れき過車両のれき過後の動き  

 

①Ｙ主張「歩道寄り車線を走行した」 

その旨の(18)証言には、信用性否定要因（［12］）とともに、消極証拠（(16)(17)）とその

信用性強化要因がある（［10］［11］）ため、信用性は否定される。  

 

  ②検察側主張「歩道寄り車線から第 2 車線へ車線変更した」 

この点につき、脳漿によるタイヤ痕の点（(16)）は、信用性が認められる。  

他方、その旨の目撃者証言（(17)）には、信用性強化要因［1］［9］～［11］［13］もあ

るが、消極証拠（(25)）及び信用性否定要因がある（［20］）ため、信用性はいずれとも判

断できなかった。  

 

③ 本争点は①でＹ証言の信用性が否定されたため、検察側証人の証言が事実と判定

した。 
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4) れき過車両とＹ車との同一性  

 

① Ｙ主張「同一性なし」 

Ｙは、Ｙ車に血液などが付着していないことが積極証拠であり、これには信用性強化要

因がある（［17］）が、消極証拠もある（(22)）ため、いずれとも判定できない。被害者の

れき過前の姿勢とれき過後の姿勢の点は信用性強化要因のみであり（［5］）、信用性がある。 

 

② 検察側主張「同一性あり」 

検察側証人の、この点に関する証言（(19)(20)）は、信用性強化要因のみであり（［14］

［15］）、信用性がある。 

 

③ 本争点は判定できない部分がある①に関するＹ主張より、②検察側証人証言が事

実と判定した。 

 

 5) まとめ 

 

一部不明確な点があるが、おおむね検察側の主張のほうが信頼でき、れき過したのはＹ

と判定した。 
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3-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

 裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 3-3 のとおりである。  

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 3-3 のとおりである。  
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事例3【判決】
判決日付：平成4年3月27日　　　　　　裁判所：東京地裁　
事件番号：平成1年（わ）第2928号　　事件名：業務上過失致死事件

前提条件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：あり
車線：2車線/2車線
速度規制：
道路形状：交差点
発生時刻：H1.10.27　11:20

Ｙ

歩行者：年齢　77歳
　　　　　 性別　　女

被害者Ａ

路面に脳漿の周
期痕が印象

Ｋ道路を東方へ走行

(16)Ｙの倒れた位置から東方へ、歩道寄りの車線か
ら第2車線に進路変更したように付着

運転者：年齢
　　　　　性別　男
車　種：大型貨物

横断歩道をまたぐ形
で停車

(8)Ｓ：両手を肩の辺りに広げ、体を左側に捩るように
して頭を東側にして倒れ、車体の下に引き込まれる※

(17)ＳＮ：Ａを轢いた後、ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ｶー は歩道寄り車線か
ら第２車線に車線変更し、渋滞車両の最後尾に停止
※、※2

(9)Ｓ：ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ｶー の特徴・飾りを付け、前部と荷台の
枠が濃緑色、ﾌﾛﾝﾄﾊ゙ ﾝﾊ゚ ｰが角張ったｽﾚﾝﾚｽ様、後輪が
ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙﾀｲﾔ、ﾅﾝﾊ゙ がー左側についている※

(23)Ｓ：警察に出頭し、ﾅﾝﾊ゙ のー平仮名文字以外を証言

Ａの血液や脳漿が
付着せず

10/30

公判

(25)Ｓ：法廷でルームミラーに映ったＡが押し倒され
る場面を図示する際、左右を取り違えた図面を作成

(12)Ｂ：Ｓから聞いた内容を十分記憶していない

(24)Ｓ：Ｂに話したときは興奮していて、中間の番号
をはっきり話していない。その後、落ち着いて思い出
したら具体的な記憶が明確になった。

Ｙ車走行車線の反対
車線側にある店舗で
勤務

(7)Ｎ：ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ｶー とＡとの間に車両はなかった※2

(5)ＳＮ：れき過当時、ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ｶー 後方交差点の信号は
赤※、※2

(10)Ｎ：ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ｶー は緑色、積載量が10t前後、荷台が高
く、土砂を運んでいるよう※2

(19)Ａの身体、着衣に残ったﾀｲﾔ痕はﾀｲﾔ周期痕と同
一のもの1種類のみ

(20)Ｙ車の特徴（ﾅﾝﾊ゙ 含ーむ）、ﾀｲﾔ痕に合致するﾀｲﾔを
装着した車両、事故当時現場を走行した車両という条
件をいずれも備えるのはＹ車

Ｙ車を追い越してＹ
車前方で停車
中、ルームミラーで
事故を目撃

Ａをれき過

歩道に向かって
脳漿が飛び散る

(15)Ｓ：同変化後、Ｋ道路への進入車両に大型ト
ラックはなかった※

(21)Ｙ：ﾁﾗｼを配って事故の目撃者を捜す
　気づかないまま人をれき過することがあるか自車で
確認する

(4)「Ｍ」の文字がついている会社の保有車両に、加害
車両の特徴に合致する車両なし

(3)Ｍ車：「Ｍ」という文字の電光掲示板がついていた

(26)Ｎ：呈示されたＹ車両の写真と目撃車両との同一
性を正確に断言できない

実況見
分時

11/1,3 Ａの血液や脳漿が
付着せず

(22)実験：乗用車に牛脳をれき過させ、ﾀｲﾔ側面に牛
脳を付着させた上、走行実験をしたところ、約430km
したところでﾀｲﾔから血液反応が出なくなった

同日までに750km
走行11/1

雨

横断開始

頭を西側に向けうつ
ぶせ状態になる

発進

(1)砂利、軽石等運搬作業に従事
　車体：飾りを付け、前部・荷台の枠が濃緑色、ﾌﾛﾝﾄ
ﾊ゙ ﾝﾊ゚ ｰが角張ったｽﾚﾝﾚｽ様、後輪がﾀ゙ ﾌ ﾙ゙ﾀｲﾔ、ﾅﾝﾊ゙ がー
左側についている。

交差点進入 渋滞

雨

歩行者信号青

歩道寄り車線を走行

(11)Ｓ：同僚Ｂに事故を目撃した旨話す
　「ﾅﾝﾊ゙ のー3桁の数字のうち、中間の1つは分からな
い」

仕事継続

起訴

(14)Ｎ：青信号に変化後、進行してきた車両はＡを
避けていた※2

(6)Ｓ：停車していた最前列の車両は2車線とも乗
用車※

Ａに気づかない

第2車線に車線変更

ゆっくり進行

渋滞車両の最後尾に
停止

証言時期

証言の具体
性※

(11)と一
貫性なし

再現する場
面の特殊
性:不自然
でない

目撃位置・時
間/証言時
期:不自然で
ない

客観的
証拠と
不一致

不自然

(1)

(2)～(7)

(8)～(14)

(15)

(16)
(17) (18)

交差道路信号赤

(21)

(22)

(25)(26)

目撃者Ｓ 目撃者Ｎ

目撃者と
当事者の
関係

(2)Ｙ証言：後にＭ車停車

客観的事
実との不
一致

［2］

証言一致

［3］

［5］

証言と証
言不一致

［4］

[1]

証言一致

[6]

証言と特
徴が一致

[7]

(13)Ｙ：Ｍ車がＡをれき過

証言の具
体性※2

[18]

真剣に記
憶を喚起

客観的証
拠との一
致

客観的証
拠との一
致

[9]

証言と証言
の不一致

[8]

証言相互
の一致

証言と証言
の不一致

(18)Ｙ：歩道寄り車線を走行

[12]

[17]

客観的証
拠との一
致

不自然

不自然

あいま
い

(23)(24)

[20]

[21][24]

[16]

[23]

[19]

(19)(20)

[22]

[14]

[11]

[10]

[13] [15]

 

Figure 3-3 VTA-B・判決判断結果  
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Table 3-3 判決が判断に用いた要素  

要因

の 

番号  

判決が判断す

るのに用いた

要素  

関係する証言

等 

具体的内容  

 

[1] 目撃者と事故

当事者との関

係 

目撃者の立場  目撃者ＳＮはいずれもＹと利害関係を持たない。 

[2] 物証と証言と

の不整合  

(3)(4) Ｍ車両の外観を有する車両は存在しない。  

[3] 目撃証言相互

の一致 

(5)  同適用結果同様、Ａをれき過した当時の交差点の信号

の色につき、赤でＳＮの証言が一致している旨指摘した。 

[4] 目撃者証言と

当事者証言と

の不一致  

(2)(6)(7)  Ｙ車の後ろにダンプカーが存在したかという争点につ

き、同適用結果同様、Ｙ証言 (2)と、ＳＮ(6)(7)両証言とが

食い違っている旨指摘した。 

[5] 物証と証言の

不整合  

(8) Ａがれき過される際、頭を東側にして倒れたというＳ (8)証

言と、頭を西側に向けて倒れていたというれき過後の状況

との整合性につき、判例は鑑定結果からそのように体勢

が変化することも不自然ではないと判断した。 

[6] 物証と証言の

整合性  

(1)(9)(10)  チェックリスト適用結果同様、ＳＮが証言するれき過車両

の特徴 (9)(10)と、Ｙ車両の特徴 (1)とが一致している点指

摘した。 

[7] 目撃証言相互

の一致 

(9)(10)  同適用結果、ＳＮが証言するれき過車両の特徴が、い

ずれも一致している点指摘した。 

[8] 目撃者証言と

当事者証言と

の不一致  

(14)(15) 青信号でＹ車に続いて進行してきた車両はいずれもＡを

避けていたというＮ(14)証言、青信号に変化後、本件道

路への進入車両に大型トラックはなかったというＳ (15)証

言から、Ｍ車がＹ車の後ろにいたというＹ証言は信用でき

ないと判断した。 

[9] 証言の具体性  (10)(14)(17) 証

言 

Ｎ証言は、いずれも具体的で信用できる旨指摘した。 

[10]  証言 と タ イヤ

痕・スリップ痕

との関係 

(17)とタイヤ痕 ＳＮの証言するれき過車両の進行方向 (17)と、Ａの脳漿を

れき過車両が路面に刻印した跡とが一致している旨指摘

した。 

[11] 目撃証言相互

の一致 

(17)と車両の進

行方向  

れき過後のれき過車両の進行方向につき、上記のとおり

Ｓ証言とＮ証言とが一致する。 

[12]  目撃者証言と

当事者証言と

の不一致  

(17)(18) Ｙの証言するＹ車走行車線（18・歩道寄り車線）と、ＳＮの

目撃したれき過車両の進行方向 (17)とは一致しない。 

[13]   目撃証言の具

体性  

(6)(8)(9)(15)(17)

証言  

Ｓ証言はいずれも具体的である。 

[14]  証言 と タ イヤ

痕・スリップ痕

との関係 

(19)とタイヤ痕 Ａの身体等に残ったタイヤ痕は、タイヤ周期痕と同一のも

の１種類のみであったことから、タイヤ周期痕と同一のタイ

ヤを装着している車両がれき過車両であり、かつ、2 台に

轢かれたという可能性を否定した。 

[15] 物証と証言と

の整合性  

(20)と車両の特

徴、タイヤ痕 

Ｙ車の特徴、タイヤ痕に合致するタイヤを装着した車両、

事故当時現場付近を走行した車両という条件をいずれも

満たすのがＹ車であり、Ｍ車の存在や同車によるれき過を

否定した。 

[16] 当事者の行動

の不自然性  

(21) Ｙが、事故後も仕事を継続したり、チラシを作って目撃者

を発見するよう努めるのは、事故車の運転者として不自

然な行動であるようにも思えるが、この点は鑑定の結果か
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ら、Ｙがれき過しても気づかないこともあり得ると判断した。 

[17]   物証と証言と

の整合性  

 

Ｙ 車 両 の状 態

（血液など付着

せず） 

 れき過によりＡの脳漿は飛び散ったが、鑑定により、脳

漿は横に飛び散り、Ｙ車には付着しなかった可能性が高

いこと、また、実験の結果、脳漿等が付着していてもその

まま走行すれば反応が出なくなることから、Ｙ車から脳漿

や血液の反応が出なくても矛盾しないと判断した。 

[18] 証言の一貫性  Ｓ(11)(23)証言  Ｓは、事故目撃直後は、ナンバーの三桁の数字のうち１つ

はわからないと(11)証言していたのに対し、事故の 3 日

後、警察に出頭したときは、ナンバー部分はすべて覚え

ていたとの(23)証言しており、一貫性がない。 

[19] 目撃証言を行

った時期 

(23) Ｓが警察に対して目撃証言を行ったのは、事故の 3 日後

でまだ記憶が新しいうちである。 

[20] 目撃証言の不

自然性  

 

(25) Ｓが、法廷で目撃状況を図示した際、左右を取り違えて

図示した。 

[21] 目撃証言の具

体性  

(26) Ｎは、法廷において、Ｙ車両とれき過車両との同一性を正

確に断言できなかった。 

[22] 真剣に記憶を

喚起  

Ｓ(11)(23)証言  ［18］に関連し、事故直後は興奮などで記憶があいまいで

も、その後、落ち着いて真剣に記憶を喚起するよう努めた

結果、事故直後より記憶が明確になることは不自然では

ないと判断した。 

[23] 再現する場面

の特殊性  

(25) Ｓはルームミラーに映った場面を再現していたのだから、

そのような場合に左右を取り違えることはあり得ると判断し

た。 

[24] 目撃位置・時

間、証言時期  

(26)  N は、反対車線の店舗から、短時間れき過車両を目撃

しただけであり、その後相当期間経過して証言するに際

し、明確に同一性を断言できないことはむしろ自然である

旨判断した。 
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3-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 3-4 に示す。  

Table 3-4 判決の判断結果  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｍ車の 
存在  

Ｙ Ｙ車の後ろに
いた 

(2)(13)  [4][8]  × 
(6)(7) [1][9][13]   

検察  存在しない (5)～(7) 
(14)(15) 

[1][3][9] 
[13] 

  ○ 

    

れき過車両

の外観  

Ｙ Ｍ車の外観
である 

(3)  [2]  × 
(4)    

検察  Ｙ車と一致  ① (1)(9)(10)  [1][6][7][9]
[13] 

  ○ 

(26) [21]  ［24］ 

② (23) [1][14][19] 
［22］ 

[18] (12)(24) ○ 

(11)  ［22］ (12)(24) 

れき過後の

車両の動き 

Ｙ 歩道より車線
のみ走行  

(18)  [12]  × 
(16)(17) [10][11]   

検察  歩道より車線
か ら 追 越 車
線へ変更  

① (16)    ○ 
    

② (17) [1][9][10] 
[11][13] 

  ○ 

(25) [20]  ［23］ 

れ き 過 車
両とＹ車の
同一性  

Ｙ 同一性なし ① Ｙ車 にＡの血

液等付着せず 

[17]   × 

(22)    

② (8)とれき過後
のＡの体勢 

[5]   × 

    

検察  同一性あり (19)(20) [14][15]   ○ 
    

 

1) Ｍ車の存在 

 

① Ｙ主張「Ｙ車の後ろにＭ車がいた」 

ａ）その旨の積極証拠(2)(13)については、チェックリスト適用結果と同じである。 

ｂ）事故後も仕事を継続していた点（積極証拠(21)）につき、事故の認識はないが

（信用性強化要素［16］）、鑑定結果から、Ｙ車がれき過車両ということが認めら

れるとして、結果的に信用性を否定した。この点は、リスト適用結果と異なる。  

 

  ② 検察側主張「Ｍ車は存在しない」 

チェックリスト適用結果と同じで、Ｍ車は存在しないと判断。  
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2) れき過車両の外観  

  

  ① Ｙ主張「Ｍ車は別にいた」  

判断は、チェックリスト適用結果と同じである。  

 

② 検察側主張「Ｙ車と一致する」  

Ｙ車と一致すると証言したＮが、法廷でＹ車とれき過車両との同一性を正確に断言でき

なかった点（消極証拠(26)、信用性強化要素［21］）につき、チェックリストにはない要因

［24］で合理的理由を認め、信用性ありとした。 

Ｓが警察に出頭してナンバーの数字を証言した点(11)につき、結果的に信用性を肯定し

たのはチェックリスト適用結果と同じであるが、判決はチェックリストにない真剣に記憶

を喚起した場合の記憶（［22］）という要因も積極証拠の信用性強化要因として用いた。 

 以上より、れき過車両の外観はＹ車と一致すると判断した。 

 

 3) れき過後の車両の動き  

  

  ① Ｙ主張「歩道寄り車線を走行」  

 信用性を否定した。  

  

 ② 検察側主張「歩道寄り車線から第 2 車線へ車線変更した」 

積極証拠(16)証言につき、チェックリスト適用結果と同じ。 

Ｓ(17)証言に消極証拠（(25)）とその信用性強化要因（［20］）があることから、チェッ

クリストでは判断できなかったが、判例は、リストにない再現する場面の特殊性という要

素（［23］）により合理的理由ありと判断し、信用性を認めた。  

以上より、れき過車両は、れき過後歩道寄り車線から第 2 車線へ車線変更したと認めた。 

 

 4) れき過車両とＹ車両の同一性  

 

  ① Ｙ主張「同一性がない」 

Ｙ車にＡの血液等が付着していない点に関し、信用性強化要因［17］と消極証拠(22)が

あるが、判決は信用できないと判断し、チェックリストによる判定結果と異なる。  

れき過されたときの体勢とれき過後の倒れ方の違いにつき、鑑定を用い、れき過の過程

で姿勢が変化することもあり得るとして、同一性を否定する根拠とはならないと判断し、

リストによる判定結果と異なる結論となった。 
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② 検察側主張「同一性あり」 

チェックリストによる判定結果と同じである。以上より、れき過車両とＹ車両の同一性

を肯定した。  

 

5) まとめ 

 

判例もれき過車両はＹ車とし、チェックリスト適用結果と全体的な結論は一致した。  

ただ、鑑定を用いて異なる結論を導いた争点、チェックリストにない要素を用い信用性

を肯定した争点、要素と証拠に異なる評価をして異なる結論を導いた争点があった。
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4 事例 4・東京高等裁判所 昭和 56 年 6 月 18 日判決（判例タイムズ 456 号 175-180） 

 

4-1 事故の概要 

 

 Ｅ車とＹ車はそれぞれ対向車線を走行していたところ、Ｅ車またはＹ車がセンターライ

ンを超え、両車が衝突した。Ｅ車運転者及び同乗者 4 人は負傷、同乗者 1 人が死亡、Ｙ車

運転者及び同乗者が負傷した。事故当時、雨のため路面は濡れて滑りやすい状態だった。  

 

Figure 4-1 事例 4 の事故概要図  

 

4-2 裁判の内容 

  

Ｙの過失により事故が発生したとして、Ｙが業務上過失致死傷罪で起訴された。  

 争点：センターラインを超えたのは，ＥとＹのどちらか 

 

4-2-1 当事者の主張  

 検察官：Ｙ車がＥ車線に進入し、Ｅ車線内で衝突した。  

弁護人：Ｅ車がＹ車線に進入し、Ｙ車線内で衝突した後、Ｅ車線内まで移動した。  

 

4-2-2 判決 

 

 第一審、第二審ともＹの主張を認めず、Ｙを有罪とした。  
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4-3 チェックリストによる事実関係の判定  

 

4-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 弁護人の主張した事実に基づき、VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボル

を記載し、［n］で番号をつけた（Figure 4-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は、Table 4-1 のとおりである。  
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事例4【弁護人】
判決日付：昭和56年6月18日　　　　　 裁判所：東京高裁　
事件番号：昭和54年（う）第1111号　   事件名：業務上過失致死傷被告事件

前提条件：雨/路面が滑り易い
事情
信号：なし
車線：1車線/1車線（幅員6.9ｍ）
速度規制：
道路形状：左カーブ
発生時刻：
その他：　　　　

運転者：年齢
　　　　　性別　男
　　　　　経験　3ヶ月
車　種：普通乗用

Ｅ

運転者：年齢
　　　　　性別　男
　　　　　経験
車　種：普通乗用

Ｙ

40km/hで走行 40km/hで対向車線走行

直線走行

中央線を越えてＹ走行車線
に進入

ハンドルを左に切る

5m
Ｅ車に気づく

ブレーキをかける

15km/hに減速

15°の角度で接触

接触面が拡大し、Ｙ車線内
で第一次衝突

後退、回転

Ｙ車に乗り上げる

45°の角度で二次衝突

時計回りにローリング回転

50°の角度で三次衝突

アクセルペダルに足を乗せ
ている

足に体重がかかってアクセ
ルを踏む

20～30km/hで進行

停止

自車線内で停止
ガラス破片、ﾎｲﾙｷｬｯﾌ
ﾟ、ﾙｰﾑﾐﾗｰ等が散乱

(19)ガラス破片は、Ｙ車下付近、Ｅ車前付近に落ちている

(18)左側前部ﾄﾞｱから後部ﾄﾞｱにかけてくの字に凹み開閉でき
ないほど破損、右側面のｾﾝﾀ ﾋーﾟﾗｰ切断、右側面にＥ車ﾊﾞﾝﾊﾟｰ
の圧痕4箇所、ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽが割れ、ハンドルの一部に亀裂発生

(20)前部正面ラジエーター付近が凹む、ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽが割れ
る、右側前照灯破損、ﾎﾞﾝﾈｯﾄ･前部両ドアが開く、左前ﾄﾞｱは
開閉不能

(21)Ｙ:頭部挫創、両側坐骨骨折等
Ｔ(後部座席):脳挫傷　Ｋ(助手席):鼻部挫傷
Ｙ(後部座席):腹部打撲挫傷

(22)Ｅ:肝破裂　Ｓ(助手席):脳挫傷(死亡)
（後部座席)Ｎ：顔面打撲　Ｈ：右上顎歯槽骨骨折　Ｏ：口
唇、下顎挫創負傷 負傷および同乗者死亡

(3)Ｅ :前方約70ｍにＹ車を発見。※

左カーブに入る

左カーブを出る

脇見 居眠り

(7)Ｅ：妻が｢何｣と言ったのに気をとられて一瞬Ｙ車か
ら目を離す※

(13)Ｅ：車首を中央線に向けて、Ｅ車線内を横滑りして
くるＹ車を前方約40ｍの地点に発見※

40km/hで走行

(1)Ｅ：Ｙ車速度は60～70km/h

(15)Ｅ:30km/hで走行

(14)Ｚ:Ｅ車は30km/h程度で走行していた
　スリップしたり尾部を振っている状態ではな
かった

(17)Ｎ：Ｅ車線上で衝突した
　衝突と同時にがくんときただけで、車が滑走することはな
かった

道路南側の店舗主人
事故当事者らと面識なし
両車停止地点から，Ｅ車進行
方向から見て20m手前の位置か
ら目撃

(11)実況見分、警察官取調時:29m

(16)Ｚ：Ｅ車を見て1～2秒後、ドンという音を聞きその方向を
見たら衝突していた

(9)Ｋ：事故前にＹ車がきしむ、揺れるという感じ
は受けなかった
　当時、助手席で居眠りをしていた

2.5m

落下

前進

前進

0.3～ 0.5m後退

相対角度90°
Ｅ車が離れる

Ｅ車に乗り上げられる

ほぼＥ車線内で停止

(1)

(10)～(12)

(2)

Ｂc11

(10)Ｙ検察官取調時：すれ違いと同時

Ａｄ1
Ａｄ2

Ｂc11

Ｂｃ6

Ａｄ7

Ａｄ7

Ｂｃ6

Ａｄ7

Ａｄ3
※

Ｂｃ6

目撃者Ｚ

(16)(17)

(18)

(19)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[13]

(2)Ｙ証言による

(5)Ｅ：Ｙ車がカーブから直線の少し手前にいて右側ｶﾞ
ｰﾄ ﾚ゙ｰﾙ付近で蛇行状態だった※

(3)

(5)(6)

(12)Ｙ公判証言による

スリップ痕なし

(20)

(7)

(8)
(6)Ｙ証言による。
　Ｅ：アクセルから足を離して減速した※

Ａｄ7(4)Ｙ：異常なし(4)

(13)

(21)

[9][10]

(8)Ｙ証言による

(15)

(9)

(14)

[11]

[12]

(22)

Ｂｃ11

［14］

 

Figure 4-2 事例 4･弁護側主張に基づく VT にチェックリストを適用した結果  
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Table 4-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの

番号  

チェックリスト該

当の項目番号と

項目名  

関係する証

言等  

具体的内容  

 

[1] Bc11 目撃者と

事故当事者との

関係  

Ｚは店の主人  目撃者Ｚは、事故現場付近の店舗の主人であり、事故当

事者らと面識がなく、特に利害関係がない。  

[2] Ad7  当事者証

言相互の不一

致 

(1)(2) カーブに入る前のＹ車の走行速度につき、Ｙは 40km/h と

証言している（(2)証言）のに対し、Ｅは 60～70km/h と証言

しており（(1)証言）、一致しない。 

[3]  Ad7 同上 

 

(5)(6) 対向車線を走行していたＥ車の走行状況につき、Ｙはアク

セルに足を乗せていた旨証言する（(6)Ｙ証言）のに対し、Ｅ

は、Ｙがカーブ付近にいて蛇行状態だったのを見て（(5)証

言）、アクセルから足を離して減速した旨証言しており（ (6)

Ｅ証言）、一致しない。 

[4] Ad7 同上  (4)(5) カーブ付近でのＹ車の走行状況につき、Ｙは異常なしと証

言する（（４）証言）が、Ｅは、右側ガードレール付近で蛇行

状態だった旨証言する（(5)証言）。 

[5] Ad7 同上  (8)(13)  カーブを抜けた後のＹ車の走行状態につき、Ｙは直線走

行した旨証言する（ (8)証言）が、Ｅは、Ｙ車は車首を中央

線に向けてＥ車線内を横滑りしてきたと証言する（ (13)証

言）。 

[6]  Bc11  目撃者

と事故当事者と

の関係 

ＫはＹ車同乗

者 

(9)証言を行った目撃者Ｋは、Ｙ車の同乗者である。 

[7] Ad1  当事者証

言の不自然性  

(10～(12) Ｙ証言によると、Ｅ車がＹ車線に進入してきた位置につき、

公判証言では 5ｍ前方（(12)証言）、実況見分・警察官取り

調べ時では 29m（(11)証言）、検察官取り調べ時にはすれ

違いと同時（(10)証言）となっているが、それまで正常に直

線路を走行していたＥ車が、理由もなく急にＹ車線に進入

するというのは不自然である。 

[8] Ad2  当事者証

言の一貫性  

Ｅ車がＹ車線に進入した位置に関するＹ証言は、［7］で述

べたように一貫していない。 

[9] Bc6  目撃証言

と当事者証言と

の一致 

(8)(9) カーブを出た後、直線走行をしていたというＹ証言（ (8)証

言）と、事故前にＹ車が揺れる、きしむという感じは受けな

かったというＫ証言（(9)証言）とは一致する。 

[10]   Bc6  目 撃 証

言と当事者証言

の不一致  

(8)(13) ［9］に対し、Ｙの(8)証言と、Ｙ車は車首を中央線に向けて

Ｅ車線内を横滑りしていたというＥ証言（(13)証言）とは一致

しない。 

[11] Bc6 同上  (10)(11)(12)、

(14) 

 Ｅ車とＹ車のいずれが中央線を越えたかという点につき、

Ｅ 車 の 方 が 中 央 線 を 越 え て き た と す る Ｙ 証 言

（(10)(11)(12)）と、Ｅ車はスリップしたり尾部を振っている状

態ではなかったというＺ証言（(14)証言）とは一致しない。 

[12]  Ad3  当 事 者

証言の具体性  

(3)(5)(6)(7) Ｅの両車の走行状態に関する証言は、いずれも具体的で

ある。 

[13]  Bc6  目 撃 者

証言と当事者証

言との一致  

(17) 衝突場所につき、ＹはＥ車線内とするが、Ｅ車同乗者であ

るＮは、Ｅ車線上で衝突し、その後車が滑走することはなか

った旨証言する（(17)証言）。 

[14]  Bc11  目撃者

と事故当事者と

の関係 

ＮはＥの妻の

実父  

（17）証言を行ったＮは、Ｅ車の同乗者であり、Ｅの妻の実

父である。 
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4-3-2 主張が事実に合致しているかの判定  

 

 これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するか判定した（Table 4-2）。 

 

Table 4-2 事例 4・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙ 車 走 行
速度  

Ｙ 速度 40km/h (2)  [2]  × 
    

Ｅ 速 度 60 ～
70km/h 

(1)  ［2］  × 
    

Ｅ車走行状

態  

Ｙ ｱｸｾﾙﾍ ﾟ ﾀ ﾞ ﾙ
に足を乗せる 

Ｙ(6)  [3]  × 
    

Ｅ アクセルから
足を離す 

Ｅ(6)  ［3］  × 
    

Ｙ車の 
挙動  

Ｙ 通常に走行  ① (4)  ［4］  × 
    

② (9)前段  ［6］ ［9］［10］  △ 
(9)後段     

③ (8)  ［5］［9］［10］  × 
    

Ｅ 蛇行から 
横滑り 

(5) ［12］ ［4］  △ 
    

スピン状態に
なりｾﾝﾀｰﾗｲ
ﾝ超える 

(13) ［12］ ［5］［9］［10］  △ 
    

Ｅ車の 
挙動  

Ｙ ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ超
える 

(10)～(12)  ［7］［8］［11］  × 
(14) ［1］   

Ｅ 通常に走行  ① (14)(16) ［1］   ○ 
    

② (17) ［13］［14］   ○ 
    

 

1) Ｙ車走行速度  

 

① Ｙ主張「40km/h で走行」 

Ｙ(2)証言は信用性否定要因がある（［2］）ため、信用性が否定される。  

② Ｅ主張「60～70km/h で走行」 

Ｅ(1)証言も同様に信用性否定要因がある（［1］）ため、信用性が否定される。  

③ よって、いずれとも決することができない。  

 

2) Ｅ車の走行状態  

 

Ｙ(6)証言には信用性否定要因［3］があり、Ｅ(6)証言にも信用性否定要因があるた
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め、いずれも信用性が否定される。  

 

3) Ｙ車の挙動について 

 

① Ｙ主張「正常に走行していた」 

a) 異常なく走行したというＹ (4)証言には、信用性否定要因［4］があり、信用性が否定

される。 

b) 直線走行をしていたというＹ(8)証言は、信用性否定要因［5］［9］［10］があり、信用

性が否定される。  

c) Ｋ(9)証言前段（事故前にＹ車が揺れる、きしむという感じを受けなかった）について

は、信用性強化要因（［6］）と否定要因（［9］［10］）いずれもがあり、さらに、事故当時

居眠りをしていたという消極証拠もある（(9)証言後段）あるため、いずれとも決すること

ができない。  

 

  ② Ｅ主張「Ｙが蛇行から横滑りし、スピン状態になってセンターラインを越えた」 

a)Ｅ(5)証言は、信用性強化要因（［12］）と否定要因（［4］）いずれもがあるため、判定

できない。 

b)Ｅ(13)証言も、信用性強化要因（［12］）と信用性否定要因がある（［5］［9］［10］）た

め、判定できない。 

  

③ 両者を比較すると、信用性を明確に否定される①Ｙ証言（その裏付けとなるＫ証

言は真偽不明）よりも、②Ｅ証言の方が信用性が高いと判定された。 

 

4) Ｅ車の挙動について 

 

① Ｙ主張「センターラインを越えた」 

Ｙ(10)～(12)証言には、信用性否定要因［7］［8］［11］、消極証拠(14)およびその信用性

強化要因［1］があるため、信用性が否定される。  

 

② Ｅ主張「正常に走行していた」 

a)Ｚ(14)・(16)証言には、信用性強化要因［1］があり、信用性が肯定できる。  

b)Ｎ(17)証言にも、信用性強化要因［13］があるため、信用性を肯定できる。  

  

 ③ このため、②Ｅ証言の信用性が認められる。  
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5) まとめ 

 

Ｙ車がセンターラインを越え、Ｅ車の走行車線に進入し、正常に走行していたＥ車と

衝突したと判定した。 
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4-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

 裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 4-3 のとおりである。  

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 4-3 のとおりである。  

 

事例4【判決】
判決日付：昭和56年6月18日　　　　　 裁判所：東京高裁　
事件番号：昭和54年（う）第1111号　   事件名：業務上過失致死傷被告事件

前提条件：雨/路面が滑り易い/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：なし
車線：1車線/1車線（幅員6.9ｍ）
速度規制：
道路形状：左カーブ
発生時刻：
その他：　　　　

運転者：年齢
　　　　　性別　男
　　　　　経験　3ヶ月
車　種：普通乗用

Ｅ

運転者：年齢
　　　　　性別　男
　　　　　経験
車　種：普通乗用

Ｙ

70km/hで走行

50km/hで対向車線走行

ハンドルを大きく左に切り
足す

急ブレーキをかける

Ｅ車線内で70°の角度で衝
突

2m右斜めに前進

自車線内で停止

スリップ痕なし

ガラス破片、ﾎｲﾙｷｬｯﾌ
ﾟ、ﾙｰﾑﾐﾗｰ等が散乱

(19)ガラス破片は、Ｙ車下付近、Ｅ車前付近に落ちている

(18)左側前部ﾄﾞｱから後部ﾄﾞｱにかけてくの字に凹み開閉できな
いほど破損、右側面のｾﾝﾀ ﾋーﾟﾗｰ切断、右側面にＥ車ﾊﾞﾝﾊﾟｰの圧
痕4箇所、ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽが割れ、ハンドルの一部に亀裂発生

(20)前部正面ラジエーター付近が凹む、ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽが割れる、右
側前照灯破損、ﾎﾞﾝﾈｯﾄ･前部両ドアが開く、左前ﾄﾞｱは開閉不能

(21)Ｙ:頭部挫創、両側坐骨骨折等
Ｔ(後部座席):脳挫傷　Ｋ(助手席):鼻部挫傷
Ｙ(後部座席):腹部打撲挫傷

(22)Ｅ:肝破裂　Ｓ(助手席):脳挫傷(死亡)
（後部座席)Ｎ：顔面打撲　Ｈ：右上顎歯槽骨骨折　Ｏ：口
唇、下顎挫創

負傷及び同乗者死亡 負傷

(3)Ｅ証言による※

左カーブに入る

(7)Ｅ証言：妻が｢何｣と言ったのに気をとられ
　たため※

急ブレーキをかけ20km/hま
で減速

(14)Ｚ:Ｅ車は30km/h程度で走行していた
　スリップしたり尾部を振っている状態ではなかった

(17)Ｎ：Ｅ車線上で衝突した
　衝突と同時にがくんときただけで、車が滑走するこ
とはなかった

道路南側の店舗主人
事故当事者らと面識なし
両車停止位置からＥ車進行方
向から見て20m手前から目撃

(11)実況見分、警察官取調時Ｙ証言:前方29mの位置で
Ｅ車がＹ車線に急に入ってきた

(16)Ｚ：Ｅ車を見て1～2秒後、ドンという音を聞きそ
の方向を見たら衝突していた

(9)Ｋ：事故前にＹ車がきしむ、揺れるという感じは受
けなかった
　当時、助手席で居眠りをしていた

ほぼＥ車線内で停止

右回りに60°回転

対向車線にはみ出す

(1)Ｅ証言による

42.7
m

Ｅ車発見

中央線に70°の角度となる

Ｙ車発見

73.2m

ハンドルを左に切る
71m

車体が斜めになりはじ
め、タイヤが横滑り

アクセルから足を離して減
速

一瞬Ｙ車から目を離す

Ｅ車線内を横滑りしてく
るＹ車発見

横滑りの傾斜度合を強める16.7
m

40km/hで進行

42.7m

(1)(2)

(3)

ハンドルを左に切る

90°の角度で衝突

1秒

車体が右側に傾斜 ノーズダウンの状態

1m押し戻される

利害関係
なし

不一致

具体的※

(13)Ｅ証言による※

一致

(12)Ｙ公判証言：5m前方でＥ車が中央線を越えてきた

(10)Ｙ検察官取調時：Ｅ車とすれ違ったとき同車の前
部がＹ車の方に寄ってきて、同車右前部がＹ車にぶつ
かった

不一致

スピン状態に陥る

前提条件の影
響

(6)

(15)

(18)
(19) (20)

目撃者Ｚ

［1］

不一致

［2］

(2)Ｙ :40km/hで走行　

(6)Ｅ証言による
　Ｙ：Ｅ、アクセルペダルに足を乗せている

不一致
不自然

(8)Ｙ：直線走行をしていた

不一致

当事者との
関係

[15]

[9][10]

(4)(5)

証人の身体
状態

[16]

(13)(14)

(10)～(12)

(4)Ｙ :異常なし

(5)Ｅ：Ｙ車がカーブから直線の少し手前にいて右側
ガードレール付近で蛇行状態だった※

[3]

(7)

(8)(9)

(15)Ｙ：Ｅは40km/hで走行
(16)(17)

(21) (22)

不一致

[4]

[5]

当時者と
の関係

[6]

[7]
[8]

不一致

[11]

[12]

[13] [14]

 

Figure 4-3 VTA-B・判決判断結果
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Table 4-3 判決が判断に用いた要素  

要因

の 

番号  

判決が判断

するのに用い

た要素  

関係する証

言等  

具体的内容  

※（）内の番号は、ＶＴ右側欄外の証言／状況に付した番号  

[1] 

目 撃 者 と 事

故当事者との

関係  

Ｚは店の主人   チェックリスト適用結果同様、目撃者Ｚは事故当事者らと面

識がなく、特に利害関係がない旨、要因として指摘した。  

[2] 

当事者証言

相互の不一

致 

(1)(2) 上記同様、カーブに入る前のＹ車の走行速度につき、Ｙ(2)証

言とＥ(1)証言が一致しない旨、要因として指摘した。 

[3] 同上  
(5)(6) 上記同様、対向車線を走行していたＥ車の走行状況につき、

Ｙ(6)証言とＥ(5)(6)証言が一致しない旨指摘した。 

[4] 同上  
(4)(5) 上記同様、カーブ付近でのＹ車の走行状況につき、Ｙ (4)証

言とＥ(5)証言とが一致しない旨指摘した。 

[5] 

 
同上  

(8)(13) 上記同様、カーブを抜けた後のＹ車の走行状態につき、Ｙ(8)

証言とＥ(13)証言が一致しない旨指摘した。 

[6] 

目 撃 者 と 事

故当事者との

関係  

ＫはＹ車同乗

者 
この点にはふれなかった。 

[7] 
当事者証言

の不自然性  

(10～(12) チェックリスト適用結果同様、Ｅ車がＹ車線に進入してきた位

置につき、Ｙ証言では、Ｙ車の 5ｍ前方（(12)証言）、同 29m前

方（(11)証言）、すれ違いと同時（(10)証言）となっているが、そ

れまで正常に直線路を走行していたＥ車が、理由もなく急に

Ｙ車線に進入するというのは不自然である点、指摘した。 

[8] 
当事者証言

の一貫性  

 上記適用結果同様、Ｅ車がＹ車線に進入した位置に関する

Ｙ証言は、［7］のとおり一貫していない点指摘した。 

[9] 

目 撃 証 言 と

当事者証言

との一致 

(8)(9) 上記適用結果同様、カーブを出た後のＹ車の走行状態に関

するＹ(8)証言と、Ｋ(9)証言とは一致する旨指摘した。 

[10] 

目 撃 証 言 と

当事者証言

の不一致  

(8)(13) 上記適用結果同様、［9］に対し、Ｙ(8)証言と、Ｅ(13)証言とは

一致しない旨指摘した。 

[11] 同上  

(10)(11)(12)、

(14) 
上記適用結果同様、Ｅ車とＹ車のいずれが中央線を越えた

かという点につき、Ｙ(10)(11)(12)証言と、Ｚ(14)証言とは一致

しない旨指摘した。 

[12] 
当事者証言

の具体性  

(3)(5)(6)(7)  上記適用結果同様、Ｅの両車の走行状態に関する証言

(3)(5)(7)(13)は、いずれも具体的である旨指摘した。 

[13] 

目撃者証言

と 当 事 者 証

言との一致  

(17) 上記適用結果同様、衝突場所につき、ＹはＥ車線内とする

が、Ｎ(17)証言と一致しない旨指摘した。 

[14] 

目 撃 者 と 事

故当事者との

関係  

ＮはＥの妻の

実父  
ＮとＹ・Ｅらとの関係には、判決はふれなかった。 

[15] 
前提条件の

影響  

Ｙ の 運 転 技

量 

Ｙは、3 ヶ月前に免許を取得したばかりの初心者で、経験不

足から路面が濡れていて滑りやすく、自車が蛇行からスピン

状態に陥っていることを認識できなかった 
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4-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 4-4 に示す。  

 

Table 4-4 判決の判断結果  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性強化  信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙ 車 走 行
速度  

Ｙ 速度 40km/h (2)  [2]  × 
    

Ｅ 速 度 60 ～
70km/h 

(1)  ［2］  ○ 
    

Ｅ車走行状

態  

Ｙ ｱｸｾﾙﾍ ﾟ ﾀ ﾞ ﾙ
に足を乗せる 

Ｙ(6)  [3]  × 
    

Ｅ アクセルから
足を離す 

Ｅ(6)  ［3］  ○ 
    

Ｙ車の 
挙動  

Ｙ 通常に走行  ① (4)  ［4］  × 
    

② (9)前段   ［9］［10］  × 
(9)後段     

③ (8)  ［5］［9］［10］  × 
    

Ｅ 蛇行から 
横滑り 

(5) ［12］ ［4］  ○ 
    

スピン状態に
なりｾﾝﾀｰﾗｲ
ﾝ超える 

(13) ［12］［15］ ［5］［9］［10］  ○ 
    

Ｅ車の 
挙動  

Ｙ ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ超
える 

(10)～(12)  ［7］［8］［11］  × 
(14) ［1］   

Ｅ 通常に走行  ① (14)(16) ［1］   ○ 
    

② (17) ［13］   ○ 
    

 

1) Ｙ車走行速度について  

 

  ① Ｙ主張「40km/h で走行」 

判断はチェックリストによる判定結果と同じ。 

  ② Ｅ主張「60～70km/h で走行」 

積極証拠Ｅ(1)証言（60～70km/h で走行）も信用性否定要因がある（［1］）ため、

信用性が否定されそうだが、鑑定により信用性ありと判断された。この点、チェッ

クリスト適用結果と異なる。  

③ チェックリストでは信用性が否定されたが、判決はＥ証言の信用性を肯定した。 
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2) Ｅ車の走行状態について  

 

①Ｙ(6)証言は、チェックリスト適用結果と同じである。  

②Ｅ(6)証言にも同じ信用性否定要因があるが、鑑定により信用性を肯定した。この点、

チェックリスト適用結果と異なる。  

③よって、チェックリストではいずれの信用性も否定されたところ、判決はＥ証言の

信用性を肯定した。  

 

3) Ｙ車の挙動について 

 

①Ｙ主張「正常に走行していた」 

ａ）Ｙ(4)証言、ｂ）Ｙ(8)証言は、チェックリスト適用結果と同じである。  

ｂ）Ｋ(9)証言前段について、判決は［6］を信用性強化要因とはせず信用性を否定した。 

 

②Ｅ主張「Ｙが蛇行から横滑りし、スピン状態になってセンターラインを越えた」 

ａ）Ｅ(5)証言（Ｙ車蛇行状態）は、信用性強化要因［12］と否定要因［4］いずれもが

あるが、鑑定により信用性を肯定した。  

ｂ）Ｅ(13)証言（Ｅ車線内を横滑り）も同様に、信用性強化要因［12］に加え［15］と

否定要因［5］［9］［10］があるが、鑑定により信用性を肯定した。この点、いずれもチェ

ックリスト適用結果と異なる。  

 

③ よって、②の信用性につき、チェックリストでは信用性があるとの判断であった

ところ、判決はその信用性を肯定した。  

 

4) Ｅ車の挙動について 

 

① Ｙ主張「Ｅ車がセンターラインを越えた」 

判断はチェックリスト適用結果と同じであった。 

 

② Ｅ主張「正常に走行していた」 

a)Ｚ(14) (16)証言はチェックリスト適用結果と同じである。  

b)Ｎ(17)証言は、信用性強化要因［13］のみ考慮し、［14］は考慮しなかったが、信用性

を肯定した。  

   

③ このため、チェックリストによる判定結果同様、②Ｅ証言の信用性が認められ、
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Ｅ車は正常に走行していたと認定した。  

 

5) まとめ 

 

結論的には、チェックリスト適用結果同様、判決も、Ｙ車がセンターラインを超えてＥ

車線内に進入しＥ車線内で衝突した旨認定した。  

ただ、争点によって、考慮した要素は同じだが判決は鑑定により異なる結論を導いた争

点、チェックリストの要因を考慮しなかったが、同じ結論を導いた争点があった。 
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5 事例 5・東京地方裁判所平成 10 年 3 月 24 日判決(判例タイムズ 994 号 278-290) 

 

5-1 事故の概要 

 

 高速道路上，第 2 車線上にはＫ車(普通貨物自動車)、第 3 車線上には先頭からＡ車(大型

トラック)、Ｎ車(普通乗用車)、Ｙ車(普通貨物自動車)の順で、3 台が走行していた。３台

がトンネルに進入した後、Ｋ車が第 3 車線へ車線変更し、Ｎ車とＹ車の間に入った。 

トンネル内では、Ａ車の前方で車が渋滞していたため、Ａ車は渋滞の最後尾で停車した。 

その後、Ｙ車がＫ車、Ｋ車がＡ車に追突し(衝突の順番には争いがある)、押し出された

Ａ車はさらに前方に停車中の車両に追突し、Ｙ車らを含め合計７台の玉突き事故となった。 

 

Figure 5-1 事例 5 の事故概要図  
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5-2 裁判の内容 

 

 被告人Ｙは、停車したＮ車に続いて停止しようとしていたＫ車に追突し、同車を前方に

押し出してＮ車に追突させ、さらにＮ車を前方に押し出してＡ車に追突させ、Ａ車後部下

方にＮ車前部を食い込ませて同車を炎上させ、Ａ車運転者を死亡させ、また、Ｋ車運転者

を負傷させたとして、業務上過失致死傷罪で起訴された。  

 争点：①Ｙ車とＫ車の衝突と、Ｋ車とＮ車の衝突との前後関係  

    ②Ｋ車の車線変更の時期、および、そのときのＹ車との車間距離  

 

5-2-1 当事者の主張  

 

 検察  ①：Ｙ車とＫ車との衝突が先  

     ②：トンネル手前で車線変更を開始し、トンネルに入った直後に終了した。  

車線変更をした時点で、Ｙ車とＫ車との車間距離は十分開いていた  

 弁護人 ①：Ｋ車とＮ車の衝突が先  

     ②：トンネル内を相当程度走行した後、車線変更を行った。  

Ｙ車との車間距離は不十分だった。  

 

5-2-2 判決 

 

 被告人Ｙは無罪。  

 (理由) ①：Ｋ車とＮ車の衝突が先  

②：トンネル内を相当程度走行した後、車線変更を行い、Ｙ車との車間距離は不

十分だった。  

       ①を前提とすると、Ｙ車がＫ車に追突したことと、Ｎの死亡及びＫの負傷との間

に因果関係がない。  
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5-3 チェックリストによる事実関係の判定 

 

5-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］で番号をつけた（Figure 5-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は Table 5-1 のとおりである。  
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事例5【検察主張】
判決日付：平成10年3月24日　　　　　　　裁判所：東京地裁　
事件番号：平成6年（わ）第233号　 　　　事件名：業務上過失致死傷被告事件

前提条件：高速道路上/トンネル内/下り勾配
事情
信号：なし
車線：3車線/3車線
速度規制：不明
道路形状：直線
発生時刻：H5.9.27　14:24　

車種：普通貨物
運転席の目線の高さ:193cm

Ｙ車両

車種：普通貨物（保冷車）
車高：196cm
車幅:169cm

運転者：年齢　27歳
車種：普通乗用
車高:129cm
車幅:169cm

Ｋ車両 Ｎ車両

65km/hに減速

Ｙ車前方を走行
Ｋ車前方を走行

交通渋滞 渋滞発見

Ａ車の後ろで停止

Ｎ車両発見

減速Ｋ車両発見

Ｙ車前部中心がＫ車後部左
側に追突

一旦離れる

再度追突

追突

Ａ車両に追突

運転者死亡

第3車線を70km/hで走行

トンネル進入

車線変更して第3車線進入

Ａ車をＫ車の屋根越しに
視認

急ﾌﾞﾚｰｷをかける

前進

停止
車体を右に向けてＹ車とＮ

車に挟まれる

後部を右に向けてＡ車下に
押し込まれる

前に押し出される

前に押し出される
停止

(17)Ｙ捜査段階証言：ＹがＫ車に追突してから，Ｋ車が
Ｎ車に、Ｎ車がＡ車に順次追突した

(1)Ｎ車の前にＡ車が走行

Ｎ車発見

(2)第3車線は比較的スムーズに流れていた

Ｋ車の尾灯を視認

7.5m

11.9m

ゼブラゾーンまたいで第1車
線進入

第2車線進入

第3車線を100km/hで走行

Ｋ車を追い抜く

80km/hに加速

ﾌﾞﾚｰｷﾗﾝﾌﾟ・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾗﾝﾌﾟ点
灯

(12)ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰｷを引く

2.9m

(22)前部ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙに縦長の凹損2箇所
　　ﾊﾞﾝﾊﾟｰが変形破砕して後退。特に右側の損傷大。
　　ﾌﾛﾝﾄﾒﾝﾊﾞｰがやや後方に凹損
　　右補助前照灯付近に打刻亀裂痕跡
　　ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ右側に水平な損傷あり　　　

トンネル入口付近にさしか
かる

計器に気をとられ、前方
見ず

第3車線走行

1.9m

1.5m

6.5m

トンネル進入

30～
40m

30m

143.8m

車線変更終了

31.5m前方

60.4m

トンネル進入

(12)

(9)Ａ車が止まっているかどうかは不明

ﾌﾞﾚｰｷﾗﾝﾌﾟ・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾗﾝﾌﾟ点
灯

41.7m

(1)

(2)

(5)Ｋ実況見分時説明、公判調書10:進路変更を終了した
のはトンネル入口からトンネル内にある程度入った所

K車の車線変更に気づく

(8)Ｙ釈放後起訴まで:(8)の点につきトンネル手前の入
口近く

(5)～(8)

(14)Ｙ公判証言:13～14m
　　釈放後起訴前の証言:10.2m
　　Ｙの逮捕段階の証言による

(23)

Ｃａ12

Ａｄ2

Ｂｃ6

Ｂｃ9

Ａｄ2

(4)

(18)公判：Ｋ車がＮ車に衝突するのは見ていない

9m

(21)Ｙ：2mと説明したが、経験から見て計算上あわない
と言われ、警察官に聞き入れてもらえなかった

Ｃａ12

Ｃａ12

Ｂｃ12

(3)Ｋ証言による

(3)

(6)

Ｂｃ6

(14)

(23)後面に凹損2箇所、ﾊﾞﾝﾊﾟｰ脱落、右側が深く左に行
くにつれ浅くなる広範囲な凹損
　　ﾘｱｸﾛｽﾒﾝﾊﾞｰが前方に曲損
　　左右のシャーシが内側に曲がる
　　車体全体が保冷庫ﾄﾞｱの位置で逆　　
　　｢く｣の字型に折れ曲がる
　　車体左側の損傷が大きい

(22)

ゼブラゾーンをまたぐ
と第2車線に進入

Ａｄ1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[11]

[12]

(4)Ｙ公判証言:4～5m
逮捕中:6.8m
釈放後起訴前:7.5m

(6)Ｋ公判調書8：(5)の地点はトンネルに入った直後

(7)Ｙ逮捕中、公判証言：Ｋ車が車線変更した時期につ
き、トンネル入り口から約100ｍトンネル内に入った地
点

(10)Ｙ逮捕中証言による
(10)

(9)

(11)

(11)Ｋの実況見分時の指示説明による

(13)
(13)Ｙ逮捕中、釈放後起訴前証言による
　　公判では10m

(15)Ｙ公判証言による
　　Ｙ逮捕中:ブレーキが利かないうちに衝突

(15)

(16)Ｋ証言による

(21)
(20)
(19)

(19)事故直後の実況見分時、Ｙ公判証
言:2m

(20)Ｙ逮捕中証言による
　　　釈放後起訴前:10.2m

(16)～(18)

Ａｄ2

[10]

Ａｄ2

 

Figure 5-2 事例 5・検察側主張に基づく VT にチェックリストを適用した結果  
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Table 5-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの番

号  

チェックリス ト

該当の項目番

号と項目名  

関係する証

言等  

具体的内容  

[1]  Bc12  虚 偽

の証言をする

動機  

Ｋの立場   Ｋは、Ｙが追突の責任を問われなければ、自分が事故の責

任を問われる立場にあり、自己に有利な証言をする可能性

がある。 

[2]  Ca12 物証と

証言との整合

性 

道路構造と

Ｋ証言 

 Ｋは、ゼブラゾーンをまたいで第 1 車線に進入したとする

が、道路の構造上ゼブラゾーンをまたぐとすぐ第 2 車線に進

入する構造となっており、実際の道路構造とＹ証言が矛盾す

る。 

[3]  Bc6  目撃者

証言と当事者

証言との一致  

(3)(4)証言 Ｋは、Ｙ車を追い越すとき、車間距離は 30m あった旨証言す

る（(3)）が、Ｙは車間距離はせいぜい４～7.5m であった旨証

言しており（(4)）、矛盾する。 

[4] Ad2  当事者

証言の一貫性  

(4)証言  Ｋ車がＹ車の前に入ったときの車間距離につき、Ｙは 4～

7.5mの間で証言しており（(4)）、若干誤差はあるものの、一応

一貫している。 

[5] Bc9  証 言 の

一貫性なし 

(5)(6)証言 Ｋが車線変更を終了した位置につき、Ｋは、実況見分時の説

明および公判調書 10 では、トンネル入り口からある程度トン

ネル内に入ったところと証言している（ (5)）のに対し、同公判

調書 8 では、トンネルに入った直後である旨証言しており

（(6)）、一貫しない。 

[6] Bc6  目 撃 証

言と当事者証

言の不一致  

(6)(7)証言 Ｋが車線変更を終了した位置につき、Ｋ(6)証言と、Ｙの逮捕

中および公判証言（(7)：トンネル入り口から 100m 内側の地

点）とは一致しない。 

[7]  Ad2 当事者

証言の一貫性

なし 

(7)(8)証言 Ｋが車線変更を終了した地点につき、Ｙ (7)証言と、Ｙの釈放

後起訴されるまでの間の証言（ (8)：トンネル手前の入り口付

近）とは一致せず、一貫性がない。 

[8]  Ca12 物証と

証言との整合

性なし 

(10) 証 言 と

各車両の車

幅、車高  

Ｙは、衝突前、Ｎ車を視認した旨証言する（ (10)）が、Ｙ車の

運転席の目線の高さが 193cm であったこと、Ｙ車のすぐ前方

にいたＫ車の車高が 196cm、車幅が 169cm であること、Ｎ車

はＫ車のさらに前方にいて、車高が 129cm にすぎず、車幅も

Ｋ車と同じ 169cmであったことからすれば、物理的にＹがＮ車

を視認することは不可能であった。 

[9]  Ad1 当事者

証言の内容が

不自然  

(14)(15)証言   Ｙは、急ブレーキをかけてから、少なくとも 9m 走行した後、

Ｋ車に追突した旨証言する（ (14)証言）。そうすると、空走距

離を考慮しても、ブレーキがきかないうちに追突した（ (15)証

言）というのは不自然である。 

[10]   Ad2 当事者

証言の一貫性

がない 

(19)(20)証言   Ｋ車に追突後のＹ車の移動距離につき、事故直後の実況

見分時の説明、および公判証言では 2m（(19)証言）としてい

るのに対し、逮捕中および釈放後起訴前の段階では 10m 以

上としており（(20)）、一貫性を欠く。 

[11] Ca12  物証と

証言内容との

整合性がない 

(17) 証 言 と

各車両の車

幅、車高  

［8］のとおり、ＹがＮ車を視認することは不可能だった以上、

Ｙ車→Ｋ車、Ｋ車→Ｎ車、Ｎ車→Ａ車という追突状況をＹが視

認した（(17)）ということもありえない。 

[12]  Ad2 当事者

証言の一貫性

がない 

(17)(18)証言   Ｙ(17)証言と、Ｋ車がＮ車に追突するのは見ていないとする

Ｙ(18)証言とは一貫性がない。 
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5-3-2 主張が事実に合致しているかの判定  

 

 これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するか判定した（Table 5-2）。 

Table 5-2 事例 5・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

全般  Ｋ 全般  全般   ［1］[2]  × 
    

Ｙ 全般  全般     ○ 
    

Ｋ車が第 3

車線に入っ

た時のＹ車

との距離  

検察  30m (4)  [3]  × 
    

Ｙ 4～7m (3) ［4］ ［3］  △ 
    

Ｋ車の 
車線変更
終了時期  

検察  相当トンネル
内に入った所  

① (5)  ［5］［6］  × 
    

② (7)  ［6］［7］  × 
    

Ｙ トンネル入口
付近  

① (6)  ［5］  × 
    

② (8)  ［7］  × 
    

衝突前の 

Ｙ車の速度  

検察  速 度 落 ち て
いない 

(15)逮捕中、(16)  ［9］  × 
    

Ｙ 停止寸前  (15)公判     ○ 
    

衝突後の
Ｙ車の 
移動距離  

検察  10m 以上  (20)  ［10］  × 
(14) ［1］   

2m 以上 (19)  ［10］ (21) ○ 
    

衝突の 
順序  

検察  トンネル内で
Ｎ車視認した 

(10)  ［8］  × 
    

Ｙ→Ｋ→Ｎの
順を目撃した 

(17)  ［11］［12］  × 
    

Ｙ 
 

トンネル内で
Ｎ車見てない 

各車の車高・車幅     ○ 
    

目撃していな
い 

(18) ［11］ ［12］  △ 
    

 

1) Ｋ・Ｙ証言全般について  

  

① K 証言全般 

 Ｋ証言には、信用性否定要因［1］［2］があるため、全体的に信用性が否定される。  

 

  ② Ｙ証言全般 

 Ｙ証言には、特に信用性を強化する要因も、逆に否定する要因もない。  
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  ③ このため，Ｋ証言の信用性は一般に低い。  

 

2) Ｋ車が第３車線に入ったときのＹ車との距離  

 

 ① 検察側主張「30m あった」 

 その旨のＫ(4)証言には、信用性否定要因［3］があるため、信用性は否定される。  

 

  ② Ｙ主張「4～7m であった」 

その旨のＹ(3)証言には、信用性強化要因［4］と否定要因［3］があるため、いずれとも

判断できない。  

 

  ③ 両者を比較すると、②Ｙ証言の方が、①よりも一応信用性が高いといえる。 

 

3) Ｋ車が車線変更を終了した時期  

  

① 検察側主張「相当トンネル内に入った後」 

その旨の K(5)証言には、信用性否定要因［5］［6］、その旨のＹ(7)証言には、信用性否

定要因［6］［7］があるため、いずれも信用性は否定される。  

  

 ② Ｙ主張「トンネル入り口付近」 

Ｋ(6)証言は、信用性否定要因［5］、Ｙ(8)証言には同否定要因［7］があるため、いずれ

も信用性は否定される。 

 

  ③ よって、判定することができない。  

 

4) 衝突前のＹ車速度  

 

  ① 検察側主張「速度は落ちていない」 

Ｙ(15)逮捕中証言（ブレーキがきかないうちに衝突）、Ｋ (16)証言には、信用性否定要因

［9］があるため、信用性は否定される。  

 

  ② Ｙ主張「停止寸前」 

Ｙ(15)公判証言（ブレーキをかけた）には、特に信用性を否定する要因もないため、信

用できる。 
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  ③ よって、Ｙは停止寸前であったと判断できる。  

 

5) 衝突後のＹ車の移動距離  

 

 ① 検察側「10m 以上移動した」 

 Ｙ(20)証言は、信用性否定要因［10］があるため、信用性が否定される。  

  

 ② Ｙ主張「2m しか移動していない」 

Ｙ(19)証言は、信用性否定要因［10］があるものの、合理的理由(21)（警察官に聞き入

れられなかった）があるため、信用性が認められる。  

  

 ③ よって、衝突後の距離は 2m と判断できた。  

 

6) 衝突の順序 

 

  ① 検察側主張「（トンネル内でＹがＮ車を視認できたことを前提に）Ｙが、Ｙ車→Ｋ

車→Ｎ車の順で衝突したのを目撃した」 

トンネル内でＮ車を視認した旨のＹ(10)証言には信用性否定要因［8］があり、また衝突

を目撃した旨のＹ(17)証言にも同要因［11］［12］が存在するため、信用性は否定された。 

 

  ② Ｙ主張「トンネル内でもＮ車を視認していないし、衝突も目撃していない」 

a)トンネル内での視認は、各車の車高・車幅から、不可能であることが判断できた。  

b)衝突に関するＹ(18)証言は、信用性強化要因［11］と、同否定要因［12］があるため、

いずれとも判断できない。  

 

 ③ このため、①と比較すると②の方が、信用性が高いと判断された。 

 

7) まとめ 

 

以上より、全体としてＹ主張の方が信用性が高く、Ｋ車の急な割り込みにより、Ｋ車が

Ｎ車に追突し、次にＹ車がＫ車に追突したものと判断できた。  
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5-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

 裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 5-3 のとおりである。  

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 5-3 のとおりである。  

事例5【判決】
判決日付：平成10年3月24日　　　　　　　裁判所：東京地裁　
事件番号：平成6年（わ）第233号　 　　　事件名：業務上過失致死傷被告事件

前提条件：高速道路上/トンネル内/下り勾配
事情
信号：なし
車線：3車線/3車線
速度規制：不明
道路形状：直線
発生時刻：H5/9/27　14:24　

車種：普通貨 物
運転席 の目線の高さ:193cm

Ｙ車両

車種：普通貨 物（保冷車 ）
車高：196cm
車幅: 169cm

運転者 ：年齢　27歳
車種：普通乗 用
車高: 129cm
車幅: 169cm

Ｋ車両 Ｎ車両

65km/hに減速

Ｙ車前方を走行 Ｋ車前方を走行

交通渋滞 渋滞発見

Ａ車の後ろで停止

Ｎ車両発見

減速

Ｋ車両発見

Ｋ車が右を向いた状態で追
突　

再度追突

追突

Ａ車両に追突

第3車線を70km/hで走行

トンネル進入

車線変更して第3車線進入

Ａ車をＫ車の屋根越しに
視認

急ﾌ ﾚ゙ｰｷをかける

前進

停止
車体を右に向けてＹ車とＮ

車に挟まれる

前に押し出される

前に押し出される

(17)Ｙ捜査段階証言：ＹがＫ車に追突してから，Ｋ車がＮ車
に、Ｎ車がＡ車に順次追突した。

(1)Ｎ車の前にＡ車が走行

(2)第3車線は比較的スムーズに流れていた
ゼブラゾーンまたいで第1車

線進入

第2車線進入

第3車線を100km/hで走行

Ｋ車を追い抜く

80km/hに加速

ﾌ ﾚ゙ｰｷﾗﾝﾌﾟ・ﾊｻ゙ ｰﾄ ﾗ゙ﾝﾌﾟ点
灯

(10)

(12)ｻｲﾄﾞﾌ ﾚ゙ｰｷを引く

(23)Ｋ車：後面に凹損2箇所、ﾊ ﾝ゙ﾊﾟｰ脱落、右側が
　　　深く左に行くにつれ浅くなる広範囲な凹損
　　　　ﾘｱｸﾛｽﾒﾝﾊﾞｰが前方に曲損
　　　　左右のシャーシが内側に曲がる
　　　　車体全体が保冷庫ﾄ ｱ゙の位置で逆｢く｣の字
　　　型に折れ曲がる
　　　　車体左側の損傷が大きい

(22)Ｙ車：前部ﾌﾛﾝﾄﾊ ﾈ゚ﾙに縦長の凹損2箇所
　　　　　ﾊ ﾝ゙ﾊﾟｰが変形破砕して後退。特に右側
　　　　の損傷大
　　　　　ﾌﾛﾝﾄﾒﾝﾊﾞｰがやや後方に凹損
　　　　　右補助前照灯付近に打刻亀裂痕跡
　　　　　ﾌﾛﾝﾄｶ ﾗ゙ｽ右側に水平な損傷あり　　　

ｴｱﾌﾞﾚ ｷー等計器を確認

トンネル進入

車線変更終了

トンネル進入

(9)

(9)Ａ車が止まっているかどうかは不明

41.7m

(1)

(2)

(5)Ｋ実況見分時説明、公判調書10:進路変更を終了したの
はトンネル入口から46m入った所　 

K車の車線変更に気づく (7)Ｙ逮捕中･公判証言：Ｋ車が車線変更した時期につ
き、トンネル入口から約100mトンネル内に入った地点　

(5)～(8)

不一致

(21)
(20)
(19)

(16)～(18)

100m

4～5m

20m

11°以上右に向く

68cm後退

10m

13～
14m

反発して離れる 反発して離れる

2m

(7)

(3)Ｙ公判証言による。
　逮捕中:6.8m
　釈放後起訴前:7.5m　　　

(4)Ｋ公判証言：30m

(13)

(13)Ｙ公判証言による。
　　逮捕中、釈放後起訴前:7.5m

(14)

(14)Ｙ公判証言による　　
　　実況見分:9.2m
　　逮捕中:9m
　　釈放後起訴前:10.2m

停止寸前の速度まで減速

(19)事故直後の実況見分時の説明、Ｙ公判証言による

(21)捜査段階では、取調官に経験からみて計算上合わないと
言われ、聞き入れられなかった

炎上

(11)Ｋの実況見分時の指示説明による

(16)Ｋ証言:自車が停止しないうちに追突されて前に押し出さ
れ、Ｎ車にぶつかった衝撃を感じた

(18)Ｙ公判証言：Ｋ車がＮ車に衝突するのは見ていない

Ｎ車視認できず

一貫性
あり

一貫性
なし

客観的証
拠との不
一致

道路構造と
矛盾

当事者との
関係

不一致

(6)Ｋ公判調書8：(5)の地点はトンネルに入った直後。実
況見分の説明程トンネル内に入っていない

(8)Ｙ釈放後起訴まで:(8)の点につきトンネル入り口近く

一貫性
なし

一貫性
なし

［1］

［2］

［3］

［4］

(10)Ｙ逮捕中証言：Ｎ車視認

客観的証拠
との不一致

［8］

(22) (23)

(15)Ｙ公判証言による
　　Ｙ逮捕中：ブレーキが利かないうちに追突

(15)

不自然

一貫性
なし

(3)(4)

[5]

[6]

[7]

(12)
(11)

(20)逮捕中:11.9m
　　釈放後起訴前:10.2m　　

[9]

[12]

[10]

[11]

 

Figure 5-3  VTA-B・判決判断結果  
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Table 5-3 判決が判断に用いた要素  

要因

の 

番号  

判決が判断する

のに用いた要素  

関係する証言等  具体的内容  

※（）内の番号は、ＶＴ右側欄外の証言／状況

に付した番号  

[1] 当事者との関係  Ｋの立場  Ｋは、Ｙの責任次第では、自分が事故の責任

を問われる立場にあり、自己に有利な証言をす

る可能性がある点、指摘した。 

[2] 物証と証言との整

合性  

道路構造とＫ証言  Ｋの証言した道路構造が実際のものと異なって

おり、これがＹの証言の信用性に影響を及ぼす

旨指摘した。 

[3] 目撃者証言と当

事者証言との一

致 

(3)(4)証言 ＫがＹ車を追い越すときの車間距離につき、

30m あった旨とするＫ(3)証言と、４～7.5m であ

ったとするＹ(4)証言とは矛盾する旨指摘した。 

[4] 当事者証言の一

貫性  

(4)証言   Ｋ車がＹ車の前に入ったときの車間距離に関

するＹ (4)証言は、一応一貫している旨指摘し

た。 

[5] 証言の一貫性な

し 

(5)(6)証言 Ｋが車線変更を終了した位置につき、Ｋ (5)証

言と(6)証言が一貫しない旨指摘した。 

[6]  目撃証言と当事

者証言の不一致  

(6)(7)証言 Ｋが車線変更を終了した位置につき、Ｋ (6)証

言と、Ｙ(7)証言とは一致しない旨指摘した。 

[7] 当事者証言の一

貫性なし 

(7)(8)証言 Ｋが車線変更を終了した地点につき、Ｙ (7)証

言と、Ｙ(8)証言とで一貫性がない旨指摘した。 

[8] 物証と証言との整

合性なし 

(10)証言と各車両の車

幅、車高  
 衝突前、Ｎ車を視認した旨のＹ (10)証言が、

Ｙ車の運転席の目線の高さや、Ｋ車・Ｎ車の車

幅・車高に照らすと視認は不可能であり、客観

的状況に反する旨指摘した。 

[9] 当事者証言の内

容が不自然  

(14)(15)証言  Ｙは、急ブレーキをかけてから、Ｋ車に追突する

まで少なくとも 9m 走行した（(14)証言）以上、ブ

レーキがきかないうちに追突した（ (15)証言）と

いうのは不自然である旨指摘した。 

[10]   当事者証言の一

貫性がない 

(19)(20)証言   Ｋ車に追突後のＹ車の移動距離につき、Ｙ

(19)証言と(20)証言とで一貫性を欠く旨指摘し

た。 

[11] 物証と証言内容

との整合性がな

い 

(17)証言と各車両の車

幅、車高  
［8］のとおり、ＹがＮ車を視認することは不可能

だった以上、Ｙ車→Ｋ車、Ｋ車→Ｎ車、Ｎ車→

Ａ車という追突状況をＹが視認した（(17)）という

こともありえないと判断した。 

[12]  当事者証言の一

貫性がない 

(17)(18)証言  Ｙ(17)証言と(18)証言とは一貫性がない旨指摘

した。 
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5-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 5-4 に示す。  

 

Table 5-4 判決の判断結果  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

全般  Ｋ 全般  全般   ［1］[2]  × 
    

Ｙ 全般  全般     ○ 
    

Ｋ車が第 3

車線に入っ

た時のＹ車

との距離  

検察  30m (4)  [3]  × 
    

Ｙ 4～7m (3) ［4］ ［3］  ○ 
    

Ｋ車の 
車線変更
終了時期  

検察  相当トンネル
内に入った所  

① (5)  ［5］［6］  × 
    

② (7)  ［6］［7］  × 
    

Ｙ トンネル入口
付近  

① (6)  ［5］  ○ 
    

② (8)  ［7］  ○ 
    

衝突前の 

Ｙ車の速度  

検察  速 度 落 ち て
いない 

(15)逮捕中、(16)  ［9］  × 
    

Ｙ 停止寸前  (15)公判     ○ 
    

衝突後の
Ｙ車の 
移動距離  

検察  10m 以上  (20)  ［10］  × 
    

2m 以上 (19)  ［10］ (21) ○ 
    

衝突の 
順序  

検察  トンネル内で
Ｎ車視認した 

(10)  ［8］  × 
    

Ｙ→Ｋ→Ｎの
順を目撃した 

(17)  ［11］［12］  × 
    

Ｙ 
 

トンネル内で
Ｎ車見てない 

各車の車高・車幅     ○ 
    

目撃していな
い 

(18) ［11］ ［12］  ○ 
    

 

1) Ｋ・Ｙ証言全般について  

  ① K 証言 

 チェックリスト適用結果と同じである。 

 

2) Ｋ車が第３車線に入ったときのＹ車との距離  

  ① 検察側「30m あった」 

チェックリスト適用結果と同じである。  
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  ② Ｙ主張「4～7m であった」 

Ｙ(3)証言には、信用性強化要因［4］と否定要因［3］があるが、鑑定により信用性あ

りとした。この点は、チェックリスト適用結果と異なる。  

  ③ よって、②Ｙ主張を認めた。  

 

3) Ｋ車が車線変更を終了した時期  

  ① 検察側主張「相当トンネル内に入った時期」 

チェックリスト適用結果と同じである。  

 

 ② Ｙ主張「トンネル入り口付近である」 

Ｋ(6)証言は、信用性否定要因［5］、Ｙ(8)証言には同否定要因［7］があるが、鑑定結果

により、結果的に信用できるとした。この点は、チェックリスト適用結果と異なる。  

  ③ よって、②Ｙ主張を認めた。  

 

4) 衝突前のＹ車速度  

  ① 検察側主張「速度は落ちていない」 

チェックリスト適用結果と同じである。  

  ② Ｙ主張「停止寸前」 

チェックリスト適用結果と同じである。  

  ③ よって、②Ｙ主張を認めた。  

 

5) 衝突後のＹ車の移動距離  

  ① 検察側主張「10m 以上移動した」 

 チェックリスト適用結果と同じである。 

  ② Ｙ主張「2m しか移動していない」 

 チェックリスト適用結果と同じである。  

  ③ よって、②Ｙ主張を認めた。  

 

6) 衝突の順序 

  ① 検察側主張「トンネル内でＹがＮ車を視認できたことを前提に、Ｙが、Ｙ車→Ｋ

車→Ｎ車の順で衝突したのを目撃した」 

 チェックリスト適用結果と同じである。  

  ② Ｙ主張「トンネル内でもＮ車を視認していないし、衝突も目撃していない」 

 ａ）トンネル内での視認については、チェックリスト適用結果と同じである。  

ｂ）Ｙ(18)証言は、信用性強化要因［11］と、同否定要因［12］があるが、判決は信用



 

 

65 

性を肯定した。この点はチェックリスト適用結果と異なる。 

  ③ ②のＹ主張を認めた。  

 

7) まとめ 

 

判決は、全体としてＹ証言の方が信用性が高い反面、Ｋ証言の信用性が低いと評価し、

チェックリスト適用結果同様、Ｋ車の急な割り込みにより、Ｋ車がＮ車に追突し、次にＹ

車がＫ車に追突したものと判断し、全体的な結論としては一致した。 

ただし、争点によって、考慮した要因は同じだが、判決は鑑定結果を用いて異なる結論

を導いた争点、信用性強化要因と否定要因双方があるが判決は信用性ありと判断した争点

があった。 
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6 事例 7・大阪地方裁判所 平成 5 年 1 月 29 日判決(交通事故民事裁判例集 15 巻 6 号

1577-1589) 

 

6-1 事故の概要 

 

 高速道路上を、Ｘ車（大型トレーラー），Ｙ車（普通貨物自動車），Ｉ車（普通貨物自動

車）が走行しており、Ｘ車は第 2 車線、Ｉ車は第 3 車線を走行していた（Ｙ車が走行して

いた車線には争いがある）。  

 高速出口付近でＹ車がＸ車に追突し、Ｘ車が第 3 車線に押し出されて、同車線を走行し

ていたＩ車にさらに追突された。  

 

Figure 6-1 事例 7 の事故概要図  
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6-2 裁判の内容 

 

 原告（反訴被告）：Ｘ車運転手，Ｘ車の使用会社  

 被告（反訴原告）：Ｙ車の使用会社  

 原告と被告が、お互いに相手に対し、本件事故によって発生した損害（車両を使用でき

なかったことによって発生した運送委託費用等）を請求した事件。  

 争点：本件事故は、Ｘ車とＹ車いずれの過失によって発生したか  

 

6-2-1 当事者の主張  

  

 原告（Ｘ車側）：Ｘ車は第 2 車線を車線変更せずに走行し、進路前方が渋滞していたた

め減速して走行していたところ、その後方を走行していたＹ車が、前方車

両の動静を注視しないで減速しなかったため、追突した。  

 被告（Ｙ車側）：Ｙ車が第 2 車線を走行していたところ，第 3 車線を走行中のＸ車が突

然左にハンドルを切って第 2 車線に車線変更し、Ｙ車の直前に入り込み急

停止したため、Ｙ車運転手は急ブレーキをかけたが及ばず、追突した。  

 

6-2-2 判決 

 

 原告（Ｘ車側）の請求を棄却。  

 被告（Ｙ車側）の請求を認める。  

 （理由）第 3 車線からＹ車を追い越すや否やＹ車前方に進入してきたＸ車との衝突は、

Ｙ車が大型トレーラーであることに照らして不可避である。  

     本件事故は、Ｘの一方的過失によって惹起されたものである。  
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6-3 チェックリストによる事実関係の判定  

 

6-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］で番号をつけた（Figure 6-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は Table 6-1 のとおりである。  

事例7【原告】
判決日付：平成5年1月29日　　　　　　裁判所：大阪地裁　
事件番号：平成3年（ﾜ）第4642号等　　事件名：損害賠償・損害賠償反訴請求事件

前提条件：高速道路出口付近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：なし
車線：3車線/3車線（出口で左側車線が分岐して2車線になる）
速度規制：80km/h
道路形状：直線
発生時刻：H2/4/7　6:30

運転者：年齢

車種：大型貨物
　　　8tの箱車牽引

Ｙ
Ｘ

80km/hで走行

運転者：年齢

車種：普通貨物

中央車線走行

80km/hで走行

(17)右後方部凹損、右側面中央部凹損

(13)前部ﾊﾞﾝﾊﾟｰの中央付近の凹損、左フロント
部の凹損

前部を東に向けて停止

中央車線走行

高速出口

先行車の流れが低下

40km/hに減速

300m

Ｘ車の直後走行

Ｘ車右後部にＹ車が追
突

右に回転

(15)走行車線と追い越し車線の中央部

(7)Ｙ：高速出口直前で追越車線から中央車線に
Ｘ車が割り込んできた。この時点でブレーキを踏
んだ

(9)Ｙ：Ｘが左車線に突入

(12)Ｙ：Ｘ車が中央車線に再度入ってきたとき急ブ
レーキをかけた

アクセルから足を離す

(2)Ｉ：事故現場まで道路はがら空き。減
速の必要なかった。

　後続車両運転手
　車両は4t車で座席が
高い

(4)Ｉ：出口より500m手前で前方のＸ車両と共に中
央車線から追越車線に車線変更

(8)Ｉ：前方Ｘ車両がＹ車を追い越して高速出口の
ほんの手前で中央車線に戻った

(6)Ｉ：Ｙ車右後方にＩ車が接近したときＹ車減
速したのでＩ車も減速し、同速度で走行

(14)Ｉ：追越車線から白い車がスピンしなが
らＩ車の前に出てくる

(16)Ｉ：急ブレーキをかけて白い車（Ｘ車）の
手前で止まったが、後続車両に押し出されて白
い車に当たった

減速せず直進 直進

後続車両（Ｉ車）が追
突

停止

Ｂｃ11

Ｂｃ6

Ｃａ4

(1)～ (4)

(5)～ (7) (8)～ (11)

(13)

目撃者Ｉ

Ｂｃ6

Ａｄ7

Ｂｃ6

(14)

Ａｄ7

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[7]

[8]

[9]

(1)Ｘ証言による

(3)Ｘ :車線変更していない

(5)Ｘ証言による

(12)

(15)

(10)Ｙ：Ｘ、左側車線の走行車両に気づく

(11)Ｙ：Ｘ、中央車線に戻って急ブレーキ

Ｂｃ6

[6]

Ｂｃ6

Ｃａ12

[10]

(16)(17)

 

Figure 6-2 事例 7・敗訴側主張に基づくＶＴにチェックリストを適用した結果  
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Table 6-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの 

番号  

チェックリスト該当の

項目番号と項目名  

関係する証

言等  

具体的内容  

[1] Bc11  目撃者と当

事者との関係  

目撃者は当

事者の後続

車の運転者  

 目撃者Ｉは、ＸＹらの後続車の運転者で、同人らと面

識もなく、いずれかに有利な証言をする可能性は低い

立場にある。 

[2]  Bc6  目撃者証言

と当事者証言との

一致  

Ｘ (1) ・ Ｉ (2)証

言 

 Ｘの減速の必要性につき、Ｘ(1)証言では先行車の流

れが低下して減速の必要があったとなっているが、Ｉ (2)

証言では、事故現場まではがら空きで、減速の必要は

なかったとなっており、一致しない。 

[3]   Bc6 同上 

 

Ｘ (3) ・ Ｉ (4)証

言 

Ｘの車線変更の有無につき、Ｘ (3)証言では車線変更

はなかったというが、Ｉ(4)証言では、高速出口 500m 手

前で、Ｘ車とともに追い越し車線へ車線変更した旨述

べており、一致しない。 

[4]  Ad7 当事者証言

相互の一致  

Ｘ (5)・Ｙ (7)証

言 

Ｙ車の走行状態につき、Ｘ (5)証言では減速せず直進

していたとなっているが、Ｙ(7)証言ではＸ車が割り込ん

できたのでブレーキを踏んだ旨証言しており、一致しな

い。 

[5]   Bc6  目撃者証言

と当事者証言との

一致  

Ｙ (7) ・ Ｉ (6)証

言 

 同様にＹ車の走行状態につき、上記Ｙ (7)証言と、Ｙ

車が減速したというＩ(6)証言とが一致する。 

[6]   Bc6 同上 Ｉ (6) ・ Ｘ (5)証

言 

同様にＹ車の走行状態につき、上記Ｉ (6)証言と上記Ｘ

(5)証言とが一致しない。 

[7]   Bc6 同上 

 

Ｙ (7) ・ Ｉ (8)証

言 

 Ｘ車の動きにつき、追い越し車線から中央車線へ割

り込んできたとするＹ(7)証言と、Ｘ車がＹ車を追い越し

て中央車線に戻ったとするＩ(8)証言とは一致した。 

[8] Ad7  当事者証言

相互の一致  

Ｘ (5) ・ Ｙ (12)

証言  

上記Ｘ(5)証言と、Ｘ車が中央車線に入ってきたときに

急ブレーキをかけたというＹ(12)証言とは一致しない。 

[9]  Ca12 物証と証言

との整合性  

直進とのＸ証

言と車両の停

止状況  

 Ｘは直進していたという同人主張と、Ｘ車が停止したと

きは前部を東に向けていたという停止時の状況とは整

合しない。 

[10]  Ca4  車体の損傷

と証言との整合性  

直進とのＸ証

言 と 損 傷 状

態 

 上記［9］のＸ主張と、同車の損傷が右側に集中して

いるという損傷状態 (17)とは整合しない。 
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6-3-2 主張が事実に合致しているかの判定 

  

これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するか判定した（Table 6-2）。 

 

Table 6-2 事例 7・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｘの減速  Ｘ 全般  (1)  [2]  × 
(2) ［1］   

Ｘの走行  

状態  

Ｘ 割 込 み な し
（中央車線走
行） 

(3)  [3]  × 
(4)(8)(15)(17) ［1］［10］［11］   

Ｋ車の 
車線変更
終了時期  

Ｙ 第 3 車線から
第 2 車線に
割り込み 

① (4) ［1］ ［3］  △ 
    

② (7)(8) ［1］［7］ ［4］  △ 
    

Ｙ 第 1 車線に
進入し第 2車
線に戻る 

① (9)～(12) ［9］［10］ ［8］  △ 
    

② (15)(17) ［9］［10］   ○ 
    

Ｙの走行  

状態  

Ｘ 減速せず 
直進  

(5)  ［4］［6］［8］  × 
(6)(7)(12) ［1］   

Ｙ Ｘ車見て減速 (6)(7)(12) ［1］［5］ ［6］  △ 
    

 

1) Ｘ車の減速の有無  

 

Ｘ主張「先行車の流れが低下したため減速した」 

積極証拠(1)があるが、信用性否定要因［2］、道路は空いていたとするＩ(2)証言（消

極証拠）、その信用性強化要因［1］があるため、信用性は否定された。  

 

2) Ｘの走行状態  

 

① Ｘ主張「中央線を走行していた」 

Ｘ(3)証言（積極証拠）には信用性否定要因［3］があり、さらにＸ車の追い越しを目撃

したＩ(4)(8)証言、停車時のＸ車両の向き及び損傷状態と当該主張との不整合 (15)(17)、お

よび、それらの信用性強化要因［1］［10］［11］があるため、信用性は否定された。  

 

② Ｙ主張「Ｘが追い越し車線から中央車線へ割り込んだ」 

ａ）前提として、Ｘ車とともに中央車線から追い越し車線へ車線変更したというＩ (4)

証言には、信用性強化要因［1］があるが同否定要因［3］もあるため、信用性について判
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定できなかった。  

ｂ）Ｘ車の追越し車線から中央車線への割り込みについて、積極証拠 (7)(8)とその信用性

強化要因［1］［7］があるが、同否定要因［4］もあるため、判定できなかった。  

ｃ）中央車線に割り込んだＸ車がさらに左車線に進入した後再び中央車線に戻ったとの

主張につき、Ｙ(9)～(12)証言とその信用性強化要因［9］［10］はあるが、その信用性否定

要因［8］があることから、判定できなかったた。 

ｄ）この点に関する積極証拠(15)（停止位置）、(17)（車体の損傷部位）には同強化要因

［9］［10］のみがあり、信用性が肯定された。  

  

  ③よって、①Ｘ主張の信用性が否定されることとの対比上、②Ｙ主張の方が一応信用

性が高いといえる。  

 

 3) Ｙ車の走行状態  

 

① Ｘ主張「減速せず直進していた」 

積極証拠(5)はあるが、信用性否定要因［4］［6］［8］があり、Ｙ車が減速あるいは急ブ

レーキをかけたという消極証拠(6)(7)(12)とその同強化要因［1］があることから、信用性

は否定された。  

 

② Ｙ主張「Ｘ車を見て減速した」 

積極証拠(6)(7)(12)とその信用性強化要因［1］［5］もあるが、同否定要因［6］が存在す

るため、判定できなかった。  

 

③ よって、①Ｘ主張の信用性が否定されることとの対比上、②Ｙ主張の方が一応信用

できるといえる。  

 

4) まとめ 

 

以上より、各争点において、Ｙ主張の方が一応信用性が高いと判定できるため、Ｘの割

り込みが事故の原因であると判定した。 
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6-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

 裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 6-3 のとおりである。  

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 6-3 のとおりである。  

 

事例7【判決】
判決日付：平成5年1月29日　　　　　　裁判所：大阪地裁　
事件番号：平成3年（ﾜ）第4642号等　　事件名：損害賠償・損害賠償反訴請求事件

前提条件：高速道路出口付近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
事情
信号：なし
車線：3車線/3車線（出口で左側車線が分岐して2車線になる）
速度規制：80km/h
道路形状：直線
発生時刻：H2/4/7　6:30

運転者 ：年齢

車種：大型貨 物
　　　　8tの箱車牽 引

Ｙ Ｘ

80km/hで走行

運転者 ：年齢

車種：普通貨 物

中央車線走行

80km/hで走行

(17)右後方部凹損、右側面中央部凹損

(14)前部ﾊ ﾝ゙ﾊﾟｰの中央付近の凹損、左フロン
ト部の凹損

前部を東に向けて停止

中央車線走行

高速出口

500m

右に回転

(3)Ｘ：車線変更していない

(15)走行車線と追越車線の中央部

(2)Ｉ：事故現場まで道路はがら空き。減速
の必要なかった。

後続車両運転手
　車両は4t車で座席が
高い

(4)Ｉ：出口より500m手前で前方
のＸ車両と共に中央車線から追越
車線に車線変更

(8)Ｉ：前方のＸ車両がＹ車を追越し
て、高速出口のすぐ手前で中央車線に
戻った

(6)Ｉ：Ｙ車右後方にＩ車が接近した
ときＹ車が減速したので、Ｉ車も減速
し同速度で走行

(13)Ｉ：追越車線へ白い車がスピンしながら
Ｉ車の前に出てくる

(16)Ｉ：急ブレーキをかけて白い車の手前で
止まったが、後続車両に押し出されて白い車
に当たった

後続車両（Ｉ車）が追
突

停止

追越車線へ車線変更

中央車線へ割り込みブレーキを踏む

左車線へ突入始める

左車線に走行車両あ
り

走行車に気づく

中央車線に戻る急ブレーキ

Ｘ車右後部にＹ車が追
突

車体は右向き状態

直進

直進

利害関係な
し

損傷と主
張の整合
性

停止位置と主
張との整合性

(1)Ｘ：先行車の流れが低下したので減速した

目撃者Ｉ

［1］

(1)～(4)

不一致

［2］

(5)(6)

(10)

(11)(12)

(5)Ｘ：Ｙは減速せず直進した

(8)

不一致

［4］

一致

［5］

(7)Ｙ証言による

急ブレーキ

一致

［6］

不一致

(12)Ｘ：Ｙは減速せず直進していた

(9)

不一致

［8］

不一致

［7］

[3]

[10]

(9)～(11)：Ｙ証言による

(13)

(14)
(15)

(16)(17)

(7)

［9］

 

Figure 6-3  VTA-B・判決判断結果
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Table 6-3  判決が判断に用いた要素  

要因

の 

番号  

判決が判断する

のに用いた要素  

関係する証言等  具体的内容  

※（）内の番号は、ＶＴ右側欄外の証言／状況に付

した番号  

[1] 目撃者と当事者と

の関係 

目撃者は当事者

の後続車の運転

者 

チェックリスト適用結果同様、目撃者Ｉは、ＸＹらいず

れとも利害関係がなく、同人証言は信用性が高い

旨判断した。 

[2] 目撃者証言と当

事者証言との一

致 

Ｘ(1)・Ｉ(2)証言 上記適用結果同様、Ｘの減速の必要性につきＸ(1)

証言とＩ(2)証言とが一致しない点指摘した。 

[3]  同上 Ｘ(3)・Ｉ(4)証言 上記同様、Ｘの車線変更の有無につき、Ｘ(3)証言と

Ｉ(4)証言とが一致しない点指摘した。 

[4] 当事者証言相互

の一致 

Ｘ(5)・Ｙ(7)証言 上記同様、Ｙ車の走行状態につき、Ｘ(5)証言とＹ(7)

証言とが一致しない点指摘した。 

[5] 目撃者証言と当

事者証言との一

致 

Ｙ(7)・Ｉ(6)証言  同様にＹ車の走行状態につき、上記Ｙ (7)証言とＩ

(6)証言とは一致する点指摘した。 

[6] 同上  Ｉ(6)・Ｘ(5)証言  同様にＹ車の走行状態につき、上記Ｉ(6)証言と上

記Ｘ(5)証言とが一致しない点指摘した。 

[7] 同上  Ｙ(7)・Ｉ(8)証言  上記適用結果同様、Ｘ車の動きにつき、Ｙ(7)証言

とＩ(8)証言とが一致した旨指摘した。 

[8] 当事者証言相互

の一致 

Ｘ(5)・Ｙ(12)証言 上記適用結果同様、Ｘ (5)証言とＹ (12)証言とは一

致しない点指摘した。 

[9] 物証と証言との整

合性  

直進とのＸ証言と

車両の停止状況  
上記適用結果同様、直進していたというＸ主張と、Ｘ

車が停止したときは前部を東に向けていたという停

止時の状況とは整合しない点指摘した。 

[10] 車体の損傷と証

言との整合性  

直進とのＸ証言と

損傷状態  
上記適用結果同様、［9］のＸ主張と、車両の損傷状

態(17)とは整合しない点指摘した。 
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6-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 6-4 に示す。  

 

Table 6-4 判決の判断結果  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｘの減速  Ｘ 全般  (1)  [2]  × 
(2) ［1］   

Ｘの走行  

状態  

Ｘ 割 込 み な し
（中央車線走
行） 

(3)  [3]  × 
(4)(8)(15)(17) ［1］［10］［11］   

Ｋ車の 
車線変更
終了時期  

Ｙ 第 3 車線から
第 2 車線に
割り込み 

① (4) ［1］ ［3］  ○ 
    

② (7)(8) ［1］［7］ ［4］  ○ 
    

Ｙ 第 1 車線に
進入し第 2車
線に戻る 

① (9)～(12) ［9］［10］ ［8］  ○ 
    

② (15)(17) ［9］［10］   ○ 
    

Ｙの走行  

状態  

Ｘ 減速せず 
直進  

(5)  ［4］［6］［8］  × 
(6)(7)(12) ［1］   

Ｙ Ｘ車見て減速  (6)(7)(12) ［1］［5］ ［6］  ○ 
    

 

1) Ｘ車の減速の有無  

  

 チェックリスト適用結果と同じである。  

 

2) Ｘの走行状態  

 

① Ｘ主張「中央線を走行していた」 

チェックリスト適用結果と同じである。  

 

② Ｙ主張「Ｘが追い越し車線から中央車線へ割り込んだ」 

ａ）Ｘ車とともに中央車線から追い越し車線へ車線変更したというＩ(4)証言には、信用

性強化要因［1］、同否定要因［3］双方あるが、判決は信用性を肯定した。  

ｂ）Ｘ車の追い越し車線から中央車線への割り込みについて、積極証拠(7)(8)、信用性強

化要因［1］［7］と同否定要因［4］があるが、信用性を肯定した。  

ｃ）中央車線に割り込んだＸ車がさらに左車線に進入した後再び中央車線に戻ったとの

主張につき、Ｙ(9)～(12)証言とその信用性強化要因［9］［10］、同否定要因［8］双方があ
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るが、信用性を肯定した。  

ｄ）積極証拠(15)(17)には同強化要因［9］［10］があり、信用性を肯定した点は、チェ

ックリスト適用結果と同じである。  

  

 ③ よって、②Ｙ主張の信用性を積極的に肯定した。②Ｙ主張の方が一応信用性が高

いという判定結果となったチェックリストとは異なる。  

 

3) Ｙ車の走行状態について  

 

① Ｘ主張「減速せず直進していた」    

チェックリスト適用結果と同じである。  

 

② Ｙ主張「Ｘ車を見て減速した」 

積極証拠(6)(7)(12)及びその信用性強化要因［1］［5］と、同否定要因［6］双方があるが、

信用できると判断した。 

   

③ よって、②Ｙ主張の信用性を積極的に肯定した。この点、①Ｘ主張の信用性が否

定されることとの対比上、②Ｙ主張の方が一応信用性が高いと判断したチェックリ

スト適用結果と異なる。 

 

4) まとめ 

 

以上より、判決は、全体的にＹ争点の信用性が肯定でき、Ｘの割り込みが事故の原因で

あると判断した。この点、チェックリスト適用結果と同じである。  

ただ、争点によって、考慮した要因はいずれも同じであり、信用性強化要因・否定要因

いずれもあるが、判決は積極的に判断を下した点が異なる争点があった。  
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7 事例 8・東京地方裁判所 平成 4 年 5 月 15 日判決(交通事故民事裁判例集 25 巻 3 号

595-602) 

 

7-1 事故の概要 

 

 Ｙ運転の普通貨物自動車が乙路を進行して、交差点に進入し、その右方道路（甲路）か

ら本件交差点に進入したＸ運転の原動機付自転車と出会い頭に衝突し、Ｘが頭部外傷、頭

蓋骨骨折等の傷害を負った。  

 交差点の見通しは、道路脇に植え込みがあったことから悪かった。  

  事案の概要を図 4-6-9-1-1 に示す。 

 

 

Figure 7-1 事例 8 の事故概要図  
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7-2 裁判の内容 

 

原告：Ｘ  被告：Ｙ  

ＸがＹに対し、負傷したことによって生じた損害賠償を請求した。  

争点：①Ｘが交差点に進入する際の一時停止の有無、及び、交差点への進入速度  

     Ｘの安全確認の有無  

    ②Ｙの安全確認が十分だったか否か  

 

7-2-1 当事者の主張  

 

Ｘ：①Ｘは交差点に進入する際、一時停止し、約 5ｋｍ/ｈで進入した。十分安全確認を

行った。 

②Ｙは、乙路上の歩行者に気をとられ、甲路の安全を確認しなかった。  

 Ｙ：①Ｘは一時停止することなく、高速のまま交差点に進入した。安全確認していない。 

②Ｙが交差点に進入する際、ミラーで甲路を確認した。このときＸ車両は写ってい

なかった。  

 

7-2-2 判決 

 

 原告の請求認容。ただし、過失割合は、Ｘ：Ｙ＝55:45。 

 理由：①Ｘは、一時停止あるいは少なくとも減速はした。  

     しかし、ミラーによる乙路の確認も、交差点進入の際の安全確認も怠った。  

    ②Ｙは、交差点に進入するに当たり、ミラーによる甲路の安全確認を怠った。  

     さらに、交差点に進入する際の甲路の安全確認も怠った。  
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7-3 チェックリストによる事実関係の判定  

 

7-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］で番号をつけた（Figure 7-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は Table 7-1 のとおりである。  

 

事例8【被告主張】
判決日付：平成4年5月15日　　　　　　裁判所：東京地裁　
事件番号：平成2年（ﾜ）第2622号等　　事件名：損害賠償請求事件

前提条件：交差点の見通しは悪い/甲路は、交差点手前に一時停止の標識あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：なし
車線：甲路幅員5.7m　乙路幅員5.1m
速度規制：
道路形状：交差点
発生時刻：S59/6/5　10:40　　　

運転者：年齢
　　　　　性別
車　種：普通貨物

Ｙ

運転者：年齢
　　　　　性別　男
車　種：原付

Ｘ

乙路を西へ走行

交差点正面のミ
ラー確認

20km/hで進行

甲路を南へ走行

右方の甲路に車両
なしを確認

甲路に一時停止の
標識

そのままの速度で交
差点進入

高速で進行

高速のまま交差点進
入

一時停止、減速しな
い

(1)ヘルメット着用せず

(15)頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳挫傷

交差点北東角、南
東角、南西角にﾐﾗー

1.55m～4.02mのｽﾘｯ
ﾌ゚ 痕

(12)Ｙ車衝突地点から数m進行した
付近を起点として付着

停止

6.43m

Ｘ車がＹ車の右前部
に衝突

車両は右を下に倒れ
る

Ｘは交差点南西角に
激突

(7)Ｘ：Ｙは、交差点手前5mの地点か
ら右前方を対面して歩いてくる歩行
者に気をとられていた

(5)Ｘ：標識に従い一時停止した

(8)Ｘ：安全確認の上5km/hで交差点に進入

27.43m
21.
22m

Ｘ発見

17.
27m

(11)Ｙ車:前部ボディー中央部に凹損

(14)ＸはＹ車の前方さほど左に跳ね
飛ばされていない

(10)Ｙ：Ｘの進行方向にはＸ車のス
リップ痕なし

(13)Ｘが跳ね飛ばされた角度はＸ進
行方向の左約19.3度

交差点に車体がほぼ
全て入る

ミラーで乙路を確
認せず

3.95m

0.71
秒

交差点の安全確認
せず

(1)

(2)(3)

(4)

(5)(6)

(7)

ブレーキをかける

Ａｄ1

Ａｄ7

Ａｄ7

Ａｄ1

[1]

[2]

[3]

[4]

(2)ＹはＸを視認できた可能性あり

(3)Ｘ：Ｙはミラーで甲路の安全確
認をしていない

(4)Ｘ:ミラーを確認した
   Ｙ：ミラーを確認していない

(6)Ｙ証言による

(9)Ｙ証言による

(8)～(10)

(11) (12) (13)(14)

(15)

Ａｄ7

Ａｄ1

[5]

(6)

 

 

Figure 7-2 事例 8・敗訴側主張に基づくＶＴにチェックリストを適用した結果
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Table 7-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの 

番号  

チェックリスト該

当の項目番号

と項目名  

関係する証言等  具体的内容  

[1] Ad1 証言内容
の不自然性  

Ｙがミラーで確認した
旨の証言と(2)の状況  

Ｙが交差点に進入する前、ミラーで甲路（Ｘ車が走
行している道路）に車両がないことを確認したと主
張するが、Ｘ車の位置からして、視認したはずであ
り（(2)）、不自然である。 

[2] Ad7 当事者証
言相互の一致  

Ｙのミラーで確認した
旨の証言とＸ(3)証言  

［1］の点につき、Ｙのその旨の証言に対し、ＸはＹ
はミラーで甲路の確認をしていない旨の(3)証言を
しており、一致しない。 

[3]  Ad1  当事者
証言の不自然
性 

Ｘ(4)証言（Ｘの交差点
への進入状況との関
係） 

Ｘが交差点に進入する前、Ｘはミラーを確認したと
証言する（Ｘ(4)証言）が、事故当時交差点に車体
のほぼ全体が入るまでに進行していたことからする
と、確認したというのは不自然であり、確認を行っ
ていないとするＹ(4)証言の方が自然である。 

[4]  Ad7 当事者証
言相互の一致  

(5)(6)証言  Ｘが交差点に進入する前、Ｘは、標識に従い一
時停止した旨の(5)証言をしているが、Ｙは一時停
止も減速もしていない旨の (6)証言をしており、一
致しない。 

[5] Ad7 同上  (8)(9)証言 Ｘが交差点に進入する際、Ｘは、安全確認の上
5km/h で交差点に進入した旨証言する（(8)証言）
が、Ｙは安全確認せず、高速のまま進入した旨証
言しており（(9)証言）、一致しない。 

[6] Ad1 当事者証
言の不自然性  

(8)証言（Ｘ車の交差
点への進入状況との
関係） 

事故当時、Ｘ車両の車体がほぼ全て交差点に入
っていたということからすると、Ｘの上記 (8)証言は
不自然である。 
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7-3-2 主張が事実に合致しているかの判定  

  

これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するか判定した（Table 7-2）。 

 

Table 7-2 事例 8・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙの 
安全確認  
 

Ｘ ミラー確認してない (3)  ［2］  × 
    

交差点進入時に 
安全確認してない 

(7)     
○     

Ｙ ミラー確認した (2)  ［1］［2］  × 
    

交差点進入時に安
全確認した 

    △ 
    

Ｘの 

安全確認  

Ｘ ミラー確認した (4)Ｘ  ［3］  × 
    

一時停止した (5)  ［4］  × 
    

交差点進入時に 
安全確認した 

(8)  ［5］  × 
    

交差点進入時の速
度は 5km/h 

(8)  ［5］［6］  × 
    

Ｙ ミラー確認してない (4)Ｙ    ○ 
    

一時停止してない (6)    ○ 
    

交差点進入時に 
安全確認してない 

(9)  ［5］  × 
    

交差点進入時の速
度は高速  

(9)  ［5］  × 
(10)    

 

1) 交差点進入時のＹの安全確認  

 

① Ｙによるミラーの確認  

ａ）Ｘ主張「Ｙがミラーを確認しなかった」 

積極証拠(3)はあるが、信用性否定要因［2］があるため、信用性は否定された。  

ｂ）Ｙ主張「ミラーを確認した」 

積極証拠(2）はあるが、信用性否定要因［1］［2］があるため信用性は否定された。 

ｃ）このため、信用性はいずれも否定された。  

 

  ② 交差点進入時の安全確認について  

ａ）Ｘ主張「安全確認をしなかった」 

  積極証拠(7)があるため、信用性が肯定できた。  
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ｂ）Ｙ主張「安全確認をした」 

  いずれの証拠、要因ともないので、判定できない。 

ｃ）よって、相対的にＸ主張の信用性が肯定できた。  

 

2) 交差点進入時のＸの安全確認  

  

 ① Ｘによるミラー確認について  

 ａ）Ｘ主張「確認した」 

   積極証拠Ｘ(4)証言に対し、信用性否定要因［3］があるため信用性は否定された。  

 ｂ）Ｙ主張「確認していない」 

   積極証拠Ｙ(4)証言があり、信用性否定要因がないので、信用性が認められた。  

 ｃ）よって、Ｙ主張の信用性が肯定できた。 

 

② Ｘの一時停止の有無について  

ａ）Ｘ主張「一時停止した」 

  積極証拠(5)はあるが、信用性否定要因［4］があるため信用性は否定された。  

ｂ）Ｙ主張「一時停止していない」 

  積極証拠(6)があり、信用性を否定する要因がないため、信用性が肯定できた。  

 ｃ）よって、Ｙ主張の信用性が肯定できた。 

 

  ③ 交差点進入時の安全確認について  

 ａ）Ｘ主張「安全確認した」  

   積極証拠(8)はあるが、信用性否定要因［5］があるため、信用性は否定された。  

 ｂ）Ｙ主張「Ｘは安全確認を行っていない」  

   積極証拠(9)はあるが、信用性否定要因［5］があるため、信用性は否定された。  

 ｃ）よって、いずれの信用性も否定された。  

  

 ④ 交差点進入時の速度について  

 ａ）Ｘ主張「5km/h で進入した」 

   積極証拠(8)はあるが、信用性否定要因［5］［6］があるため信用性は否定された。  

 ｂ）Ｙ主張「高速で進入した」 

   積極証拠(9)はあるが、信用性否定要因［5］及び消極証拠(10)（Ｘ車進行方向に同

車のスリップ痕がない）があるため、信用性は否定された。  

 ｃ）よって、いずれも信用性も否定された。  
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3) まとめ 

 

 以上より、本件交差点進入時、Ｙは安全確認をしておらず、またＸも、ミラーでの安全

確認や一時停止をしていないと判定できた。 

ただ、Ｙのミラーの確認の有無、Ｘの交差点進入時の安全確認の有無や双方の進入速度

は判定できなかった。 
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7-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 7-3 のとおりである。 

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 7-3 のとおりである。  

 

 

事例8【判決】
判決日付：平成4年5月15日　　　　　　裁判所：東京地裁　
事件番号：平成2年（ﾜ）第2622号等　　事件名：損害賠償請求事件

前提条件：交差点の見通しは悪い/甲路は、交差点手前に一時停止の標識あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：なし
車線：甲路幅員5.7m　乙路幅員5.1m
速度規制：
道路形状：交差点
発生時刻：S59/6/5　10:40　　　

運転者：性別　男
車　 種：普通貨物

Ｙ

運転者：性別　男
車　 種：原付

Ｘ

乙路を西へ走行

交差点正面のミ
ラーで甲路を一瞥

30km/hで進行

甲路を南へ走行

甲路に一時停止の
標識

20km/hで交差点進入

一時停止

(1)ヘルメット着用せず

(15)Ｘ：頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳
挫傷

交差点北東角、南
東角、南西角にﾐﾗー

1.55m～4.02mのｽﾘｯ
ﾌ゚ 痕 (12)Ｙ車衝突地点から数m進行した

付近を起点として付着

停止

6.43m

Ｘ車がＹ車の右前部
に衝突

車両は右を下に倒れ
る

Ｘは交差点南西角に
激突

(7)Ｘ証言による

(5)Ｘ:標識に従い一時停止した

(8)Ｘ:安全確認の上5km/hで交差
点に進入

27.43m

21.
22m

Ｘ発見

17.
27m

(11)Ｙ車:前部ボディー中央部に凹損

(14)ＸはＹ車の前方さほど左に跳ね
飛ばされていない

(10)Ｙ：Ｘの進行方向にはＸ車
のスリップ痕なし

(13)Ｘが跳ね飛ばされた角度はＸ進
行方向の左約19.3度

交差点に車体がほぼ
全て入る

ミラーで乙路を確
認せず

3.95m

0.47
秒

減速

右前方の歩行者に
注意払う

5m

以後ミラー確認せず

減速

低速で交差点進入

乙路の安全確認せ
ず

速度とは
ねられ方
の不一致

低速進入
の可能性

(9)Ｙ：Ｘは高速で交差点に進入した

目撃時間

(2)Ｙ：甲路の右方に車両なしを確
認した不自然

(4)Ｘ：ミラーを確認した
 　Ｙ：ミラーを確認していない

(1)

(2)
(3)

(11)

(15)
(14)
(13)

(6)Ｙ：一時停止・減速しない
不一致

［5］

［1］

［2］

不自然

不自然

［4］

(5)(6)

(7)

不一致

(8)(9)(10)

［3］

(12)

(3)Ｘ：Ｙはミラーで甲路の安全確
認をしていない

(4)

[6]

[7]

[8]

[9]

Ａｄ7

 

Figure 7-3  VTA-B・判決判断結果  
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Table 7-3  判決が判断に用いた要素  

要因

の 

番号  

判決が判断

するのに用

いた要素  

関係する証言等  具体的内容  

※（）内の番号は、ＶＴ右側欄外の証言／状況に付した番

号 

[1]  証言内容の

不自然性  

Ｙがミラーで確認
した旨の証言 と
(2)の状況 

 チェックリスト適用結果同様、Ｙが交差点に進入する前、

ミラーで甲路を確認したのであればＸ車を確認していない

のは不自然である旨指摘した。 

[2]  当事者証言

相互の一致  

Ｙのミラーで確認
した旨の証言とＸ
(3)証言  

上記結果同様、［1］の点につき、安全を確認したとのＹ証

言に対し、Ｘ(3)証言は一致しない旨指摘した。 

[3]  当事者証言

の不自然性  

Ｘ(4)証言（Ｘの交
差点への進入状
況との関係） 

上記結果同様、Ｘ (4)証言に対し、Ｘ車が、事故当時、交

差点に車体のほぼ全体が入っていたことからすると、安全

を確認したというのは不自然であり、Ｙ(4)証言の方が自然

である旨指摘した。 

[4] 当事者証言

相互の一致  

(5)(6)証言 上記結果同様、Ｘの一時停止の有無につき、Ｘ (5)証言と

Ｙ(6)証言とが一致しない旨指摘した。 

[5] 同上  (8)(9)証言 上記結果同様、Ｘが交差点に進入する速度につき、Ｘ (8)

証言とＹ(9)証言とが一致しない点指摘した。 

[6] 当事者証言

の不自然性  

(8)証言 （Ｘ車の
交差点への進入
状況との関係） 

事故当時のＸ車両の車体の位置からすると、Ｘの上記 (8)

証言は不自然である旨指摘した。 

[7] 目撃時間  Ｙの目撃時間  Ｙが交差点に進入したＸを目撃したのは、衝突直前の一

瞬の出来事であり、目撃時間は非常に短い。 

[8] 低速進入の

可能性  

スリップ痕なしの

理由に関連  

Ｘの進行方向に同車のスリップ痕がないということは、ブレ

ーキをかけなかったということではなく、進入する速度が低

かったといえる。 

[9] 速度とはねら

れ方の不一

致 

(9)証言とはねら

れ方 

Ｘは高速で交差点に進入したというＹ (9)証言と、Ｘが衝突

の際、あまり左方向にはね飛ばされていないという状況と

は一致しない。高速で進入したなら、もっと左方向に飛ば

されるはずである。 

 



 

 

85 

7-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 7-4 に示す。  

Table 7-4 判決の判断結果  

具 体的 な
争点  

主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙの 
安全確認  
 

Ｘ ミラー確認してない (3)  ［2］  ○ 
    

交差点進入時に 
安全確認してない 

(7)     
○     

Ｙ ミラー確認した (2)  ［1］［2］  × 
    

交差点進入時に安
全確認した 

    × 
    

Ｘの 

安全確認  

Ｘ ミラー確認した (4)Ｘ  ［3］  × 
    

一時停止した (5)  ［4］  △ 
    

交差点進入時に 
安全確認した 

(8)  ［5］  × 
    

交差点進入時の速
度は 5km/h 

(8)  ［5］［6］  △ 
    

Ｙ ミラー確認してない (4)Ｙ    ○ 
    

一時停止してない (6)    △ 
    

交差点進入時に 
安全確認してない 

(9)  ［5］  ○ 
    

交差点進入時の速
度は高速  

(9)  ［5］［7］［9］  × 
(10) ［8］   

 

1) 交差点進入時のＹの安全確認  

 

① Ｙによるミラーの確認について  

ａ）Ｘ主張「Ｙがミラーを確認しなかった」 

積極証拠(3)があり、信用性否定要因［2］があるが、信用性を肯定した。  

ｂ）Ｙ主張「ミラーを確認した」 

チェックリスト適用結果と同じである。  

 ｃ）このため、Ｙはミラーを確認していないと認定した。  

  

 ② 交差点進入時の安全確認について  

 ａ）Ｘ主張「安全確認をしなかった」 

   チェックリスト適用結果と同じである  

 ｂ）Ｙ主張「安全確認をした」 
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   いずれの証拠、要因ともなく、信用性を否定した。  

 ｃ）よって、判決は、Ｙは交差点進入時に安全確認しなかったと認定した。  

 

2) 交差点進入時のＸの安全確認  

  

 ①Ｘによるミラー確認について  

 チェックリスト適用結果と同じく、判決はＸがミラーを確認したと認定した。  

 

②Ｘの一時停止の有無について  

ａ）Ｘ主張「一時停止した」 

 積極証拠(5)と信用性否定要因［4］があるが、いずれが事実かは不明と判断した。  

ｂ）Ｙ主張「一時停止していない」 

  積極証拠(6)はあり、信用性を否定する要因もないがいずれが事実かは不明と判断。 

 ｃ）よって、Ｙの一時停止の有無は不明であった。  

  

③ 交差点進入時の安全確認について  

 ａ）Ｘ主張「安全確認を行った」  

   チェックリスト適用結果と同じである。  

 ｂ）Ｙ主張「安全確認を行っていない」 

   積極証拠(9)と信用性否定要因［5］があるが、信用性を肯定した。  

 ｃ）よって、Ｘは、交差点進入時に安全確認をしなかったと認定した。  

  

 ④ 交差点進入時の速度について  

 ａ）Ｘ主張「5km/h で進入した」 

積極証拠(8)、信用性否定要因［5］［6］があり、低速で進入したことは認めたが、

5km/h か否かは不明と判断した。  

 ｂ）Ｙ主張「高速で進入した」 

積極証拠(9)はあるが、信用性否定要因［5］に加え［7］［9］及び消極証拠(10)とそ

の信用性強化要因［8］があるため、信用性を否定した。  

ｃ）よって、判決は、Ｘが低速で進入したといことは認めたが、5km/h で走行していた

かどうかは不明とした。 

 

3) まとめ 

  

Ｘ・Ｙいずれも、ミラーや交差点進入時の安全確認を行っていないと判断した。ただし、
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Ｘの一時停止の有無、Ｘの具体的な走行速度は不明とした。  

 結論的には、ＸＹいずれにも責任があり、過失割合は 45:55 と判断した。  

 ただ個別の争点で、いずれも考慮した要因は同じだが判決は真偽不明とした争点、信用

性強化要因と否定要因があるが判決は積極的に判断を下した争点、異なる要因を用いた争

点(結論は同じ)があった。 
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8 事例９・仙台高等裁判所 平成 7 年 6 月 28 日判決(判例タイムズ 891 号 219-225) 

 

8-1 事故の概要 

 

 Ｘ車運転者は、友人Ｋら 3 人と連れ立って夜間無灯火のまま自転車を運転し、信号のあ

る交差点で幹線道路をＹ車進行方向右から左に横断しようとした。最初にＫが横断を開始

し、2 番目にＸが横断を始めたところ、Ｙ車（普通乗用車）と出会い頭に衝突し、Ｘ車運

転者が死亡した。  

  

 

Figure 8-1 事例 9 の事故概要図  
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8-2 裁判の内容 

 

 原告（反訴被告）：Ｘ車運転者遺族  被告（反訴原告）：Ｙ  

 Ｘ車運転者の遺族は、Ｙに対してＸ死亡による人身損害の賠償を求め、ＹはＸ遺族に対

し、車両損害の賠償を求めた。  

争点：①Ｘ，Ｙの過失（Ｙが交差点に進入したときの信号の色、Ｘが無灯火であったこ

との評価）  

    ②両者の過失割合  

  

8-2-1 当事者の主張  

 

Ｘ遺族：①本件事故は、Ｙの前方不注視によって発生した（Ｙは赤信号で交差点に進入

した。本件交差点付近は街灯等により明るい状態であり、Ｘが無灯火であっ

たときは本件事故の原因とはならない）。  

    ②Ｘ：Ｙは 20:80。 

Ｙ：①本件事故は、Ｘの信号無視という過失によって発生した（Ｙは信号が青になって

から交差点に進入した。Ｘは、対面信号が赤であるにもかかわらずそれを無視し

て、交差点内に無灯火のまま飛び出してきてＹと衝突した。  

  ②Ｘ：Ｙは少なくとも 70:30。  

 

8-2-2 判決 

 

 第一審判決は、自転車赤色ないし黄色進入、自動車青色進入の出会い頭事故とし、被害

者の無灯火が重大な過失として、過失割合をＸ：Ｙは 70:30 とした。 

 本判決は、信号はＹ進行方向青としたが、信号の変わり目において、Ｙ車運転者が、現

に先行横断車がいたのに前方不注視を怠ったまま高速運転をした過失は重大であり、被害

者の無灯火の事故への関与は低いとして、過失相殺の割合を 50:50 とした。  
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8-3 チェックリストによる事実関係の判定  

 

8-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］で番号をつけた（Figure 8-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は Table 8-1 のとおりである。  

事例9【Ｙ主張】
判決日付：平成7年6月28日　　　　　　裁判所：仙台高裁　
事件番号：平成6年（ﾈ）第543号等　 　事件名：損害賠償請求控訴事件

前提条件：交通量少ない/交差点付近は夜間でも明るい(1)/国道の見通しはよい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：あり(半感応式：交差道路側の車両･歩行者を感知しない場合、国道が青、交差道路が赤。
　　　感知した場合、国道の信号が黄色に変化し、黄3秒→全赤3秒→交差道路の歩行者用信号の青16～26秒
　　→同信号青点滅6秒→同信号赤2秒の後、交差道路車両用信号が黄色に変わり黄色3秒→全赤2秒）
車線：2車線/2車線。右折レーンあり(国道)　1車線（交差道路）
速度規制：60km/ h
道路形状：交差点
発生時刻：H4/ 9/18　21:0 0　　　

運転者：年齢
　　　　　性別　男
車種：普通乗用

Ｙ

運転者：年齢
性別
車種：自転車

Ｘ

(9)脳挫傷、全身打撲擦過傷

交差道路を西進

無灯火

ＡＢら3人で走行

横断開始

交差点に差し掛かる

対面信号黄

Ａ

目撃者
運転者：年齢
性別
車種：自転車

ＸＢら3人で走行

交差道路を西進

交差点に差し掛かる

国道南側に車両の
照明発見

渡りきれると判断

交差点内に飛び出し

衝突

衝突音聞く

跳ね飛ばされ転倒
33.7m

国道を北進

70k m/hで走行

Ａ車発見

青信号確認

ブレーキをかける

自転車を引きずる

停止

(8)衝突現場にﾌﾞﾚｰ ｷ痕なし

(10 )Ｙ車両:ﾎﾞﾝ ﾈｯﾄ、ﾌﾛﾝ ﾄｶﾞﾗ ｽ、屋
根等大破

Ｙ走行車線中間部に
到達

14.5m
3秒

63.5m

55.1m

14.5m
3秒

3秒 Ａの動静に注意

(5)Ｙ：Ａの動静に注意奪われ
たのは、対面信号が青なのに交
差点内を走行していたため

(2)Ｂ：横断前に対面車両用
信号を見たら黄色だった

Ｙ車に気づかないＸ車に気づかない (7)Ｙ：Ｘ車が無灯火だっ
たため
Ｘ：Ｙの不注意のため

(6)Ｙ証言による
　 Ａ：Ａは少し早めに走行。Ｘ
はＡよりゆっくり走行していた

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

Ｂc6

(1)照明設備や付近の店舗の
明かりのため

(8)

Ａｄ1

[1]

[2]

(3)Ａ証言による
(4)

(4)赤信号から変わった直後

(10)

(9)

Ｂc6

[3]

 

Figure 8-2 事例 9・敗訴側主張に基づくＶＴにチェックリストを適用した結果  
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Table 8-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの番

号  

チェックリスト該

当の項目番号

と項目名  

関係する証言

等 

具体的内容  

[1] Bc6 目撃者証

言と当事者証

言との不一致  

Ｙ主張（対面信

号青）とＡ (3)証

言 

交差道路を走行していたＹＡについて、自分の対面信号

が青であったというＹ主張と、同じく自分の対面信号が黄

色であったというＡ(3)証言とは一致しない。 

[2]   Bc6 同上 

 

Ｙ(6)・Ａ(6)証言  Ｘが交差点内に飛び出したとするＹ(6)証言と、ＸはＡよ

りゆっくり走行していたとするＡ(6)証言とは一致しない。 

[3] Ad1 当事者証

言内容の不自

然性  

Ｙ(7)証言（照明

設備との関係） 

ＹがＸ車の存在に気づくのが遅れた理由につき、ＹはＸ

車が無灯火だったためとする（Ｙ (7)証言）が、照明設備

等のため周囲は明るいことに照らせば（(1)）、上記Ｙ証言

は不自然である。 

 

8-3-2 主張が事実に合致しているかの判定  

  

これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するか判定した（Table 8-2）。 

 

Table 8-2 事例 9・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

具体的な争点  主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙ交差点進入
時のＸの対面
信号の色  
 

Ｘ 黄 ① (2)    ○ 
    

② (3)  ［1］  × 
    

Ｙ 赤 (5)  ［1］  × 
    

Ｙ交差点進入時

のＹの対面信号

の色  

Ｘ 赤 (2)(3)    ○ 
    

Ｙ 青 (5)  ［1］  × 
    

Ｘの交差点への

進入状況  

Ｘ Ａよりゆっくり
走行  

(6)Ｘ証言   ［2］  × 
    

Ｙ 飛び出し (6)Ｙ証言   ［2］  × 
    

ＹがＸに 
気づかなかっ
た理由  

Ｘ 不注意  (7)Ｘ証言、(8)    ○ 
    

Ｙ Ｘの無灯火  (7)Ｙ証言   ［3］  × 
(1)    

 

1) Ｙが交差点に進入したときの、Ｘの対面信号の色  

 

 ① Ｘ主張「黄色」 

ａ）横断前に対面信号を見たときの色が黄色だったとの (2)証言については、信用性を否

定する要因もないため信用できると判定した。 

ｂ）横断時も黄色とするＡ(3)証言には、信用性否定要因［1］があるため、信用性は否
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定された。  

  ② Ｙ主張「赤」 

自車線の対面信号が青であった反面、Ｘ側の信号は赤というＹ (5)証言には、信用性否定

要因［1］があるため、信用性は否定された。  

  ③ よって、対面信号は①、②の対比上、黄色が信用性が高いと判定した。 

 

2) Ｙが交差点に進入したときの、Ｙの対面信号の色  

 

  ① Ｘ主張「赤」 

 積極証拠(2)(3)証言があることから、信用性ありと判断した。  

  ② Ｙの、青との主張  

赤信号なのにＡが横断していたので注意を取られたとの積極証拠 (5)証言はあるが、同否

定要因［1］があり、信用性は否定された。  

  ③ よって、①Ｘ主張が信用できると判断できた。  

 

3) Ｘの交差点への進入状況  

 

  ① Ｘ主張「Ａよりゆっくり走行していた」 

   (6)Ａ証言はあるが、信用性否定要因［2］があるため、信用性は否定された。  

  ② Ｙ主張「Ｘが飛び出した」 

   (6)Ｙ証言はあるが、信用性否定要因［2］があるため、信用性は否定された。  

  ③ よって、いずれが真実とも判断できない。  

 

4) ＹがＸに気づかなかった理由  

 

  ① Ｘ主張「Ｙの不注意による」 

   (7)Ｘ証言、(8)（衝突場所にブレーキ痕がない）の積極証拠から信用性が認められた。 

② Ｙ主「Ｘの無灯火による」 

積極証拠(7)Ｙ証言はあるが、信用性否定要因［3］、消極証拠(1)の照明設備の存在の

ため、信用性は否定された。  

  ③ よって、①Ｘ主張の信用性が肯定された。  

 

5) まとめ 

以上より、Ｙが交差点に進入したときのＹ側の信号の色は赤、Ｘ側は青であり、Ｙの不

注意のためにＸの姿に気づかなかったと判定された。
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8-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

 裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 8-3 のとおりである。  

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 8-3 のとおりである。  

 

 

事例9【判決】
判決日付：平成7年6月28日　　　　　　裁判所：仙台高裁　
事件番号：平成6年（ﾈ）第543号等　 　事件名：損害賠償請求控訴事件

前提条件：交通量少ない/交差点付近は夜間でも明るい(1)/国道の見通しはよい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事情
信号：あり(半感応式：交差道路側の車両･歩行者を感知しない場合、国道が青、交差道路が赤。
　　　感知した場合、国道の信号が黄色に変化し、黄3秒→全赤3秒→交差道路の歩行者用信号の青16～26秒
　　→同信号青点滅6秒→同信号赤2秒の後、交差道路車両用信号が黄色に変わり黄色3秒→全赤2秒）
車線：2車線/2車線。右折レーンあり(国道)　1車線（交差道路）
速度規制：60km /h
道路形状：交差点
発生時刻：H4/9/1 8　21: 00　　　

運転者：年齢
　　　　　性別　男
車　種：普通乗用

Ｙ

運転者：年齢　15 歳
　　　　　性別　男
車　種：自転車

Ｘ

(9)Ｘ:脳挫傷、全身打撲擦過傷

交差道路を西進

無灯火

ＡＢら3人で走行

横断開始

交差点に差し掛かる

対面信号赤

Ａ

目撃者
運転者：年齢
　　　　　性別　男
車種：自転車

ＸＢら3人で走行

交差道路を西進

交差点に差し掛かる

国道南側に車両の
照明発見

渡りきれると判断

横断開始

衝突

衝突音聞く

跳ね飛ばされ転倒
33.7m

国道を北進

70km/hで走行

Ａ車発見

青信号確認

ブレーキをかける

自転車を引きずる

停止

(8)衝突現場にﾌﾞﾚ ｰｷ痕なし

(10)ﾎﾞ ﾝﾈｯﾄ、ﾌﾛ ﾝﾄｶﾞ ﾗｽ、屋根等
大破

Ｙ走行車線中間部に
到達

14.5m
3秒※

63.5m

55.1m

14.5m
3秒

3秒 Ａの動静に注意

(5)Ａの動静に注意奪われたの
は、対面信号が青なのに交差
点内を走行していたため

(2)Ｂ：横断前に対面車両用信
号を見たら黄色だった※

Ｙ車に気づかないＸ車に気づかない (7)Ｙ：Ｘ車無灯火のため発見が　　　
　　遅れる
　Ｘ；Ｙの不注意のため

(4)赤信号から変わった直後
Ｙ対面信号赤から

青に変化

(6)Ｘ証言による
　 Ｙ：Ｘは交差点内に飛び出した

少し早めに走行

Ａよりゆっくり走行

客観的証拠
との整合性
※

横断開始時につい
てはふれていない

(1)照明設備や付近の店舗の明かりのため

対面信号黄

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(3 )Ａ：対面信号は黄色だった※

不一致

［1］

客観的状
況との不
一致

［2］

［3］

不一致

[4]

(9)

(10)

[5]

 

Figure 8-3  VTA-B・判決判断結果  
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Table 8-3  判決が判断に用いた要素  

要因の 

番号  

判決が判断する

のに用いた要素  

関係する証言等  具体的内容※（）内の番号は、ＶＴ右側欄外の

証言／状況に付した番号  

[1] 目撃者証言と当

事者証言との不

一致  

Ｙ主張（対面信号

青）とＡ(3)証言  
対面信号が青であったというＹ主張と、対面信号

が黄色であったというＡ(3)証言とは一致しない点

指摘した。 

[2] 同上  Ｙ(6)・Ａ(6)証言 Ｘが交差点内に飛び出したか否かにつき、Ｙ (6)

証言とＡ(6)証言とは一致しない旨指摘した。 

[3] 客観的状況との

不一致  

Ｙ (7)証言（照明設

備との関係） 
ＹがＸ車の存在に気づくのが遅れた理由につき、

ＹはＸ車が無灯火だったためとする（Ｙ (7)証言）

が、照明設備等のため周囲は明るいという状況

（(1)）と一致しない点指摘した。 

[4] 横断開始時につ

いてはふれてい

ない 

Ｂ(2)証言  Ｂ(2)証言は、横断開始前の信号が黄色だったと

いうだけで、横断開始時の信号の色については

触れていないという点を指摘した。 

[5]  客観的証拠との

整合性  

信 号 サ イ ク ル と

(2)(3)証言 

横断開始時には黄色だったとしても、ＡがＸとＹ

の衝突音を聞いたときにはＡが横断を開始して

から６秒経過しており、黄色は３秒しか表示しな

いという信号サイクルに照らして、衝突時に信号

が黄色だったということは整合しない。 

    

8-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 8-4 に示す。  

 

Table 8-4 判決の判断結果  

具体的な争点  主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

Ｙ交差点進入
時のＸの対面
信号の色  
 

Ｘ 黄 ① (2)  ［4］  × 
    

② (3)  ［1］［5］  × 
    

Ｙ 赤 (5) ［5］ ［1］  ○ 
    

Ｙ交差点進入時

のＹの対面信号

の色  

Ｘ 赤 (2)(3)  ［4］［5］  × 
    

Ｙ 青 (5) ［5］ ［1］  ○ 
    

Ｘの交差点への

進入状況  

Ｘ Ａよりゆっくり
走行  

(6)Ｘ証言   ［2］  ○ 
    

Ｙ 飛び出し (6)Ｙ証言   ［2］  × 
    

ＹがＸに 
気づかなかっ
た理由  

Ｘ 不注意  (7)Ｘ証言、(8)    ○ 
    

Ｙ Ｘの無灯火  (7)Ｙ証言   ［3］  × 
(1)    
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1) Ｙが交差点に進入したときの、Ｘの対面信号の色  

  ① Ｘ主張「黄色」 

   ａ）Ｂ(2)証言は、信用性否定要因［4］があるため信用できないと判断した。  

ｂ）Ａ(3)証言は、信用性否定要因［1］に加え［5］があるため、信用性を否定した。  

  ②Ｙ主張「赤」 

   Ｙ(5)証言には、信用性強化要因［5］と同否定要因［1］があるが、信用性を認めた。 

  ③ よって、Ｘの対面信号は赤と判断した。  

 

2) Ｙが交差点に進入したときの、Ｙの対面信号の色  

  ① Ｘ主張「赤」 

   積極証拠(2)(3)証言があるが、信用性否定要因［4］［5］があることから、信用性な

しと判断した。  

  ② Ｙ主張「青」 

   積極証拠(5)証言及びその信用性強化要因［5］、同否定要因［1］双方あるが、信用

性ありと判断した。  

  ③ よって、Ｙの②主張が事実と認定した。  

 

3) Ｘの交差点への進入状況  

  ①Ｘ主張、②Ｙ主張いずれについても、チェックリスト適用結果と同じである。  

  ③よって、Ｘの①主張を事実と判断した。 

 

4) ＹがＸに気づかなかった理由  

  

 ①Ｘ主張、②Ｙ主張いずれも、チェックリスト適用結果と同じである。  

  ③よって、①Ｘ主張の信用性が肯定された。  

 

5) まとめ 

以上より、Ｙが交差点に進入したときのＹ側の信号の色は青、Ｘ側は黄色から赤に変化

していたが、Ｙの不注意のためにＸの姿に気づかなかったと判断した。全体の結果につき、

チェックリスト適用結果と逆の判断結果となった。  

個別の争点で、判決がチェックリストにない要素を用いて逆の結論を導いた争点、チェ

ックリストにない要素によりチェックリストでは判定できなかった点に積極的に判断を下

した争点がみられた。  



 

 

96 

9 事例 10・広島地方裁判所 平成 11 年 7 月 29 日判決(判例タイムズ 1072 号 199-207) 

 

9-1  事故の概要 

 

 ＡまたはＢが飲酒の上、Ｂ車を運転し、交差点の赤色点滅信号にもかかわらず一旦停止

せずに交差点に進入し、左方から交差進行してきたＣ車に衝突し、続いてＣ車に対向進行

中のＤ車の進行車線に飛び込んでＤ車と衝突し、Ａおよび同乗者１人が死亡、Ｂおよび同

乗者 1 人が負傷した事案である。  

  

 

Figure 9-1 事例 10 の事故概要図  
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9-2 裁判の内容 

 

 原告：死亡した同乗者 1 人の遺族ら  

被告：Ｂ、Ｃ車運転者、Ｄ車運転者、Ｄ車両の保有者、Ｂ・Ｃ・Ｄ各車両の保険会社  

 原告が、各車両運転者に対して不法行為責任、Ｂ・Ｃ車運転者・Ｄ車両保有者に対し、

車両保有者としての責任、保険会社に対して保険金支払いを求め、提訴した。  

争点：①Ｂ車の運転者は誰か  

    ②各車両の過失 

  

9-2-1 当事者の主張  

 

 原告：Ｂが運転していた。  

    Ｂ，Ｃ，Ｄは、事故現場を通過するに当たり、減速の上左右の安全確認をする注

意義務があるのにこれを怠った。  

    車両保有者及び保険会社は、運転者に過失があることからいずれも免責されない。 

 被告Ｂ・Ｂの保険会社：Ａが運転していた。  

被告Ｃ・Ｃの保険会社：本件事故は、Ｂ車側の一方的過失によって惹起されたものであ

り、Ｃに過失はない。  

被告Ｄ・Ｄの保険会社：被害者は、Ｂ車とＣ車の衝突の際、路上に投げ出されて死亡し

たのであり、Ｄ車との衝突によって死亡したのではない。本件

事故のような特異な状況を、Ｄが予見することは不可能。  

 

9-2-2 判決 

 

 Ｂ・同人の保険会社は、損害賠償責任を負う。  

 理由：運転者はＢ。Ａは同乗していた。  

 Ｃ・同人の保険会社も責任を負う。  

 理由：Ｃにも交差道路に対する安全確認のうえ減速すべきだったのにこれを怠った過失

がある。 

 Ｄ・同人の保険会社は責任を負わない。  

 理由：本件の事故状況からすると、Ｄが、交差道路から飛び出してきたＢ車が対向車線

上のＣ車に激突し、跳ね返されて自車に向かってくることを事前に予見できたと

はいえない。  
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9-3 チェックリストによる事実関係の判定  

 

9-3-1 敗訴側の主張･証拠に基づく VTA-A の作成 

 

 検察の主張した事実に基づき VTA-A を作成し、チェックリスト該当箇所にシンボルを

記載し、［n］で番号をつけた（Figure 9-2）。 

 チェックリスト該当箇所に記載した［n］の内容は Table 9-1 のとおりである。  
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事例10【被告Ｙ主張】
判決日付：平成11年7月29日　　　　　裁判所：広島地裁
事件番号：平成7年(ﾜ)第532号　　　　事件名：損害賠償請求事件

前提条件：交差道路相互の見通しはよくない。
信号：点滅信号（Ｙ車進行方向が赤点滅信号、ＣＤ車進行方向が黄色点滅信号）
車線：東西方向：1車線/1車線（国道）、南北方向：1車線/1車線（交差道路）
速度規制：50km/h
道路形状：交差点
発生時刻：H5.4.23　3:05頃

Ｙ車を運転

Ｂ車運転

助手席に着席

同乗者　年齢：20歳
　　　　性別：男

運転者　年齢：
　　　　性別：男
経　験：３人の中で
最も運転経験豊富
車　種：普通乗用

運転者　年齢：
　　　　性別：男
車　種：大型貨物

Ｃ車運転

運転者　年齢：
　　　　性別：男
車　種：普通乗用

Ａ Ｃ Ｄ

対向車を確認せず交
差点に進入

Ｂ車右側にＹ車が衝
突

Ｃ車の進行車線に
飛び込む

Ｙ車、Ｃ車右前部に
衝突

Ａ宅で飲酒、雑談

4時間

22：00頃

時速50km/hで走行

黄色点滅信号を視
認

交差道路方向の交
通はないと判断

減速せず交差点に
進入

時速50km/hで走行

黄色点滅信号を視
認

Ｂ車を視認

時速60～70km/hで走
行

右旋回

急制動

交差点中央付近にう
つぶせに転倒

交差点南東角付近に
仰向けに転倒

(7)Ｙ車助手席ドアに、乙野がくの字型にぶら
下がる。

乙野のアパートに同人を迎えに行くことで合意

乙野宅到着

(13)事故直後の、Ｙが運転者である旨の証言
は、推測にすぎない。

交差点に進入

(2)女性を呼びたいという話になる

国道を東進 国道を西進
交差道路を北進

衝突を視認

死亡

病院へ搬送 病院へ搬送

5.11
転院

Ｙ車運転

(6)Ｙ：乙野の知人はＡのみ。
　　　Ａが乙野の隣に乗車するため、Ｙと運　
　　転を交代した。

Ｂｃ6

Ａｄ1

(8)病院搬送後、意識回復し、その後は意識
障害無し。
頭部外傷・頭部両下肢裂挫傷・腹部外傷性膵
損傷・左足関節脱臼・腎不全

Ｂｃ8

(1)

(4)

(4)乙野が助手席に乗車。

同乗者　年齢：
　　　　性別：男

Ｙ Ｂ

所有するＹ車を運転

乙野を誘う

後部座席に着席
(3)

(3)道案内役であった

(5)(6)

後部座席で足を挟ま
れる

後部座席に着席 後部座席に着席

Ｙ車、交差点北東角
で停止 (7)

病院へ搬送

Ｃ車、交差点南東角
で停止

担当医に「乙野を車
に乗せて送っていく
途中」と言う

乙野らの安否を気遣
い、「わしが悪かっ
た」と言う。

「ＹがＹ車を運転し
ていた」

(9)

(12)警察官による事情聴取に対して

事故の記憶がない 事故の記憶がない

(10)

Ｂｃ12

(14)当局の取り調べに対して
　 乙野宅に乙野を迎えに行った時点以降の一
切の状況について記憶がない。

(15)検察官による事情聴取に対して
　　記憶の喪失内容および喪失時期は、乙　　　　
山と同じ

Ａｄ1

同時期

Ａｄ2

(8)

(9)事故直後から意識があり、救急隊員に連
絡先等答える

後日

Ａａ2

(2)

(5)Ｂ：乙野と面識があったのはＢであり、
Ａは面識がない。

Ｃａ2

Ｂｃ11 (1)この仲間で行動する場合、いつもＹが運
転し、Ｙがいるのに他の者が運転するとい
うことはなかった。

Ａｄ1

Ｂｃ4

Ｂｃ8

Ａｄ6

(12)

Ｂｃ9

Ｂｃ12

(13)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

(11)

(14) (15)

(10)(11)Ｙ証言による

 

Figure 9-2 事例１0・敗訴側主張に基づくＶＴにチェックリストを適用した結果  
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Table 9-1 証言とチェックリスト適用結果  

シンボ

ルの番

号  

チェックリスト該

当の項目番号

と項目名  

関係する証言

等 

具体的内容  

[1]  Bc11  目 撃

者と事故当事

者との関係  

目撃者 Ｂは当

事者の友人 :全

体に関連  

目撃者ＢはＹの友人で、後部座席に座っていた。友人関

係は、Ｙに有利な供述をする要因の１つとなる。 

[2] Bc6 目撃者証

言と当事者証

言ととの一致  

(5)(6)証言 乙野の知人は誰かという点につき、Ｂのみが知人であっ

たというＢ(5)証言と、Ａのみが知人であったというＹ (6)証

言とは矛盾する。 

[3]  Ad1  当事者

証言 との不自

然性  

(5)証言  Ｂ(5)証言によると、乙野宅に到着後、乙野を知人の隣に

座らせるためにＹとＡが運転を交替する理由はなく、運転

交替をしたというのは不自然である。 

[4]  Ca2  事故態

様と負傷状態

の整合性  

(8)Ｙの負傷状

態とＹが運転席

にいなかったと

の証言 

Ｙの負傷状況は、運転席にいた者に多い症例である

（(8)：頭部外傷はフロントガラスに、両下肢裂挫創はダッ

シュボード等に、腹部外傷性膵損傷はハンドル等に打ち

付けることで生じたもの。左足関節脱臼は、衝突直前に

前方の危険をいち早く察知して足を踏ん張ることで生じ

たもの。）。このことと、Ｙが運転していなかったとの証言と

は一致しない。 

[5]  Aa2  当事者

の事故による負

傷の影響  

(8) Ｙは病院搬送後意識を回復し、その後意識障害はなか

ったというのだから（(8)）、病院搬送後の同人の言動が、

負傷の影響で不正確になるということはない。 

[6]  Ad6  当事者

の証言の時期 

病院搬送直後

の証言 

事故後、病院に搬送された直後の (10)(11)証言であり、

記憶が新しく、時間の経過による劣化や、保身などの考

えの入る余裕があまりなく、信用性が高い。 

[7]  Ad1 当事者証

言の不自然さ 

「わしが悪かっ

た」 「乙野を送

っていく途中」 

Ｙは、後に事故時の記憶がないと証言しているが、記憶

をなくした人が事故直後に言った内容として不自然であ

る。 

[8]  Bc4  目撃者

が目撃証言を

行った時期  

(12)より事故か

ら時間経過せ

ず 

事故からあまり時間がたっておらず（ (12)）、記憶が新し

く、時間の経過による劣化や、保身、情実などの入る余

裕があまりなく、信用性が高い。 

[9] Ad2 当事者証

言の一貫性  

(10)(11)(14) 証

言 

 Ｙは、事故直後は、乙野を乗せて送っている途中であ

った（Ｙ(10)証言）、わしが悪かった（Ｙ(11)証言）と証言し

ているが、時間がたつと事故の記憶がないと証言し始め

（Ｙ(14)証言）、一貫性がない。 

[10]  Bc8 証人によ

る証言の不自

然性  

(13)  事故直後、特に悪意を持っているわけでもない人物の

名を、単なる推測によって名指しであげるというのは不自

然である（Ｂ(13)証言）。 

[11] Bc12  虚 偽 の

証言をする動

機の有無  

ＹＢの人間関係

(友人 ) ： (13)証

言に関連  

ＹとＢとは友人同士であり、Ｙを庇うためにＢが虚偽の証

言をする可能性がありうる。 

[12]   Ad1  当事者

証言の不自然

性 

 

(14)証言  乙野を迎えにいった以降の記憶が一切ないという、内容

自体不自然な証言である（Ｙ(14)証言）。また、記憶がな

いと証言し始めた時期、なくしたという記憶の内容が、Ｙ

証言とＢ証言で全て一致しているという点でも不自然で

ある。 

[13] Bc8  証人によ

る証言の不自

然性  

(15)証言  ［12］同様に、内容的に不自然である上、本来一致する

はずがない内容なのに、証言を始めた時期及びなくした

記憶の内容がＹとＢとで一致する点、不自然である（Ｂ

(15)証言）。 
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[14] Bc12  虚 偽 の

証言をする動

機の有無  

ＹＢの人間関係

(友人 ) ： (15)証

言に関連  

ＹとＢとは友人同士であり、Ｙを庇うためにＢが虚偽の証

言をする可能性がありうる。 

[15] Bc9 証言の一

貫性  

(12)(15)証言  事故直後は、ＢはＹが運転していた旨証言していた（Ｂ

(12)証言）が、その後、事故の記憶がない（Ｂ(15)証言）と

証言を翻しており、一貫性がない。 
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9-3-2 主張が事実に合致しているかの判定  

  

これに基づき、各争点に関する主張が事実と合致するか判定した（Table 9-2）。 

 

Table 9-2 事例 10・争点、証拠、証拠に影響する要因一覧表  

内容
証言
者

積極証
拠

信用性強
化

信用性否定
合理的
理由

消極証
拠

信用性
強化

信用性否
定

結
論

Ｙ Ａ (6) ［2］ ×
原告 Ｂ (5) ［2］ ×

Ｙ Ａと交替 (6) ［2］ ×
原告 交替なし (1) ［3］ ○

(14) ［1］［12］［9］ ×

(15)
［1］［10］
［11］［14］
［15］

×

負傷状況 (8) ［4］ ○

事故後の
言動

(10)(11)
［5］［6］
［7］

［9］ (14) ［12］ △

Y側証人
の事故後
の言動

(12) ［8］ ［15］ (13)(15)
［10］［11］
［14］［15］

△

Ｙ
Ａ

（Ｙではない）

原告 Ｙ

詳細

運転交
替の経

緯

乙野の知
人は誰か
運転交代
の有無

運転者
は誰か

 

具体的な争点  主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

運転交替の 
経緯  

Ｙ 
 

乙野の知人
はＡ 

(6)  [2]  × 
    

Ａと運転を交
替した 

(6)  [2]  × 
    

原告  乙野の知人
はＢ 

(5)  ［2］  × 
    

運転を交替し
ていない 

(1) [3]   ○ 
    

運転者は誰か 

Ｘの交差点への

進入状況  

Ｙ Ａ ① (14)  [1][9][12]  × 
    

② (15)  [1][10][11] 
[14][15] 

 × 

    

原告  Ｙの負傷  
状況  

(8) [4]   ○ 
    

Ｙの事故後の
言動  

(10)(11) [5]～[7] ［9］  △ 
(14)  [12]  

Ｙ 側 証 人 の
事故後の 
言動  

(12) [8] ［15］  △ 
(13)(15)  [10][11][14] 

[15] 
 

 

1) 運転交替の経緯  

 

  ① 乙野の知人は誰か  

  ａ）Ｙ主張「Ａ」 

    積極証拠(6)はあるが、信用性否定要因［2］があるため、信用性は否定された。  
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  ｂ）原告側「Ｂ」 

    積極証拠(5)はあるが、信用性否定要因［2］があるため、信用性は否定された。  

  ｃ）よって判定できなかった。  

  

2) 運転交替の有無  

 

  ① Ｙ主張「Ａと交替した」 

乙野の知人はＡであり、助手席に座った乙野をＡの隣りにするため、運転を交替したと

の積極証拠(6)もあるが、信用性否定要因［2］があるため、信用性は否定。 

 

  ② 原告側主張「交代しなかった」 

この仲間で行動する場合、通常はＹが運転したという積極証拠 (1)があり、信用性強化要

因［3］があることから、信用性は肯定された。  

 

  ③ よって、②交替しなかったとの主張が信用性高いと判断した。  

 

3) 運転者は誰か  

  

 ① Ｙ主張「Ａだった（Ｙではない）」 

ａ）事故当時の記憶がないとのＹ(14)証言が積極証拠であるが、信用性否定要因［1］［9］

［12］があり、信用性が否定された。  

ｂ）Ｂもａ）同様に記憶がないと証言する（Ｂ(15)証言）が、信用性否定要因［1］［10］

［11］［14］［15］があるため、信用性が否定された。  

 ｃ）よって、信用性が否定された。  

  

 ② 原告主張「Ｙである」 

 ａ）Ｙの負傷状況は運転席にいた者に多い症例という積極証拠 (8)とそれに対する信用性

強化要因［4］があり、Ｙが運転席にいたことの信用性が肯定された。 

 ｂ）事故後の言動につき、Ｙが自ら運転していたことを認める旨のＹ (10)(11)証言が積

極証拠であり、信用性強化要因［5］～［7］があるが、同否定要因［9］がある。

また、Ｙが、運転していた記憶がないという消極証拠(14)も存在するが、その否定

要因［12］が存在する。このため、判定できない。 

 ｃ）Ｂの事故後の言動につき、事故直後はＹが運転していた旨のＢ(12)証言が積極証拠

であり、信用性強化要因［8］があるが、同否定要因［15］もある。また、事故当時

の記憶がなく（Ｂ(15)証言）、事故直後にＹが運転していた旨述べたのは推測にすぎな
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いとする同(13)証言は、いずれも消極証拠であるが、その信用性否定要因［10］［11］

［14］［15］が存在する。このため、判定できない。 

 

  ③ 以上より、①Ｙ主張より、②原告主張の方が、一応信用できるといえる。  

 

4) まとめ 

 

 以上より、乙野の知人の点は明らかではないが、乙野を迎えに行った際、ＹとＡが運転

交替せず、事故当時もＹが運転していたという結果が出た。  
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9-3-3 判決が認定した事実･証拠に基づく VTA-B の作成 

 

 裁判所が認定した事実に基づく VTA-B は Figure 9-3 のとおりである。  

また、判決が示した、証言の真偽判断に影響する要因は Table 9-3 のとおりである。  
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事例10【判決】
判決日付：平成11年7月29日　　　　　裁判所：広島地裁
事件番号：平成7年(ﾜ)第532号　　　　事件名：損害賠償請求事件

前提条件：交差道路相互の見通しはよくない。
信号：点滅信号（Ａ車進行方向が赤点滅信号、Ｂ車進行方向が黄色点滅信号）
車線：東西方向：1車線/1車線（国道）、南北方向：1車線/1車線（交差道路）
速度規制：50km/h
道路形状：交差点
発生時刻：H5/4/23　3:05頃

Ａ車を運転

Ｂ車運転

助手席に着席

同乗者　年齢：20歳
　　　　性別：男

運転者　年齢：
　　　　性別：男
経　験：3人の中で　　
最も豊富
車　種：普通乗用車

運転者　年齢：
　　　　性別：男
車　種：大型貨物

Ｃ車運転

運転者　年齢：
　　　　性別：男
車　種：普通乗用車

Ａ Ｃ Ｄ

対向車を確認せず
交差点に進入

Ｂ車右側にＡ車が
衝突

Ｃ車の進行車線に
飛び込む

Ａ車、Ｃ車右前部
に衝突

Ａ宅で飲酒、雑談

4時間

22：00頃

時速50km/hで走行

黄色点滅信号を視
認

交差道路方向の交
通はないと判断

減速せず交差点に
進入

時速50km/hで走行

黄色点滅信号を視
認

Ｂ車を視認

時速60～70km/hで走
行

右旋回

急制動

交差点中央付近にう
つぶせに転倒

交差点南東角付近に
仰向けに転倒

(7)Ａ車助手席ドアに、乙野がくの字型にぶら
下がる。

乙野のアパートに同人を迎えに行くことで合意

乙野宅到着

交差点に進入

(2)女性を呼びたいという話になる

国道を東進 国道を西進
交差道路を北進

衝突を視認

死亡

病院へ搬送 病院へ搬送

5/11 転院

Ａ車運転

(8)病院搬送後、意識回復し、その後は意識
障害無し。
　頭部外傷・頭部両下肢裂挫傷・腹部外傷
性膵損傷・左足関節脱臼・腎不全

(2)

(4)乙野が助手席に乗車。

同乗者　年齢：
　　　　性別：男

Ｙ Ｂ

所有するＡ車を運転

Ｂが乙野を誘う

後部座席に着席

(3)道案内役であった

後部座席で足を挟ま
れる

後部座席に着席 後部座席に着席

Ａ車、交差点北東角
で停止

(7)

病院へ搬送

Ｃ車、交差点南東角
で停止

担当医に「乙野を車
に乗せて送っていく
途中」と言う

乙野らの安否を気遣
い、「わしが悪かっ
た」と言う。

(8)

「ＹがＡ車を運転し
ていた」

(10)

(12)警察官による事情聴取に対して

事故の記憶がない 事故の記憶がない

(13)

(14)当局の取り調べに対して
　 乙野宅に乙野を迎えに行った時点以降の一
切の状況について記憶がない。

(15)検察官による事情聴取：
　記憶の喪失内容および喪失時期はＹと同じ

同時期

(9)

(9)事故直後から意識があり、救急隊員に連
絡先等答える

後日

事故の影響

(5)Ｂ証言「乙野と面識があったのはＢであ
り、Ａは面識がない。」

(1)この仲間で行動する場合、いつもＹが
運転し、Ｙがいるのに他の者が運転する
ということはなかった。

客観的証拠
との整合性

不自然
(13)事故直後の、Ｙが運転者である旨の証言
は、推測にすぎない。

不自然
不自然

(6)乙野の知人はＡのみだったので、Ａが乙野
の隣に乗車するため、Ｙと運転を交代した。

(1)

(3)

(5)前提：
不自然

(4)(5)

不自然

直前の運
転状況

事故の影響

不自然

証言の経
緯

証言の
時期

一貫性
なし

一貫性
なし

虚偽証言
の動機

両者の関係

不一致

証言の
時期

［1］

［2］

［3］

［4］

［5］

［6］

虚偽証言
の動機

［12］

［15］

［14］

［7］

［8］

証言の
経緯

[9]

[10]

[11]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

(6)

(11)

(12)

［13］(14) (15)

(10)(11)Ｙ証言による

 

Figure 9-3  VTA-B・判決判断結果  
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Table 9-3  判決が判断に用いた要素  

要因

の 

番号  

判決が判断す

るのに用いた

要素  

関係する証言等  具体的内容  

※（）内の番号は、ＶＴ右側欄外の証言／状況に付した

番号  

[1] 目撃者と事故

当事者との関

係 

目撃者Ｂは当事

者の友人 :全体に

関連  

この点は、判決は触れなかった。 

[2] 目撃者証言と

当事者証言と

の一致 

(5)(6)証言 チェックリスト適用結果同様、乙野の知人は誰かという

点につき、Ｂ(5)証言とＹ(6)証言とは矛盾する点指摘し

た。 

[3] 当事者証言と

の不自然性  

(5)証言  同適用結果同様、Ｂ(5)証言を前提とすると、乙野宅に

到着後、ＹとＡが運転を交替する理由はなく、運転交

替をしたというのは不自然である点指摘した。 

[4] 事故態様と負

傷状態の整合

性 

(8)Ｙの負傷状態

とＹが運転席にい

なかったとの証言  

同適用結果同様、Ｙの負傷状況は、運転席にいた者

に多い症例であり、このことと、Ｙが運転していなかった

との証言とは一致しない点指摘した。 

[5] 当事者の事故

による負 傷 の

影響  

(8) 同適用結果同様、Ｙは病院搬送後意識を回復し、その

後意識障害はなかった以上（(8)）、病院搬送後の同人

の言動が、負傷の影響で不正確になるということはない

点指摘した。 

[6] 当事者の証言

の時期 

病院搬送直後の

証言  
同適用結果同様、事故後、病院に搬送された直後の

Ｙ証言 (10)(11)は、記憶が新しく、時間の経過による劣

化や、保身などの考えの入る余裕があまりなく、信用性

が高い点指摘した。 

[7] 当事者証言の

不自然さ 

「わしが悪かった」

「乙野を送ってい

く途中」 

同適用結果同様、Ｙは、後に事故時の記憶がないと証

言しているが、(10)(11)は記憶をなくした人が事故直後

に言った内容として不自然である点指摘した。 

[8] 目撃者が目撃

証言を行った

時期  

(12)より事故から

時間経過せず 
同適用結果同様、事故からあまり時間がたっておらず

（ (12)）、記憶が新しく、時間の経過による劣化や、保

身、情実などの入る余裕があまりなく、信用性が高い点

指摘した。 

[9]  当事者証言の

一貫性  

(10)(11)(14)証言  同適用結果同様、Ｙ (10)(11)証言）とＹ(14)証言は、一

貫性がない点指摘した。 

[10] 証人による証

言の不自然性  

(13) 同適用結果同様、事故直後、特に悪意を持っているわ

けでもない人物の名を、単なる推測によって名指しであ

げるというのは不自然である（Ｂ(13)証言）点指摘した。 

[11] 虚偽の証言を

する動機の有

無 

Ｙ Ｂの人間関係

(友人 )： (13)証言

に関連 

この点には判決は触れなかった。 

[12]  当事者証言の

不自然性  

(14)証言   チェックリスト適用結果同様、Ｙ (14)証言の内容自体

不自然であり、また、記憶がないと証言し始めた時期、

なくしたという記憶の内容が、Ｙ証言とＢ証言で全て一

致しているという点でも不自然である点指摘した。 

[13]  証人による証

言の不自然性  

(15)証言  ［12］同様、Ｂ(15)証言は内容的に不自然である上、本

来一致するはずがない内容なのに証言を始めた時期

及びなくした記憶の内容がＹとＢとで一致する点、不自

然であると指摘した。 
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[14]  虚偽の証言を

する動機の有

無 

Ｙ Ｂの人間関係

(友人 )： (15)証言

に関連 

この点は、判決は指摘しなかった。 

[15] 証言の一貫性  (12)(15)証言  チェックリスト適用結果同様、Ｂ(12)証言とＢ(15)証言）と

は一貫性がない旨指摘した。 

[16]  (5)前提：当事

者証言の不自

然性  

(5)(6)証言  Ｂ(5)証言（乙野と面識があったのはＢだけ）が信用で

きることを前提とすると、助手席に座った乙野の隣にＡ

が座るため、ＹとＡが運転を交代したというＹ (6)証言は

不自然ということになると指摘した。ただし、Ｂ(5)証言が

信用できる直接の理由は示さなかった。 

[17]  直前の運転状

況 

乙野宅までの運

転状況（Ｙ運転） 

乙野宅まではＹが運転していたという状況からすれば、

その後もＹが運転していたとするのが自然と判断した。 

[18] 証人に対する

事故の影響  

(9)の状況 目撃者Ｂは事故直後から意識があり（ (9)）、事故による

負傷により証言内容や記憶の正確性に影響を受けて

いないと判断した。 

[19] 証言の経緯  (10)(11)証言  Ｙが自ら運転していたことを認めたＹ (10)(11)証言は、

事故直後に搬送された病院で、担当医に対して話した

ことであり、前後の状況からみて信用できるとした。 

[20] 証言の経緯  Ｂ (12) 証 言 の時

期・機会  

Ｙが運転していたという B(12)証言は、事故後、あまり期

日をおかないうちに事情聴取に対して証言したことであ

り、前後の状況からみて信用できるとした。 
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9-3-4 判決の判断結果の整理  

 

 争点ごとの判決の判断結果を Table 9-4 に示す。  

 

Table 9-4 判決の判断結果  

具体的な争点  主張  上：積極証拠  
下:消極証拠  

信用性  

強化  

信用性否定  合理的  

理由  

判
定 主張者  主張内容  

運転交替の 
経緯  

Ｙ 
 

乙野の知人
はＡ 

(6)  [2][16]  × 
    

Ａと運転を交
替した 

(6)  [2][16]  × 
    

原告  乙野の知人
はＢ 

(5)  ［2］  ○ 
    

運転を交替し
ていない 

(1) [3][17]   ○ 
    

運転者は誰か 

Ｘの交差点への

進入状況  

Ｙ Ａ ① (14)  [9][12]  × 
    

② (15)  [10][15]  × 
    

原告  Ｙの負傷  
状況  

(8) [4]   ○ 
    

Ｙの事故後の
言動  

(10)(11) [5] ～ [7] 
[19] 

［9］  ○ 

(14)  [12]  

Ｙ 側 証 人 の
事故後の 
言動  

(12) [8][18] 
[20] 

［15］  ○ 

(13)(15)  [10][15]  

 

1) 運転交替の経緯  

 

  ① 乙野の知人は誰か  

   ａ）Ｙ主張「Ａ」 

    積極証拠(6)はあるが、信用性否定要因［2］［16］があるため、信用性を否定した。  

   ｂ）原告側主張「Ｂ」 

    積極証拠(5)に対し、信用性否定要因［2］があるが、信用性を認めた。  

   ｃ）よって、ａ）より、Ｂが乙野の知人と判断した。  

 

  ② 運転交替の有無 

   ａ）Ｙ主張「Ａと交替した」 

    積極証拠(6)もあるが、信用性否定要因［2］［16］があるため、信用性を否定した。  

 ｂ）原告側主張「交代しなかった」 

   積極証拠(1)があり、信用性強化要因［3］［17］があるため、信用性を認めた。  
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 ｃ）よって、ｂ）交替しなかったとの主張を認めた。  

 

2) 運転者は誰か  

 

  ① Ｙ主張「Ａだった（Ｙではない）」 

 ａ）Ｙ(14)証言が積極証拠であるが、信用性否定要因［9］［12］があり、信用性を

否定した。同否定要因［1］は用いなかった。  

 ｂ）Ｂ(15)証言が積極証拠であるが、信用性否定要因［10］［15］があるため、信用

性を否定した。同否定要因［1］［11］［14］は用いなかった。  

 ｃ）よって、チェックリスト適用結果同様、信用性を認めなかった。  

 

  ② 原告主張「Ｙである」 

   ａ）負傷状況(8)［4］は、チェックリスト適用結果と同じである。  

 ｂ）事故後のＹの言動につき、Ｙ(10)(11)証言が積極証拠であり、信用性強化要因［5］

～［7］［19］があるが、同否定要因［9］もある。また、消極証拠(14)も存在する

が、その否定要因［12］がある。判決では、チェックリスト適用結果と異なり、

Ｙ(10)(11)証言が信用できるした。 

 ｃ）Ｂの事故後の言動につき、Ｙが運転していたとのＢ (12)証言が積極証拠であり、

信用性強化要因［8］に加え［18］［20］があるが、同否定要因［15］もある。消

極証拠としてＢ(13)(15)証言があるが、信用性否定要因［10］［15］がある。チェ

ックリスト適用結果と異なり、［11］［14］は同否定要因とはしなかった。  

     判決では、チェックリスト適用結果と異なり、積極的にＢ(12)証言が事実と認

定した。 

   ｄ）以上より、運転者はＹと認定した。 

 

3) まとめ 

  

以上より、乙野の知人はＢであり、Ｙらが乙野を迎えに行った際、Ｙは運転交替はせず、

事故当時もＹが運転していたと認定した。チェックリスト適用結果では乙野の知人の点は

不明であったが、運転者の点で同じ結果となった。  

 個別の争点についてにみると、結論は同じだが、判決がチェックリストにない要素を用

いて判断した争点、同じ要素を用いたが判決は逆の結論とした争点、判決がチェックリス

ト上の要素を一部使わなかったが同じ結論を導いた争点、チェックリストにない要因を用

い、信用性強化要因・否定要因があっても判断をした争点があった。 


